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おわりに

全日本民医連第４3回定期総会

運　動　方　針

第４３回総会は、国内で安倍政権が改憲発議を
めざし、本格的に戦争する国づくりを完成させ
ようとしている中、市民と野党の共同は分断さ
れることなく前進し、憲法と平和、国のあり方
を巡り、新たな段階で正面からぶつかり合う時
代に開かれました。国際的にも、核兵器禁止条
約の国連採択という歴史的快挙が達成されまし
た。
国内でも世界でも、政治を動かし、平和と人

権が大切にされる、よりよい社会を作り上げて
いく力は、一人ひとりの市民であることが明確
になりました。
この ２年間、私たちは第４２回総会方針・ ３つ
のスローガンにもとづき、いのち、憲法、綱領
の視点からぶれずに、架け橋として総がかり行
動実行委員会、安倍 ９条改憲ＮＯ！全国市民ア
クション実行委員会（※注）、医療と介護を守
る運動の重要な一員として、全国で、地域で大

はじめに
■本文中の（※）については用語解説を載せています
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いに奮闘してきました。
現在の民医連綱領確定から ９年目を迎えまし
た。民医連綱領を改定し、架け橋として共同と
連携を広げるなど運動をすすめてきた世代が、
交代の時期を迎えています。次の世代に、確実
にバトンを引き継ぎ、共同組織の仲間と力を合
わせ、より広範な連帯で平和と憲法を守り抜き、
貧困と格差・超高齢社会に真正面から向き合う
日常の医療・介護の実践、権利としての社会保

障の確立をめざし奮闘することが求められます。
今総会は、今日の情勢、時代認識を深め、民
医連運動の役割と課題を鮮明にし、４２期の活動
の総括と、４３期、今後 ２年間の活動方針とその
実践の先頭に立つ、４３期役員を選出、予算を決
定しました。
全日本民医連理事会は、４３回総会運動方針を
すべての県連・法人・事業所が、学習し、実践
していくことを呼びかけます。

世界と日本の変化を確信に、時代をいか
に切り拓くか

第 １章

前総会から ２年、人類が核兵器廃絶に向かう
画期として核兵器禁止条約が国連で採択され、
経済グローバリズム（※注）と新自由主義（※
注）がもたらした貧困と格差に立ち向かう世界
各地の市民運動の高揚や政治変革が模索されて
います。日本では、戦争法の廃止と立憲主義（※
注）の回復を旗印に、戦後初めて市民と野党に
よる選挙共闘が成立しました。平和と人権を実
現する運動は、紆余曲折を経ながらも着実に世
界と日本を変えています。

（ １）核兵器廃絶への巨大な一歩と民医連
２０１７年 ７ 月 ７ 日、歴史上初めて核兵器に悪の
烙印を押し、核兵器を違法化し、核抑止力論を
全面的に否定する「核兵器禁止条約」が１２２カ
国の賛成により採択されました。長年の核兵器
のない世界を求める世界的な運動の成果であり、
歴史的画期的な快挙です。
広島、長崎の被爆から７２年、「かくて私たち
は自らを救うとともに、私たちの体験をとおし
て人類の危機を救おうという決意を誓い合った
のであります」という日本被団協結成大会宣言
から６１年、被爆者の真実と訴え、そして被爆国
の市民の運動が世界の市民と平和を願う国々に
届き、この巨大な変化を生み出しました。
一方、これによる政治的、道義的拘束をよし
としない核武装国は反対し、唯一の被爆国であ
る日本の政府も追随しましたが、核兵器廃絶を
願う世界の流れを止めることはできませんでし

た。日本政府の態度は許しがたく、世界に大き
な失望を与えています。
戦後、日本を占領したアメリカは、被爆の被
害を隠すため、日本の医師・医学者独自の調査
研究を禁止し、被爆者の検査・治療データを独
占しました。被爆し、その治療や生活も補償さ
れず、家族までも偏見と差別の中に置かれると
いう三重苦に被爆者はさいなまれたのです。
暗中模索の中、各地の民主診療所は、１９５３年
に全日本民医連が結成される以前から、苦しみ
の中にあった被爆者に寄り添い、人権を守る医
療に全力をあげながら、医療従事者自らの課題
として核兵器廃絶の運動にとりくんできました。
１９６７年の第 １回被爆者医療研究集会では、「被
爆者の立場に立って、病態を追求し、治療法を
探求、確立していくこと」、そして「この医療
活動を通じて核兵器の完全禁止、核戦争阻止、
被爆者救済の運動に貢献していく」という基本
姿勢を確認し、今日まで地道に健診や治療、支
援活動を続けてきました。
この歩みは、人権としての被爆者医療の実践
を通じて民医連医療の理念を創る重要な過程で
もありました。核兵器禁止条約の実現に最も尽
力したのは被爆者であり、その人びとの治療と
支援を共同の営みとして実践し、共に核兵器廃
絶の運動をすすめてきた私たちの活動に誇りと
確信を持ちたいと思います。また、反核医師の
会（※注）と共同して運動をすすめてきた「Ｉ
ＣＡＮ」がノーベル平和賞を受賞したことも私
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たちの誇りです。

（ ２）新自由主義、　グローバル資本主義の暴
走と対抗
最大利潤を求めて世界中を駆け巡る多国籍企
業や国際金融資本の横暴は、世界各地で貧困と
格差の拡大をもたらし、ついに２００8年の国際金
融危機（※注）に至りました。これに対して、
各国やＥＵによる新自由主義的緊縮政策（※注）
が行われる中、これらに反対する新しい市民運
動と結びついた注目すべき政治状況が生まれま
した。ヨーロッパでは、緊縮政策に反対する市
民運動と結びついた政党が躍進し、ギリシャや
ポルトガルでは新政権が生まれました。「人口
の １％の最富裕層のための政治でなく、９９％の
ための政治」を主張し、国民皆保険制度の実現
など掲げたアメリカのサンダース現象（※注）、
韓国では、大統領を弾劾にまで追い込んだろう
そく革命が起こりました。同時に、深刻な雇用
・生活破壊の改善を求める声は、反緊縮を打ち
出せない既成政党への失望や、自国民ファース
トを掲げ、雇用・福祉で移民を差別する極右勢
力への支持にもつながりました。
世界的な平均気温上昇を抑えるパリ協定の実
際のルールづくり（２０１8年採択予定）のための
ＣＯＰ２３が開催されて各国の努力がなされてい
るものの、トランプ政権による離脱宣言や先進
国と途上国の深刻な対立などの困難を抱えてい
ます。また、グローバリズムの中で利益最優先
のコストカットをすすめてきた大企業の組織的
なルール無視の不正行為があい次いで発覚し、
日本のものづくりが揺らぎ、世界的に信頼を失
いました。
今、世界は、緊縮政策、新自由主義政策の継
続か転換かが問われる歴史的な岐路にあります。

（ ３） ２回の国政選挙結果と憲法の未来
２０１６年参議院選挙では、３２のすべての一人区
で市民と野党の共闘が実現し、野党は改選前の
２議席から１１議席と前進、新潟県知事選挙、仙

台市長選挙でも野党共闘が勝利を重ねてきまし
た。民進党が分解した２０１７衆議院選挙では２０１５
年の安保法制＝戦争法に反対するかつてない市
民運動で湧き上がった「野党は共闘」の流れと
参院選の経験と蓄積の上で市民が野党共闘を粘
り強く追求、野党三党（立憲民主党、共産党、
社民党）が安保法制の廃止と立憲主義の回復を
求める市民連合と ７項目に及ぶ政策合意（※注）
を結び、改選前の３8議席から６９議席に増加しま
した。また、無所属の候補者にも野党共闘を支
持し、進める議員が生まれました。立憲民主党
が野党第一党となったことで、野党は「憲法を
守る」立場で一定の地歩を築きました。国会で
改憲をめざす勢力が ３分の ２を占めていますが、
改憲勢力に対抗し乗り越えていく確かな力であ
る「市民と野党の共闘」が力強く前進した ２年
間でした。
国会軽視、加計、森友問題など国政の私物化
に対する国民の批判は大きく、主要な政策への
支持も、「安倍首相のもとで憲法改正に賛成
３６．６％、反対５４．8％」、「全原発の即時停止賛成
４９．０％、反対４２．６％」、「高度プロフェッショナ
ル制度（残業代ゼロ法案）賛成２５．４％、反対
５４．９％」（１8年 １ 月共同通信調査）など多数で
はありません。どの調査でも国民の期待の第一
は、社会保障の充実であり、この間の社会保障
削減を「成果」と呼ぶ安倍内閣との矛盾は深ま
らざるを得ません。
２０１７年 ６ 月の国連の会議で被爆者和田征子さ
んは「核兵器を作ったのは、人間です。そして
使ったのも人間です。そうであれば、なくすこ
とができるのも人間です。私は皆さんに呼びか
けます。すべての核兵器を禁止し廃絶しましょ
う」と訴えました。国民一人ひとりが、憲法 ９
条、２５条、１３条を掲げて主権者として立ち上が
り、当事者として「東アジアにも世界にも核兵
器と戦争はいらない」、「社会保障の充実を」の
声を上げ、野党をまとめて政府に迫る、世界に
発信し連帯する運動にこそ未来があります。
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安倍政権の ５年間、私たちをとりまく情
勢の特徴

第 ２章

第 １節　安倍政権の暴走と深まる国民との矛盾
（ １） ９条改憲と戦争の現実的危機を招く安倍
暴走政治
２０１７年 ５ 月 ３ 日、安倍首相は「憲法 ９条の １
項、 ２項には手をつけず、自衛隊を明記する条
文を追加し、２０２０年を新しい憲法の施行の年と
したい」とのべました。２０１２年１２月の安倍政権
発足以来行ってきた立憲主義破壊の政治の上に、
仕上げとして ９条改憲を強行し、海外で戦争す
る国づくりをめざしています（Ａ）。２０１７年総
選挙の自民党の主要政策にこの改定案を明示、
衆参両院に改憲を志向する議員が ３分の ２以上
を占める中、昨年の１２月２０日には、自民党憲法
改正推進本部が、「 １項、 ２項を維持したうえ
で自衛隊を憲法に明記するにとどめる」「 ２項
を削除して自衛隊の目的・性格を明確化する改
正を行う」という ２案を提示しました。しかし、
両案とも憲法の平和主義を否定するものであり、
認められるものではありません。通常国会中に
憲法審査会の審議開始、２０１8年中に改憲発議、
国民投票の実施を狙っています。
９条に自衛隊の存在を明記するという今回の

案は、単に自衛隊の存在を憲法で認めるという
単純なものではありません。第一に現在の自衛
隊は、すでに安保法制＝戦争法の成立と施行で、
それ以前の「専守防衛」から海外で集団的自衛
権を行使できる実力組織（※注）となっており、
この自衛隊を憲法 ９条に明記することは、制限
なく武力を行使する自衛隊を合憲化することに
なります。
第二に、それにより日本国憲法の「武力によ
らない平和の実現」という平和主義は壊され、
安保法制＝戦争法を合憲化し、「武力による平
和」をめざす国に転換するものです。すなわち、
現在の憲法と全く違う別の新しい憲法を制定す
ることにほかなりません。また、新法は旧法に
優先するという法律の原則からも今回の改憲は
９条の １項、 ２項が守り抜いてきた非戦、平和
主義を無効とするものです。
２０１５年の「日米防衛協力のための指針（ガイ
ドライン）」の改定（※注）、安保法制＝戦争法
の成立・施行により、辺野古新基地建設の強行、
日本各地で米軍基地の強化と自衛隊との合同訓
練などが急速に拡大しています。すでに、民間
船舶の乗務員を予備自衛官として登録する、戦
闘地域で任務に就く看護師の教育、研修の実施
などもすすめられています。軍備の面でも、ト
ランプ政権の武器購入圧力を受け入れ、北朝鮮
の核・ミサイル開発を口実に、新たな地上配備
型ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」
２基、長距離巡航ミサイルの導入を閣議決定し、
敵基地攻撃能力保有へ道を開いています。日米
新ガイドラインでは、朝鮮半島で戦闘が起こっ
た場合には、米軍でなく日本と韓国が防衛する
役割となっており、安倍改憲を止めることは日
本がアジアで行う戦争を止めることと一体です。

（Ａ）　「戦争する国づくり」にかかわる法整備

・特定秘密保護法� （１３年１２月）
・防衛計画の大綱� （１３年１２月）
・国家安全保障会議（ＮＳＣ）の設置�（１４年 １ 月）
・武器輸出三原則の撤廃� （１４年 ４ 月）
・集団的自衛権行使容認の閣議決定�（１４年 ７ 月）
・日米ガイドライン改定� （１５年 ４ 月）
・戦争法（安保法制）制定� （１５年 ９ 月）
・防衛装備庁発足� （１５年１０月）
・盗聴法（通信傍受法）改定� （１６年 ５ 月）
・日米、日豪ＡＣＳＡ改定と
　日英ＡＣＳＡの承認� （１７年 ４ 月）
・共謀罪（テロ等準備罪）法� （１７年 ６ 月）
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（ ２）安倍政権による新自由主義政策としての
社会保障解体の特徴
「自然増削減」をくり返している安倍政権の
もとで、ＧＤＰ比に占める社会保障支出の割合
が ３年連続で減少しています。高齢化率を加味
すれば、先進国の中で決して高いレベルとは言
えない社会保障財政の緊縮政策をすすめ、医療
崩壊を日本中で起こした小泉政権時にもなかっ
た異常な事態です（Ｂ）。
審議中の２０１8年度予算案でも社会保障費は、
高齢化に伴う自然増を約１３４０億円圧縮し、財政
再建計画で「目安」とされた５０００億円以内に抑
制、診療報酬は、マイナス１．１９％（本体部分プ
ラス０．５５％、薬価マイナス１．６５％）で大幅な引
き下げ案です。介護報酬はプラス０．５４％ですが、
介護事業所の倒産件数が過去最多となるなど前
回のマイナス４．４8％の改定がもたらした深刻な
影響と困難を打開する水準ではありません。ま
た、生活保護費を生活困窮者の生活費と比較し
１６０億円の削減が予算案に計上されています。
生活保護受給者の ７割に影響を与え、一層の格
差と貧困を拡大するものです。
この予算案において、政府が提案している「全
世代型社会保障」とは、社会保障給付を若い世
代にシフトすることを口実に、消費税増税と高
齢者の医療・介護・福祉を削減することです。
そのため、少子高齢化の対策として １億総活躍
プランの基本方針を閣議決定しましたが、社会
保障給付の充実は一切入っておらず、新自由主
義の生存競争に高齢者も含めすべてが参加せよ
というものです。安倍政権の社会保障解体の特
徴は、従来とは異なり、第一に、国家財政と企
業の社会保障に係る費用負担を軽減すること、
そのために財源を消費税に限定し、「共助」を
強調し、国民負担を大幅に増大させること。第
二に、公的に保障する医療や介護を営利化・産
業化して成長戦略にくみこんで民間投資の活性
化につなげようとしていること。そして第三に、
「地域共生社会」を打ち出し、新自由主義改革
・グローバル競争対応の地域開発と社会保障に
対する公的責任を放棄し、その権利性を否定、
地域の疲弊に対し住民自身の対応策を強制して
いることです。

①大幅な国民負担増と給付抑制の進行
２０１8年度は、２０１２年の社会保障制度改革推進
法から、１５年の医療介護確保推進法、１７年の地
域包括ケアシステム強化のための介護保険法の
一部を改正する法律まで具体化されてきた改悪
が本格的に始動します（Ｃ）。
２０１8年 ４ 月から国民健康保険の財政運営主体
を都道府県に移管し、市町村とともに国保の管
理・運営を行うことになります。都道府県が医
療費の見込みを立てて市町村の国保事業費納付
金を決定し、全国ルールの算定方式に基づいて

（B）�安倍政権発足後、日本のＧＤＰに対する社会
保障支出の割合は減少
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安倍政権
発足

Ｃ）安倍内閣が実行した社会保障の負担増・給付削減
７０〜７４歳の窓口負担の２割化（１４〜１８年）

医療

一般病床の食費の患者負担増、大病院受診への患者の追加負担（１５年）

一般病床の水光熱費の患者負担増（１７年）

高額療養費（７０歳以上）の負担限度額の引き上げ（１７〜１９年）

後期高齢者（７５歳以上）の保険料軽減特例の廃止（１７〜１９年）

要支援１・２の訪問・通所介護の保険給付外し（１５〜１７年）

介護

特養入所を原則として要介護３以上に限定（１５年）

所得１６０万円以上の利用料の２割化（１５年）

「現役並み所得者」の高額介護サービス費の負担上限引き上げ（１５年）

配偶者所得、資産、非課税年金等による施設の食費・居住費の負担増
（１５〜１６年）

「一般所得者」の高額介護サービス費の負担上限の引き上げ（１７年）

物価・賃金スライド、「特例水準の解消」、マクロ経済スライドによる年
金削減（１２年・１３年・１５年・１７年）年金

生活扶助費、冬期加算、住宅扶助などの削減（１３〜１５年）生活
保護

（）内は実施年度

２０１８年度以後に実施が予定される負担増・給付削減
国保料（税）の引き上げにつながる国保の都道府県化

医療 「地域医療構想」「医療費適正化計画」による病床削減と給付費削減

「大病院受診への患者の追加負担」の対象を拡大（通常国会に予算案等
提出）

「現役並み所得者」の利用料の３割への引き上げ介護

マクロ経済スライドのキャリーオーバー開始
年金

賃金マイナススライドの開始（２０２１年）

生活扶助費本体の削減、母子加算の削減、児童養育加算の減額（０〜２
歳）、学習支援費の使途限定と実費支給化（通常国会に予算案等提出）

生活
保護

実施年度がないものは１８年度から

（Ｃ）安倍内閣が実行した社会保障の負担増・給付削減

２０１８年度以後に実施が予定される負担増・給付削減
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市町村ごとの標準保険料率（※注）を算定・公
表します。市町村はその標準保険料率等をもと
に保険料率を決め、保険料を賦課・徴収して都
道府県に納付金を納める仕組みになります。国
は、都道府県に国保の財政運営責任を移管する
ことで、市町村から１００％納付を義務づけて徴
収する役目を負わせます。標準保険料率とこれ
までの市町村独自の軽減策等が継続できない場
合、国保料はさらに値上げされ、徴収強化も懸
念されます。
「経済・財政再生計画」の改革工程表２０１７改
定版では、２０１8年度は医療・介護におけるイン
センティブ改革を実施し、外来医療費の地域差
是正とともに、地域医療構想（※注）による縮
減効果を明らかにして、入院医療費の地域差半
減もすすめる計画です。十分な地域差の縮減を
図ることができない場合、高齢者の医療の確保
に関する法律１４条（診療報酬の特例）の発動で、
都道府県ごとの診療報酬単価に差をつけること
も狙われています。
次期「地域医療計画」に盛り込まれる「地域
医療構想」では、全国推計で現在の約１３５万床
の一般・療養病床が１１５～１１９万床に減らされて、
県によっては ３割超の病床が削減されようとし
ています（Ｄ）。
２０１７年 ５ 月、介護保険法「改正」が３１本の法
案をひとつに束ねた一括法（地域包括ケアシス
テム強化法）として成立し、利用料 ３割化をは
じめ新たな負担増と給付削減を利用者・高齢者
に押しつける内容が盛り込まれました。特に「自
立支援」に成果を上げた市町村への財政支援（イ
ンセンティブ改革）は「自立」（＝卒業）を競
わせるしくみづくりであり、事業所には新たに
「自立支援介護」を求めています。政府が掲げ
る「自立」が、必要なサービスを利用すること
でその人らしい生活を送るという本来の自立で
はなく、介護保険の利用から外すことを意味す
るものであることをいっそう鮮明にしました。
新たに制度化される「共生型サービス」は、介
護保険・障害福祉サービスの一体化・効率化を
はかると同時に、２つの制度の将来的な「統合」
を方向づけたものです。さらに要介護 ２以下の
サービスを総合事業に移すなどを次期改革の検
討課題として明記しました。

②社会保障、医療・介護の営利化・産業化
安倍政権の発足後、毎年出される「骨太方針」
から「社会保障の機能強化」の言葉が消え、社
会保障は、費用削減の文脈でのみ書かれるよう
になりました。とりわけ、２０１５年の骨太方針は、
社会保障を「経済・財政再生計画」に位置付け、
第一の柱に「公的サービスの産業化」をあげ、
社会保障も福祉サービスも含めると明示しまし
た。「改革工程表」では、「民間事業者を活用し
た地域包括ケアをささえる生活関連サービスの
供給促進」などを課題としてあげています。経
済成長と「世界一ビジネスしやすい環境づくり」
をめざし、社会保障改革と成長戦略を一体のも
のとして推進しているのが安倍政権です。
公的給付を「自助・互助」に置き換え、企業
が提供するサービスに移し替えていくと同時に、

D）
増減率増減数
▲１２.４▲１万０３６６北海道
▲２８.３▲４６６１青 森
▲２９.０▲４３５８岩 手
▲１１.２▲２３６２宮 城
▲２７.５▲３４６２秋 田
▲２２.７▲２７２４山 形
▲２８.４▲６１０９福 島
▲１９.４▲５２２９茨 城
▲１５.７▲２８７４栃 木
▲１６.３▲３４１４群 馬
７.２３６４３埼 玉
６.３２９６９千 葉
５.０５４２６東 京
１５.２９５３１神奈川
▲２１.０▲４８６２新 潟
▲３３.６▲４８４４富 山
▲２５.１▲３９８３石 川
▲２６.３▲２７０７福 井
▲２５.２▲２３２３山 梨
▲１７.６▲３５９９長 野
▲１９.０▲３５０７岐 阜
▲２２.７▲７７９１静 岡
▲２.４▲１４３３愛 知
▲２１.３▲３６７１三 重
▲１１.３▲１４４７滋 賀
▲１.１▲３２６京 都
１１.０１万００９６大 阪
▲６.７▲３７４５兵 庫
▲８.１▲１１４９奈 良
▲２７.７▲３６３６和歌山
▲２０.８▲１５４６鳥 取
▲２８.４▲２６０６島 根
▲２２.６▲５９０６岡 山
▲１８.８▲６６３４広 島
▲３２.０▲７４８１山 口
▲３２.３▲４２９７徳 島
▲２７.０▲３７４５香 川
▲２９.３▲６１３５愛 媛
▲３０.６▲４９６８高 知
▲１１.６▲８５７３福 岡
▲３２.６▲４３８１佐 賀
▲２７.８▲６４９８長 崎
▲３３.９▲１万０７８５熊 本
▲２２.３▲４２０６大 分
▲３３.０▲５４３９宮 崎
▲３４.９▲１万０６８０鹿児島
４.６▲６７９沖 縄
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社会保障そのものを経済成長に役立つ内容につ
くりかえる動きが強まっています。成長戦略の
基本方針の未来投資戦略では、医療・介護・予
防・健康づくりを需要の創出＝ビジネスチャン
スに徹底して活用する方向が盛り込まれていま
す。営利企業の参入を容易にするために、一部
の自治体から開始して全国に普及・拡大してい
く「国家戦略特区」を活用し、規制緩和をすす
めるなどの動きもみられます。
こうした中、介護分野での営利化・産業化の
動きが加速しています。厚労省・農水省・経産
省 ３省が共同で介護保険外サービスの冊子を作
成し、家事代行や見守りのほか「オーダーメイ
ド型訪問看護」を提供する企業を紹介するなど、
保険外サービスの本格的な開発・普及が開始さ
れています。それに呼応するかたちで同居家族
の食事提供やヘルパー指名料の導入などを可能
とする「混合介護の弾力化」が提案されており、
東京都・豊島区が混合介護を「選択的介護」と
言い換え、国家戦略特区を申請してモデル事業
を開始するなど、政府の政策を先取りする動き
もみられます。「自立支援介護」がそもそも未
来投資戦略の中で打ち出されたことも見逃せま
せん。「卒業」（自立）によって給付費を削減し、
「卒業」後は健康産業やシルバービジネスを受
け皿にしていくという方向は、社会保障改革と
成長戦略を一体的にすすめる政府の改革の本質
をよく示しています。

③政府のすすめる「我が事・丸ご
と地域共生社会」とは何か
安倍政権は、２０１７年 ４ 月に、社
会福祉法を「改正」、地域で発生
する困難に対し、地域住民が「地
域の問題を把握し、関係機関と連
携して問題解決を図るよう」明記
し、公的責任を放棄しました。ま
た、地域包括ケアの上位概念とし
て「我が事・丸ごと地域共生社会」
を位置づけ、自助、互助を高齢者
だけではなく、子ども、障害者、
生活困窮者などに対象を拡大し、
「新自由主義的改革」に適応した
地域づくりまで提案しました。
「我が事・丸ごと地域共生社会」

とは、地域の住民一人ひとりが、地域で生じて
いるあらゆる他人の生活課題（高齢者・障がい
者のケア、子育て、生活困窮など）も自らの問
題（我が事）としてとらえ、介護・福祉制度は
統合・合理化（丸ごと）し、住民の集団的な責
任で生活困難に対応させようとするものです。
我が事・丸ごとの強調は、地域の互助強化であ
って「共生社会」の未来は描けず、結局は憲法
１３条、２５条の言う人権としての社会保障を縮小
・解体に導くものです。

（ ３）原発再稼働、　原発ゼロをめぐって
①原発再稼働を推しすすめる異常な安倍政権
国民の ６割が原発に反対する中、安倍政権は
「エネルギー基本計画」（２０１４年 ４ 月閣議決定）
にしがみつき２０３０年時点の原発の電源構成比を
２０～２２％にするため、原発周辺自治体への交付
金を増やし、全原発の再稼働、老朽化し廃炉と
なる原発に代わる新規建設まで議論しています。
福島第一原発事故の解決のめどもなく、何万人
ものふるさとを奪い、被害がより深刻となる中、
この政権の姿勢は異常です。
現在稼働しているのは川内原発一・二号機、
高浜原発三・四号機、伊方原発三号機です。さ
らに大飯原発三・四号機、玄海原発三・四号機
が再稼働の準備に入っています（Ｅ）。しかし、
原子力規制委員長は、規制基準を満たした原発

E）全国の原発の審査状況
再稼働 審査中
審査書案「適合」 未申請 廃炉決定原発名

号機

関西電力

東京電力

東京電力

東北電力

東北電力

北海道電力
電源開発

北陸電力

中国電力

四国電力
中部電力

九州電力

九州電力

日本原子力発電

日本原子力発電

北海道

青森

宮城

茨城

新潟
福島

静岡

石川

福井

島根

愛媛佐賀

鹿児島

美浜

敦賀 泊

志賀 女川

東通

大間

柏崎刈羽

東海第２

東海

福島第２

福島第１

大飯

高浜

島根

玄海

川内
伊方

浜岡 5

5

4

4

2

2

3

3

3

1

1

2 31

1

21

1

11

2

1 2

1 2

6543

1 2

2

2

2

11

1

21

2

3

3 4

3

4 6
71 2

3

43

3

3

4

1 2

（建設中）

（建設中）

（10月3日から定期点検で停止）

（E）全国の原発の審査状況
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でも「絶対に安全であることを意味しない」と
のべ、安全の確認ではないことを認めています。
東京電力福島第一原発事故の賠償や除染、廃
炉などの事故対策の費用の規模が、１１兆円から
２１．５兆円に拡大しています。その費用負担を原
発による電力を使用していない新電力にも求め、
電気代として国民から徴収する法律が国会で可
決されました。安易な国民への負担転嫁ではな
く、東電の責任を明確にして、国と東電で必要
な資金を確保する原則を確立すべきです。

②原発ゼロに向けた新たな情勢
２０１７年１２月 ３ 日、伊方原発三号機の運転差し
止めを求めた仮処分の即時抗告審で広島高裁は、
住民の申し立てを認め、運転を差し止める決定
をしました。高等裁判所として初の差し止め判
断です。地震動に対する安全性についての楽観
的な判断など問題もありますが、火山（阿蘇山）

の噴火に対して全面的に伊方原発が安全性を有
していないとの判断は画期的で、全国の原発に
も当てはまる問題です。
東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働が大争点と
なった２０１６年１０月の新潟県知事選で、再稼働反
対を訴えた候補が当選し、総選挙でも小選挙区
で再稼働反対を公約した市民と野党の共闘候補
が多数、当選しました。
総選挙では、立憲民主党、共産党、社民党、
無所属の野党共闘候補と市民連合が「福島第一
原発事故の検証のないままの原発再稼働を認め
ず、新しい日本のエネルギー政策の確立と地域
社会再生により、原発ゼロ実現を目指すこと」
で合意し、野党共闘の共通の政策となりました。
１月１０日には、原発ゼロ・自然エネルギー推進
連盟が「原発ゼロ・自然エネルギー基本法案骨
子」を発表し、野党も連携して通常国会への提
出をめざしています。

第 ２節　貧困と格差の深刻化と超高齢化、人口減少社会
の中での私たちの役割

（ １）２０００万を越える人々が貧困に暮らす日本、
　格差と貧困・困窮の一層の広がりと深まり
①経済的困難の実相と格差の広がり
政府は「子どもの貧困率の改善」を対策の成
果としてのべていますが、安倍政権の ５年間、
実質賃金は低下し、消費支出は減少、貧困は改
善しておらず、深刻度は増しています。将来に
わたり現在の緊縮政策が続けば、子ども、現役
世代、高齢者の全世代に広がっている貧困は改
善せず、国民の困窮は固定化しま
す。
２０１５年の厚生労働省国民生活基
礎調査では、相対的貧困率（※注）
は１５．６％、少なくとも約２０００万人
が貧困状態にあり、ＯＥＣＤ３５カ
国中ワースト ７位です。また、こ
の間可処分所得が低下しており、
生活保護水準以下の所得で暮らし
ている世帯が増加しています。一
人暮らしの場合でみると、１６．１％
の国民が年収約１２０万円以下、月
収約１０万円以下で暮らしています。
２０１６年の国民生活基礎調査では、

一世帯あたりの平均年間所得は５４５．8万円です
が、平均以下の世帯が６１．４％を占め、そのうち
年間所得２００～３００万円以下世帯が最も多いのが
現実です（Ｆ）。
その大きな要因である非正規雇用の比率は約
３７％で、恒常化しています。団塊ジュニアと言
われる現在の４０歳代を中心に、年金の掛け金が
払えず、無年金となる国民が増加、無貯蓄世帯
も広がっており、このままでは２０年後には困窮
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Ｆ）世帯あたり平均所得 平成28年調査

出典：「所得金額階級別世帯数の相対度数分布」（平成26年国民生活基礎調査結果）
注：熊本県を除く
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する高齢者が今以上に急増します。
働いている女性の平均年間所得は２７２万円、
平均所得以下の世帯が７０％、とりわけ母子世帯
は２７０．３万円（２０１６年国民生活基礎調査）でＯ
ＥＣＤ諸国最下位の水準であり、日本の母子世
帯の貧困率は５０％を超えています。また、２０１７
年 ２ 月、世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が発表
した「男女平等ランキング」では、１４４カ国中、
１１４位です。
生活保護受給世帯数は、毎年、過去最多を更
新し１６年度は月平均１６３万７０００世帯、約２１４万人
に上りました。そのうち、無年金・低年金の影
響で６５歳以上の高齢世帯が半数を超え、 ９割が
独り暮らしです。
６５歳以上の高齢者のいる世帯では、生活保護
基準もしくはそれ以下の世帯が６１７万世帯、７９１
万人、高齢者世帯の２６．２％を占めており（２０１４
年）、２００９年以降 ５年間で１２０万世帯、１５０万人
も増加していますが、生活保護を受給している
世帯は１７．０％にとどまっています。住まいの問
題、本人・家族の病気や障害、他の支援者の有
無や近隣との関係などにかかわって生活上の困
難が何層にも重なり、それが世帯全体の問題と
して立ち現れるケースも急増し困難の複合化・
世帯化が広がっています。
非正規雇用がまん延する若者の中で、市民運
動エキタス（※注）によれば、時給１５００円が実
現したら「診察に行きたい」「歯科の治療を受け
たい」などまともに医療を受けたいという要求
が上位となっています。国民健康保険料の資格
証明書世帯は２１万世帯など、医療・介護にアク
セスできない層が急増しています。窓口一部負
担金に苦しみ、無料低額診療事業を利用する人
は２０１５年でのべ約７8０万人となっています。私
たちがとりくんでいる「経済的事由による手遅
れ死亡事例」「介護困難8００事例」など深刻な事
態は氷山の一角と言えるのではないでしょうか。
今日の日本の貧困は、所得額のみに注目する
のではなく、トリプルワークや過重労働、教育
格差、孤立、住宅喪失、社会的排除などの生活
の場や労働環境まで含めて貧困と捉える視点が
重要です。その中から権利としての社会保障の
さまざまな課題が見えてきます。貧困は決して
自己責任ではありません。
一方、富裕層はこの間一層増加し、格差は拡

大の一方です。１００万ドル（ １億１０００万円）以
上の金融資産を持つ日本人は２8３万人で世界第
２位となりました（ １位アメリカ）。国内 １の
金融資産を持つ富裕者は総資産 ２兆２６４４億円、
上位４０人の総資産の合計は、下位５０％の国民の
総資産額に匹敵しています。株の配当は年間数
十億円あっても課税はわずか２０％です。

②貧困と健康格差に立ち向かい、基本的人権と
しての健康権をいかに守るか
貧困と所得格差は、「低所得の人の死亡率は、
高所得の人のおよそ ３倍」など放置できない深
刻な健康格差を拡大しています。深刻な健康格
差は、基本的人権としての国民の健康権を脅か
し、さらにあい次ぐ負担増など制度改悪が追い
打ちをかけています。
民医連は、生活と労働の場で疾病を捉える医
療観を重視し、健康の社会的決定要因（ＳＤＨ
＝※注）という概念が普及する前から、社会・
経済的状況が患者・利用者の健康に影響するこ
とを現場の実践から学び取ってきました。診療
の場面では、病気の治療とともに社会的な援助
も行い、社会・政治を運動の力で変える社会保
障運動にとりくみ、健康格差、いのちの格差を
なくすために努力してきました。
私たちは、医療・介護の専門家として貧困を
病態、健康のリスクとして捉えるなどＳＤＨの
エビデンスを活用し、「社会的処方」（※注）を
含めた社会的支援につなげていくことが一層求
められています。
また、社会の仕組みを改善し、社会保障制度
を拡充させる中でしか貧困は解決しません。不
公平な税制や最低時給１５００円、 8時間働けば普
通に暮らせる社会をなどの運動とも連帯し運動
を広げ、健康権を守っていきましょう。

（ ２）超高齢社会・人口減少社会の中での私た
ちの役割
２０１７年 ４ 月、国立社会保障・人口問題研究所
が公表した「将来推計人口」で日本は、２００8年
のピーク時 １億２8００万人から減少に転じ、５０年
後には88０8万人、１００年後は４２8６万人程度にま
で減少すると推計されています。すでに２０１５年
の国勢調査では日本の総人口は初めて減少しま
した。日本は２１世紀、世界 １の人口減少率の国
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と試算されています。
急激な人口減少がすすむ一方、高齢者人口は
増加し、２０６０年以後、高齢化率は４０％前後で推
移し、中学生以下の年少人口比率は現在の１３％
から 8％まで低下する推計です。
今後の少子高齢化・人口減少は、国策による
少子化対策が成功して減少が緩和されても解消
できないことは明らかです。東京を中心とする
首都圏や大阪など大都市で大幅な高齢者人口が
増加し、また、ひとり暮らし高齢者の出現率（高
齢者世帯中の単身高齢者の割合）は、全国平均
２７．３％に対し東京３５．8％、大阪３４．０％（２０１５年
国勢調査より）と年々増加しており、巨大団地
の超高齢化、独居高齢者の急増、孤独死の増加
などに対しての支援や介護サービスの不足など
に直面しています。地方では６５歳以上の高齢者
が半数を超える限界集落の増加、産業の縮小や
生活インフラの維持困難など、コミュニティー
そのものの維持が危うくなるところも出てくる

でしょう。
これらに関連する安倍政権の政策の柱は、東
京圏への一極集中や地方での都市機能の集約化
を進行させ、首都圏だけ人口減少率を ５％にと
どめようとしているため、地方では人口が ４割
減の予測もされるなど、地方での極端な人口減
少が生み出されようとしています。こうした中、
北海道ではＪＲが全路線の半分しか維持できな
いと発表し、通勤、通学ができない、医療機関に
かかれないなど住民の足を奪い、地域社会の崩
壊を招く深刻な事態も生まれようとしています。
人口減少を理由に、自治体の整理や合理化を
狙う動きもあり、憲法にうたわれる地方自治の
本旨に基づく行政の姿勢が問われる事態です。
このような人口変動は大きな地域差があり、
各地域の動向を県連・法人・事業所が把握し、
安心して住み続けられるまちづくりの政策を地
域住民とともに作り出していくことが必要です。

４２回総会方針に照らしての活動の特徴と
まとめ

第 ３章

この ２年間、民医連綱領と４２回総会方針を具
体化し、「運動は総がかりで、事業は積極的な
連携で、職員育成は民医連らしい事業と運動か
ら」という立場で奮闘してきました。特に、平
和と人権、社会保障を守る国民的共同の発展の
ために、それぞれの地域で大きな役割を果たし
てきました。
また、医療・介護活動の新しい ２つの柱を提

起し、その実践を日常の医療・介護活動の基本
に据えたとりくみが前進してきました。患者、
利用者、地域の人々の健康権の実現をめざし、
現場で起こっているさまざまな困難や問題点を
まとめ社会的に発信してきました。運動面でも、
医療・介護実践でも民医連への国民からの期待
と信頼が一段と高まっています。

〈医療・介護活動の ２つの柱〉
第 １の柱‥「貧困と格差、超高齢社会に立ち向かう無差別・平等の医療・介護の実践」
第 ２の柱‥「安全、倫理、共同のいとなみを軸とした総合的な医療・介護の質の向上」

後継者対策では、 ２年間で、新たに２88人の
医学部奨学生を生み出し、総数で１２０人増にな
りました。新卒看護師も ６年連続で１０００人以上
の受け入れを実現しています。自分たちの力で
後継者を確保し育てていくことこそ私たちの運
動が未来につながる保障です。

社会保障解体、社会保障の自然増さえ削減す
る緊縮政策を推しすすめる安倍政権のもと、公
的病院の ６割が赤字経営に陥るなど、日本の医
療機関・介護施設の経営が危機に直面していま
す。民医連経営もこれまでにない困難な状況が
続いています。英知を集め、たたかいをすすめ、
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経営改善をすすめる必要があります。

第 １節　憲法をまもり、平和と権利としての社会保障を
守る運動の到達

（ １）安倍 ９条改憲ストップ、　憲法をまもる
運動
安倍首相の ９条改憲発言を受け、全日本民医
連は２０１７年 ６ 月、改憲を許さない行動を呼びか
ける理事会アピールを発信し、第 ３回評議員会
方針で、民医連綱領に「憲法をまもり生かす」
ことを掲げ日々実践している組織として、必ず
憲法 ９条を守ろうと提起しました。全国の事業
所で、さまざまな街頭宣伝、署名、スタンディ
ング行動、職場宣言づくりなどがとりくまれて
います。
９月には「安倍 ９条改憲ＮＯ！　全国市民ア

クション」が結成され、各県、地域でも新しい
共同を作るためのとりくみが始まり、民医連の
事業所、共同組織がそれらの重要な一員として
奮闘しています。１１月 ３ 日には国会周辺での ４
万人集会をはじめ、全国各地で集会やパレード
が行われました。
「安倍 ９条改憲ＮＯ！　憲法を生かす全国統
一署名」が、戦後の最大規模の署名運動として
２０１8年 ５ 月 ３ 日までに３０００万の目標でスタート
しています。民医連は理事会として３００万の目
標を決定し、２０１７年１２月末現在 ９万
７8９６となっています。

（ ２）沖縄辺野古新基地建設反対、
核兵器廃絶をめざして
沖縄では、４１回総会直前の名護市
長選挙での稲嶺市長再選、２０１４年１１
月の翁長県知事の誕生、 ２回の総選
挙でのオール沖縄候補の圧勝など、
辺野古新基地建設中止の民意がくり
返し示されました。しかし辺野古で
は、民意を無視して新基地建設工事
が強行されています。辺野古新基地
建設反対のたたかいは、沖縄県民の
人権を侵害し、憲法にもとづく民主
主義も地方自治も破壊しようとする
安倍政権が振りかざす権力とのたた
かいです（Ｇ）。

全国の民医連は全力でこの沖縄のたたかいに
とりくんできました。辺野古支援・連帯行動を
第３７次から第４２次の ６回実施、沖縄民医連平和
を守るたたかいへの連帯行動、キャンプ・シュ
ワブゲート前座り込み支援、医療班の派遣、埋
め立てを巡る国と沖縄県知事の裁判での公正な
審理を求めるはがき要請行動にもにとりくみま
した。
東村高江では、２０１６年 ７ 月参院選の翌朝、住
民への説明がないまま、全国から機動隊が投入
され、住民、市民を強制排除し、ヘリパッド建
設（※注）が強行されました。 ９月以降、全日
本民医連は高江での座り込み集中行動を実施す
るとともに沖縄民医連の金曜行動に、３8県連が
参加しました。
ヒバクシャ国際署名は、全日本民医連として、
２０２０年 ９ 月までに２５０万筆、４３回総会までに１００
万筆の目標を決定し、１１月末現在３8万６２００筆で
す。原水爆禁止世界大会には２０１６年１３６９人、
２０１７年１３７０人の参加で、成功に大きく貢献しま
した。
１９５４年 ３ 月 １ 日に発生したビキニ環礁での米

Ｇ）沖縄県での最近の主な米軍機トラブル

沖縄県国頭村沖に米軍嘉手納基地のＦ１５戦闘機が墜落２０１３年
５月

キャンプ・ハンセン（宜野座村など）でＨＨ６０救難ヘリ墜落。乗員１
人死亡８月

うるま市沖で陸軍ヘリＨ６０が米艦船の甲板に墜落。同乗の陸上自衛隊
員２人を含む７人負傷１５年８月

名護市沖で輸送機オスプレイが不時着し大破、２人負傷。同じ日に別
の機体が米軍普天間飛行場（宜野湾市）で胴体着陸１６年１２月

うるま市の伊計島でＡＨ１攻撃ヘリ不時着１７年１月

伊江村の米軍伊江島補助飛行場にオスプレイ緊急着陸６月

東村の牧草地で普天間飛行場のＣＨ５３Ｅ大型輸送ヘリ不時着、炎上１０月

普天間飛行場近くの保育園で米軍ヘリ部品と同一の落下物見つかる１２月
７日

普天間飛行場に隣接する小学校運動場にＣＨ５３Ｅ大型ヘリの窓落下１３日

伊計島の砂浜にＵＨ１ヘリ不時着１８年
１月６日

読谷村の廃棄物処理場にＡＨ１攻撃ヘリ不時着８日

（Ｇ）沖縄県での最近の主な米軍機トラブル
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国の核実験による被ばくに対して元船員らが起
こした国家賠償請求裁判は、２０１8年 ２ 月１６日に
結審を迎えました。１３人が申請した労災認定は、
２０１７年１２月２５日、第 １次申請の１１人全員に対し
て不支給決定が出されました。裁判や労災認定
を求めるたたかいでは、元船員らの被ばくにつ
いての意見書を作成するなど、支援を続けてき
ました。人道上決して許されない国の不作為に
対し、引き続き元船員らの支援にとりくみます。

（ ３）人権としての社会保障実現を求めるたた
かい
①社会保障解体路線とのたたかい
社会保障運動でも、これまでのつながりを超
えた幅広い団体や個人と結びつき、「総がかり」
のたたかいを模索してきました。当事者団体、
介護を良くする運動、生活保護改悪反対の運動
をはじめとして、国の責任による社会保障、社
会福祉の充実を求める共同が広がっています。
２年間で１４回の国会行動を行い、医療・介護

のいっそうの負担増と保険外しを許さないたた
かいとして、各地の事例や患者・利用者の声を
届けました。
地域医療構想や国保都道府県単位化（※注）
など県を単位とした社会保障解体に反対する運
動では、北海道、山梨、長野、宮崎などで地域
医療を考えるつどいやシンポジウムが開かれ、
埼玉や奈良で地域包括ケアを考える交流会や学
習会などがとりくまれました。広島では「広島
県地域医療構想素案」の問題点を整理し「広島
県民医連の見解」を県に発表し、また中四国地
協として医師委員長会議で地域医療構想の学習
や、国保の財政運営の都道府県への移行に伴う
国保料の試算の把握を行い、情報共有や交流を
すすめてきました。
２００５年 ４ 月に、生活保護の老齢加算廃止に対
し、京都で最初に提訴された生存権裁判から、
１１年半、最後の裁判となっていた兵庫裁判が、

２０１６年１１月に最高裁への上告を棄却され、不受
理の決定が出され終結しました。
全日本民医連は２００７年 ５ 月に発足した生存権
裁判を支援する全国連絡会に参加し、たたかい
を継続してきました。１２年に及ぶたたかいで、
敗訴しましたが、母子加算を復活させ、福岡高
裁では、原告勝訴の判決を勝ち取り、老齢加算
廃止が高齢者の健康や人権問題にかかわるとし
た判決が出されました。またこの運動は、生活
保護基準が社会保障全体や賃金のあり方に影響
を及ぼすことから国民生活の根幹にかかわる制
度だという認識を国民に広げました。

②現場からの社保活動と職員養成、受療権を守
るとりくみ
いのち・憲法・綱領の視点で事例を集め、日
常の医療・介護現場から実態や困難を発信して
きました。手遅れ死亡事例調査は各県連でも記
者発表にとりくみ、受療権侵害の実態や無料低
額診療事業のことが、毎月のように、新聞、雑
誌、ネットニュース、テレビ、ラジオで報道さ
れました。各県連や法人・事業所では、生活保
護実態調査、一職場一事例活動、気になる患者
訪問、熱中症調査などが行われ、記者会見や国
会要請行動、自治体キャラバン・交渉を通じて、
制度改善の運動につながりました。
２０１７年 ５ 月に全日本民医連は受療権を守る討
論集会を開催し、「無料低額診療事業の拡充と
可視化」「国保都道府県化と国保４４条、７７条を
実効あるものに改革していく」など討議・交流
しました。
また、無料低額診療事業を利用する患者の保
険薬局窓口負担について、厚労省担当者と懇談
しました。
第 ４回青年社保セミナーにとりくみ、水俣病
の実相と民医連のとりくみを学び、疾病を生活
と労働の場からとらえ、患者とともにたたかう
ことなどを学びました。

第 ２節　震災からの復興支援、福島連帯支援・原発事故
対策の到達

（ １）熊本地震など災害被害者支援活動
４２期も、地震や台風、集中豪雨による災害が
多発しています。２０１６年 ４ 月に熊本地震が発生

し、 ６月の豪雨では広島の福山市の芦田川の決
壊により事業所の一部が浸水しました。 8月に
は連続する台風により、北海道、岩手で犠牲者
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が生まれ農業などの生業に大きな被害をもたら
しました。現地法人、県連で対策本部を立ち上
げ、支援が行われました。１０月の鳥取中部地震
では、現地対策本部および中国・四国、近畿地
協を中心に支援を行いました。２０１７年 ７ 月の九
州北部での豪雨による甚大な被害でも支援がと
りくまれました。
２０１６年全国で発生した地震は、最大震度 ７の
地震が ２回、最大震度 ６強の地震が ２回など震
度 ４以上の地震が１９２回も発生、２０１７年は ４ 回
の最大震度 ５強をはじめ震度 ４以上の地震が３７
回（１１月２２日現在）も発生しています。
全国支援を行った熊本地震について第 １回評
議員会で総括と教訓を明確にしました。全日本
民医連は、発災直後、臨時理事会で全国支援を
決定し、１０４２人（のべ４７３１人）が現地支援を行
いました。死者２５０人、全壊、半壊、一部損壊
を含めて１９万６8６０棟が被害を受け、 １年半が過
ぎた今（熊本県報告１１月１３日現在）も応急仮設
住宅等の １万88４６戸に ４万４０１７人が避難生活を
余儀なくされています。東日本大震災からの復
興の途上に発生したこの震災で、広域合併や開
発優先の都市政策、自治体職員の削減等の構造
改革路線、超高齢社会にふさわしいまちづくり
のあり方、原発安全神話の崩壊など３．１１の教訓
が生かされていない現実が露呈しました。被災
地では、医療費負担減免への国の支援が昨年 ９
月末でなくなり、熊本民医連の調査で、「持病
があっても診察を控えている人が２０％以上」と、
窓口負担が発生することで受診抑制が広がって
います。復興には、被災者の生活と生業の再建
が基礎となります。医療費免除の継続と住宅保
障など、当面の生活をささえる支援が求められ
ます。
４２期、熊本地震の支援活動を踏まえ本格的な
ＭＭＡＴ（※注）の研修交流集会を行いました。
これらは、鳥取中部地震での対策にも生かされ
ました。災害対策マニュアルに基づく災害訓練
の実施とマニュアルの見直しを日常的に行う事
の重要性も浮き彫りとなりました。災害時の事
業継続計画（ＢＣＰ）にとりくんでいる事業所
の経験を学び、各事業所がＢＣＰ作成にとりく
むことを確認しました。今後、ＭＭＡＴメンバ
ーの登録をすすめるため、メンバーの手引きと
して「ＭＭＡＴ必携」を作成しました。

熊本民医連からの呼びかけで、全日本民医連
として初めて開催した「被災地県連懇談会」に
震災被災地の ７県連が参加し、被災地の現状に
ついて学習と経験交流をおこないました。今後
のとりくむべき課題として、第一に、日常の医
療・介護活動と同様に被災地において求められ
る支援活動は医療・介護活動の ２つの柱の実践
そのものであること、第二に、「県連および事
業所における災害対策指針（２０１２年１２月、全日
本民医連理事会決定）」や災害時の事業継続計
画（ＢＣＰ）を踏まえ、県連、法人・事業所で
災害対策指針の作成と継続的な訓練を行うこと、
第三に、全日本民医連として、ＭＭＡＴの登録
と研修にとりくみ、災害医療を担いコーディネ
ート力をもった職員の育成をすすめると同時に、
被災地での職員と支援者の健康を守る活動をし
っかり位置づけること、第四に、被災者生活再
建支援法の充実、被災者への医療費免除の継続
など、国の支援策拡大を求める運動を強化し、
避難所の環境改善、人間らしい生活が保障され
る仮設住宅のあり方について専門家とも連携し
改善を求めていくこと、を確認しました。また、
災害対策全国交流集会２０１７㏌東京で民医連の災
害支援活動を報告しました。

（ ２）福島連帯・復興支援活動
東京電力福島第一原発事故から ７年が経とう
としていますが、今なお福島第一原発は廃炉行
程を明確にできず、事故は収束していません。
２０１７年春に「居住制限区域」、「避難指示解除準
備区域」の一部で避難指示解除が行われました
が、帰還したのはわずか数％、復興公営住宅入
居者や避難先で自宅を建てた人、避難指示区域
以外からの自主避難者は避難住民の集計から除
かれ、いまだ１０万人近くの人たちが避難前の元
の土地で生活することができていません。必死
の思いで避難して、ようやくみなし仮設住宅に
落ち着いた人たちに対し、国は住宅補助を打ち
切り、住宅を明け渡すよう求める裁判も起こし
ています。国と東電は、避難住民の居住権をき
ちんと保障する責任があります。
原発事故の補償・賠償の裁判は、群馬、千葉、
福島で連続して勝利判決が出されました。群馬
と福島では、原発事故の責任は東電のみならず、
国にあると認める判決でした。これまで安倍内
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閣のもとですすめられてきた「賠償打ち切り」
「原発再稼働」、事故の責任をとらず事故の全
容解明に背をむけてきた「ふくしま切り捨て」
への批判が司法の場で明確になりました。
福島第一原発事故後、広野町で入院医療を唯
一継続してきた高野病院からの医師支援の要請
を受け、原発事故が原因となった地域医療の崩
壊の中、患者と地域医療を守る目的で緊急支援
を実施しました。
福島の現状を自らの目で確かめ、伝え、全国
の仲間とともにささえる活動を広げようと「福
島被災者視察・支援連帯行動」を ６回開催しの
べ９２人が参加しました。また原発労働者の健康
相談会を ２回開催し、 ６人から相談を受けまし
た。相談会を通じて劣悪な労働環境、ずさんな
健康管理、危険に見合わない低報酬などの問題
が浮き彫りになりました。
東日本大震災後に発足した福島連帯支援委員
会は、４１期までの全日本の委員会を北海道・東

北地協で引き継ぎました。震災と原発事故によ
る影響が続く中で奮闘する福島民医連の仲間の
困難を共有し、地協として励ましながら援助を
おこなってきました。経営困難の打開、医師・
看護師の確保と養成、県連機能の強化に向けて、
引き続き援助が必要です。
医師支援については、福島医療生協わたり病
院での月 １回の内科輪番当直支援を関東地協で、
郡山医療生協桑野協立病院の第 ３、 ４土日の当
日直支援を北海道・東北地協と東京民医連で担
いました。桑野協立病院への支援は２０１７年１２月
で終了しました。また、研修医への援助として
地協で福島フォーラムを年 １回開催しており、
４３期も継続します。福島第一原発事故からの復
旧・復興の道は、今後数十年にわたって続きま
す。今後も原発事故被害者に寄り添い、福島の
切り捨て政治を許さない活動を続けていくこと
が必要です。

第 ３節　医療・介護活動の ２つの柱への確信と活発な議
論・実践

民医連の医療理念の先駆性や普遍性は、患者
の切実な要求に応え、医療・介護活動を共同の
いとなみと捉えて患者・利用者に寄り添ってき
たこと、憲法に依拠し平和と社保運動を積極的
にとりくんできたことによりつくられてきたも
のです。第４２回総会で決定した医療・介護活動
の新しい ２つの柱は、２０１０年に「無差別平等の
医療・福祉の実現」を掲げた新綱領改定に至る
民医連の医療理念の歴史を踏まえたものであり、
３９期以降の医療・介護分野の安全、倫理、ＱＩ
活動（※注）、チーム医療などの実践とＨＰＨ（※
注）やＳＤＨ（※注）へのとりくみといった総
合的な医療・介護の質の向上の成果が結実した
ものです。それはまた国連やＷＨＯ（世界保健
機関）が一貫してすすめてきた、健康権実現に
向けた提案や実践と響きあい、重なるものです。
４２期のとりくみの大きな特徴は、１１年ぶりに
開いた拡大医活委員長会議（２０１６年・２０１７年）
での提起が積極的に受け止められ、すべての県
連で医活委員会が確立されたこと、県連医活委
員会の機能強化や医療・介護活動の ２つの柱の
具体化がすすむなどの前進と教訓を創り出して

いることです。

（ １）県連医活委員会体制の確立・機能強化と
教訓―２９県連から４６すべての県連に
県連医活委員会は、２０１５年調査では２９県連で
したが、４２期末には、４６県連すべてで発足しま
した。今後の課題は、職場での学習や実践にい
かにつなげていくか、とりわけ医師集団がいか
に議論し具体化していくかです。奈良や広島で
は、県連長期計画の策定の議論の中で ２つの柱
を位置付け、「どんな医療活動を行うか」につ
いての医師集団の継続的な議論をすすめていま
す。また、県連と法人・事業所・職場との密接
な関係を構築していることが大きな推進力にな
っています。
多くの県連では、総会・幹部研修会・制度教
育・学術運動交流集会などで医療・介護活動の
２つの柱やＳＤＨ、ＨＰＨ、ＱＩなどの学習会
が今まで以上に活発に行われています。医療・
介護活動の ２つの柱講師養成講座（熊本）、Ｓ
ＤＨ職責者研修会（新潟）、制度教育に医療・
介護活動の ２つの柱、ＳＤＨを位置づける（山
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梨）など職責者・職員に広げるとりくみも始ま
っています。各県連の議論と実践の教訓は、①
医療・介護活動の ２つの柱に至る民医連の理念
や実践の普遍性や先駆性に確信をもつこと、②
医療・介護活動の ２つの柱は、「 ４課題（医療
・介護、経営、育成、運動）」を好循環させる
基軸であること、③県連の「民医連らしさ」を
可視化させること、特にＳＤＨの視点とＨＰＨ
活動を日常診療へ組み込み具体化していくこと、
④県連医活委員会は、「復活」ではなく、「新し
い」機能の確立であることです。

（ ２）各県連での医療・介護活動の ２つの柱の
実践
①日常的な医療・介護活動におけるＳＤＨのキ
ャッチとアウトリーチ
日常的な医療・介護の実践の中で患者、利用
者のＳＤＨのキャッチやアウトリーチの実践が
すすみ、その成果を内外に発信していくとりく
みが広がっています。「『気になるカンファレン
ス週 １回３０分、気づきのカルテ記載やＳＤＨの
サマリー記載』（奈良）」、「『無低診・利用患者
の臨床的特徴と社会経済的状況調査』（石川）」、
「ＳＤＨ問診表の開発（奈良など）」、「地域高
齢者会員宅訪問と延命治療に関する高齢者１００
人アンケート（滋賀）」、「地域の『子どもの貧
困撲滅円卓会議』へ参加（栃木）」、「地域診断
ＦＷ‥子どもの貧困と子ども食堂（奈良）」、
「２０００名外来ＳＤＨ質問表回収・分析（岡山）」、
「保険薬局における一部負担金からみた ２型糖
尿病患者の治療実態（大阪）」などです。東京
では、青年自らが「健康格差・ＳＤＨ・ＨＰＨ
をみんなで考えよう」をテーマに掲げ企画・実
施する「青年学習交流会」が開催されました。

②日常診療へのＳＤＨの組み込みとツールの具
体化
多くの法人・事業所がＳＤＨ可視化のとりく
みを開始しています。埼玉協同病院では、電子
カルテにヘルスプロモーションやＳＤＨの問診
票の介入記載をシステム化して経年的に評価し
ています。さらに、「地域活動の評価基準」を
作成し、ヘルスプロモーションの総合的な展開
を継続しています。また、健和会飯田中央診療
所では、ＳＤＨの視点を入れた１０項目の患者評

価表をレーダーチャートで表し、社会的支援や
職員教育に活用しています。

（ ３）全日本民医連の「新しい ２つの柱」の主
なとりくみ
①全日本民医連主催の各種集会・セミナーの開
催
全日本民医連は、第 ２回地域包括ケア交流集
会や医療・介護安全交流集会、医療・介護倫理
交流集会、第 １回民医連ＱＩ推進士セミナーを
開催しました。また、民医連の事業所が多施設
共同で調査・研究を行う場合の倫理的審査を行
うために、全日本民医連研究倫理審査委員会を
発足しました。

②ＳＤＨの視点を活かした医療・介護現場での
実践
トロント大学のギャリー・ブロック医師を招
いて、「医師のための貧困治療ワークショップ
～診察室で貧困の解決を支援する」を開催しま
した。カナダの「貧困評価・介入ツール（※注）」
を学ぶなかで、貧困を病態として捉え、治療と
して介入することへの確信が広がりました。
日常の診療現場で簡単に使える、「日本版貧
困評価・支援ツール（問診項目と経済的サポー
トツール）」の開発を、Ｊ―ＨＰＨと共同して
とりくんでいます。将来的には、患者の社会経
済状態を把握できる、エビデンスで裏付けられ
た問診票を開発し、電子カルテに導入するなど
日常診療で活用できるよう提案していきます。
４０歳以下 ２型糖尿病調査の臨床像に関する多
施設調査の予後パイロット調査を行いました。

（ ４）水俣病やアスベストなどの被害者救済、
　労働衛生社会医学分野のとりくみ
今でも多くの水俣病患者が放置されています。
熊本、鹿児島、新潟では検診調査活動が継続さ
れ、救済を求める裁判も熊本、東京、大阪、新
潟でとりくまれています。いわゆる「昭和５２年
判断条件」（※注）は、行政だけでなく医学界
の問題でもあり、全日本民医連でも引き続き検
討していきます。
２０１２年に作成した「アスベスト教本」（ＣＤ版）
を改良してアスベスト関連疾患診断支援サイト
を完成させ、ホームページに掲載しました。呼
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吸器や労災の専門医だけでなく、多くの医師が
活用しやすいように工夫がされています。引き
続き普及と活用を図ります。
また、Ｂ型肝炎訴訟の被害者掘り起こしや支
援の活動が山梨などでとりくまれています。
熊本地震での職員の健康管理に産業医が早期
からかかわることで、メンタルヘルスも含めた
職員の健康被害の防止に役立ちました。とりく
みの内容を、２０１６年 8 月に日本社会医学会総会
で「緊急報告」として発表し、高い関心と評価
が寄せられました。
医療部として「オプジーボ」をはじめとした
高額医薬品問題に関する声明や「バイエル薬品
の不正行為」の抗議声明を出しました。診療の
現場での①新薬や高薬価薬を使用する場合は、
安全性・有効性を集団的に検討するとともに、
患者の経済的負担を考慮すること、②利益相反
（※注）に関する自己点検、新薬の採用にあたっ
て薬事委員会の役割の重要性を呼びかけました。

（ ５）Ｊ―ＨＰＨのとりくみの前進と広がり
日本ＨＰＨネットワーク（以下「Ｊ―ＨＰＨ」）
は、２０１５年１０月発足後、「超高齢社会と健康格
差社会の中でのヘルスプロモーション活動」を
メインテーマに、毎年Ｊ―ＨＰＨコーディネー
ターワークショップとＪ―ＨＰＨカンファレン
スを開催しています。国際ＨＰＨカンファレン
ス（アメリカ、オーストリア）にも連続して参
加し、多数の演題を発表しました。また、カナ
ダ家庭医協会の「ＢＥＳＴ　ＡＤＶＩＣＥ―Ｓ
ＤＨ―」の日本語版（※注）を翻訳し、広く普
及しています。
現在Ｊ―ＨＰＨ加盟事業所は、全国で8０と広
がっています。民医連事業所での加盟を推進し、
特にすべての病院で加盟をめざしていきます。
また、民医連以外の事業所に対し、それぞれの
地域での医療・介護活動の連携を通じて加盟を
訴える事も重要です。

（ ６）歯科医療
医科・歯科・介護の連携では、全日本民医連
のさまざまな交流集会等のとりくみで一歩を踏
み出し始めました。第１３回看護・介護活動研究
交流集会では、口腔ケアをはじめとした歯科の
教育講演や歯科衛生士による病院や施設での口

腔ケアのとりくみが発表され、看護・介護の現
場での口腔ケアの重要性を共有しました。第 ２
回地域包括ケア交流集会では、口腔崩壊の現実
から地域での歯科分野の重要性が確認され、第
１３回学術・運動交流集会のテーマ別セッション
では、小児、産婦人科、精神分野、歯科分野の
模擬カンファレンスが行われ、口から見える格
差と貧困（社会的困難）が各分野の症例に共通
する困難であることが示されました。
４２期の歯科部の重点課題は、４１期に提起した
「民医連らしい歯科医療チェックリスト（※
注）」「中長期計画作成マニュアル」の具体化と
しての①歯科酷書第三弾作成、②歯科奨学生確
保をはじめとした後継者育成、③社会保障制度
を守るための「総がかり行動」として、保険で
良い歯科医療を求める請願署名のとりくみでし
た。歯科酷書第三弾は、社会的困難事例をキー
ワードに１２０事業所から事例を、 ３つのカテゴ
リー（小児の事例、中断事例、無低診事例）で
集めること、全職員が人権を守る歯科医療をす
すめる視点で事例を深めることを目指し、とり
くみました。事例をとりくんだ所長からは、「自
分の事業所には歯科酷書に載せるような事例は
ないと思っていたが、とりくむ中で職員の中に
気づきが生まれ、報告することができた。患者
をみる視点が変わった」との報告が寄せられて
います。
歯科奨学生の拡大と歯科医師養成のとりくみ
では、各県連・大学でデンタル・ナビフェアー
（デンナビ）が行われ、研修歯科医や歯科奨学
生確保のとりくみが行われた結果、民医連歯科
の奨学生は２０１６年 ９ 人から１５人に増加しました。
全国の歯科医師は、１０年後までに５8人が定年退
職し、第一線から退くことが予想されること、
各県連により対策にとりくむ構えと奨学生確保
に差があることからも、引き続き重点課題です。

（ ７）介護・福祉分野
４２期は、介護ウエーブ、介護安全のとりくみ
や経営改善の課題、総合事業、職員の確保・養
成などを重視してすすめてきました。厳しい人
員体制が続いていますが、職員・現場の奮闘で
活動の前進がはかられています。
介護ウエーブ２０１６・１７では、介護保険制度の
見直しが焦点になり、法案審議の段階では「改



19月刊民医連資料　別冊（２０１8年 4 月）

悪法案をつくらせない」ことを、法案上程後は
法案の「廃案」を目標に掲げ、地域社保協とも
連携しながら各地で多彩なとりくみをすすめて
きました。財務省による「軽度」切り捨ての改
悪提案を見送りに追い込んだことは、現場、地
域から改悪中止を求める声を上げることの大切
さを改めて示す成果でした。法「改正」後は、
政府に対して制度改善、報酬改善、処遇改善を
求めるとともに、総合事業や第 ７期介護保険事
業計画に対する自治体に向けた運動が各地でと
りくまれています。
介護実践では安全性の追求と危機管理を重視
してすすめてきたことが４２期の特徴です。全日
本民医連では初めて介護安全委員会を設置し、
法人・県連での組織的対応や日常的なリスクマ
ネジメントの強化を提起しました。医療・介護
安全交流集会を通して各地の経験を学び合い実
践に生かす中で、全国的にとりくみが大きく前
進しています。しかし一方で、介護安全委員会
の設置や活動状況など、現場でのとりくみが追
いついていないなどの現状もあります。介護分
野における安全文化の醸成やとりくみ全体のい
っそうの強化・底上げが課題となっています。
全日本民医連として、重大事故発生時の危機管
理上の基本的考え方や対応のポイントについて
提起しました（「介護現場の重大事故に対応し
た危機管理の基本指針２０１8」）。
介護事業経営がかつてなく厳しさを増してい

る中、経営改善に向けた努力・対応が重ねられ、
加算の積極的な算定や利用者確保を通して経営
を好転させた経験が各地で生み出されています。
しかし対策を講じているものの効果が出ていな
い、さまざまな事情で本格的な対策に至ってい
ない法人・事業所も少なくありません。個々の
介護事業の収支を算出していない実態もありま
す。損益管理、現状分析をしっかり行い、法人
内外の連携を強め、２０１8年改定への的確な対応
を含めた法人・事業所の経営基盤の強化をはか
ることが急務です。社会福祉法人の経営につい
て、全日本民医連として統一会計基準に準じた
経営指標（案）を検討・作成しました。多くの
地協で社会福祉法人委員会が設置され、経営状
況の検討や相互診断などの活動がスタートして
います。
職員確保の困難が依然として続いており、新
たな利用者確保や経営の困難に直結し、新規事
業の拡大のみならず、既存事業の継続そのもの
に支障を来す事態が生じています。全国調査（介
護労働安定センター）と比較すると、民医連は
現場の奮闘で離職率は全国平均より低くなって
いますが、新規採用数が伸びず、結果として職
員の増加率が全国平均と比べて低くなっている
傾向が数年来続いています。学生対策や紹介活
動など、各地で、職員確保に向けた努力が重ね
られています。

第 ４節　経営分野の到達
４２期は、すべての法人で必要利益を確保する
こと、県連・地協機能の強化と県連の中長期計
画の作成、医師確保と養成を経営問題の中心課
題と位置づけること、トップマネジメント機能
の強化と全職員参加の経営の追求を重視してき
ました。各地協で経営委員会の体制強化や経営
検討会の開催、困難法人への援助など地協経営
委員会機能が強化され、民医連統一会計基準推
進士養成講座は過去最多の２７２人の推進士を養
成するなど前進面が生まれました。
また、地域医療連携推進法人制度が創設され
たことに伴い、「地域医療連携推進制度につい
ての留意点」をとりまとめました。
２０１６年度経営実態調査などの結果は、民医連

経営が厳しさを増していることを示しています。
特徴は一時的困難ではなく、この数年の継続し
た傾向であるということです。同時に、今後い
っそうの困難も予測される中で、「無差別平等
の医療と介護・福祉の実現」をめざし、受療権
と健康権を守る民医連の事業と経営を守り抜く
ために直面している経営困難をなんとしても打
開していきましょう。

（ １）厳しさを増す民医連経営
２０１６年度経営実態調査では、中期指標該当（※
注） ５ポイント以上の法人が６０法人と過去最多
で全医科法人の ３分の １を超えており、この状
態が継続すれば、深刻な経営困難に直面するこ
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とになります。医科法人のうち事業で生み出し
た資金で借入金の返済が賄えない法人が、４０法
人（２６％）と通常設備投資も含めると資金収支
のバランスがとれていない法人が多数あります。
一般的に必要とされる 8％以上の事業キャッシ
ュ率を確保している法人は３２法人（２０．６％）、
７％以上でも５０法人（３２．２％）にすぎず、必要
な事業キャッシュを確保する力は大変厳しいと
言わざるを得ません。経常利益で予算を達成し
た法人は５２法人で、約 ３分の ２の医科法人は経
常利益予算を確保できていません。必ずしも適
切な必要利益が予算化されている状況ではなく、
それだけに多くの法人で必要利益が確保できて
いない状況は明らかです（Ｈ）。

（ ２）経営困難の要因と課題
このかつてない経営困難の深刻さの要因は、
①医療費抑制政策をはじめとする政策的影響、
②主体的力量も含めた競争力の弱さ、③困難を
打開していく上での事業戦略やマネジメント力
の弱さなどにあります。統一会計基準の不徹底、
安易な借入金への依存も散見されます。全体と
しては非常に厳しい状況ですが、個別には困難
を切り開き、経営改善を実現している法人は少
なからずあります。必要な利益を正面に据えて、
それを実現する２０１8年度予算編成に、全職員、
共同組織の知恵を結集してとりくみましょう。

全日本民医連経営部では、４２期中に各法人・
県連からの要請を受けて経営調査、中期計画や
予算作成の支援などにとりくみました。この間
の経営困難に直面した法人の共通した課題は、
①経営実態をリアルに認識することが組織とし
てできていないこと、②予算管理をはじめとし
て、管理運営に弱点があること③マネジメント
のための基礎的な実務や知識の習得が不十分な
こと、④経営幹部が、他の法人・事業所の経験
に学ぶ行動が弱いことなどです。弱点を正面か
ら受け止め、強みを大いに生かす方向で全力を
あげましょう。

（ ３）経営困難法人への援助をはじめとする県
連、　地協経営委員会のとりくみ
４１期以降、すべての地協で経営委員会が発足
し、機能が強化されつつあります。一方で、経
営実態が深刻さを増し、資金危機が突発的に起
こるリスクもあります。また、病院リニューア
ル等の大型投資を厳しい経営状況で実行せざる
を得ない実情もある中で、地協・県連の経営委
員会機能の強化をはかる必要はさらに強まって
います。この間、地協・県連経営委員会ミニマ
ムや実質的論議のあり方（報告会に終わらず自
らの課題として相互批判と知恵をあつめる議論
を、など）について提起をし、一定の前進がみ
られますが、さらなる機能強化に向けた対策が
求められています。経営困難を抱えた法人が増
加する中、客観的に相互検討する事ができる地
協あるいは県連等での経営検討・予算検討など
の機会をもつこと、継続的に経営状況を把握し、
必要に応じて警鐘を鳴らすなどの意味で、地協
・県連経営委員会の役割は重要です。この間も
九沖地協、近畿地協、北海道・東北地協などで
経営支援がとりくまれました。
民医連統一会計基準推進士養成講座の地協ご
と開催も、４２期で ３回目の実施となりました。
受講者は３５０人と過去最高となっています。こ
のとりくみは、地協経営委員会の機能強化にも
貢献しており、引き続き規模を拡大しながら定
着をはかります。４２期は医師 ２人が全国ではじ
めて受講しています。看護師など事務以外の合
格者も出てきています。全職員参加の経営の基
礎としても引き続きとりくみを強めて行くこと
とします。

H） 黒字・赤字法人数/黒字比率
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第 ５節　共同組織の活動
（ １）第１３回共同組織活動交流集会
「決めるのは私たち　憲法をいかし平和・人
権・環境を守ろう　地域まるごと安心して住み
続けられるまちづくりを」をメインテーマに第
１３回全日本民医連共同組織活動交流集会㏌東海
・北陸（石川）を石川県加賀温泉郷で開催しま
した。約２０００人が参加して、討議・交流し、各
地に学びを持ち帰って活動に生かすことを重視
し運営されました。
発表された演題の ４分の １が「たまり場・居
場所づくり」「助け合い活動」をテーマとして
発表されるなど、たまり場・居場所づくり、助
け合い活動のとりくみが大きく前進しています。
健康づくりでは、脳いきいき班会、転倒予防
体操、笑いヨガなど、共同組織を対象としてい
るだけでなく、地域に開かれたとりくみとして
広がっています。まちづくりでは、つながりマ
ップ（※注）が前進し、災害に強いまちづくり
をめざし、実際に町並みを歩いて防災マップを
作成するとりくみなどもはじまりました。つな
がりマップや防災マップをもとに行政と懇談し、
改善させているところもあります。こうした活
動が全国で活発になっており、無差別・平等の
地域包括ケアへのとりくみとして共有されまし
た。これらのとりくみを普及するために活動交
流集会ＤＶＤを作成しました。

（ ２）共同組織の拡大と『いつでも元気』誌の
普及・活用
４２期の共同組織構成員は、２０１７年１１月末現在
で３６９万人（目標３７０万人）、『いつでも元気』誌
は ５万６６６５部（目標 ７万部）です。共同組織構
成員は ５万人増となっています。
２回の共同組織拡大強化月間では約 ６万人の

純増となり、拡大目標３７０万まであと一歩とな
りました。月間期間の『いつでも元気』普及は、
２０１６年２8５６部、２０１７年２３３５部（１０～ １ 月号）で、
２０１７年 １ 月号の発行部数は ５万６７３8部となり、
過去最大部数まで６６３部にまで回復しました。
月間では、地域に出かけ、共同組織構成員、
地域の人々の声や困難をつかむことを方針とし
てかかげ、訪問行動にとりくんだことです。北

海道道央ブロックでは拡大強化月間 ６年連続で
１万人の地域住民と共同組織構成員の訪問を行
いました。その中から困難を解決につなげる事
例も生まれています。福岡では県連で統一した
共同組織向けアンケートを作成し、会員がおか
れている状況を把握、分析する中で、共同組織
の活動に参加できていない会員ほど、無料低額
診療事業（※注）などの制度を知らないことが
明確になりました。訪問行動に職員が参加した
ところでは、「職員が参加すると訪問先で歓迎
される」と共同組織の皆さんが元気になり、参
加した職員は「地域の実情をつかみ、地域から
の期待を直に感じることができた」との感想が
寄せられ、相乗効果が発揮されています。
『いつでも元気』は、第１３回共同組織活動交
流集会までに ６万部を達成しようと呼びかけ、
石川では活動交流集会までの目標２３００部を達成、
北海道では ２カ月間で３１8部拡大、富山では共
同組織役員自らが販売所を立ち上げ『元気』誌
の普及をすすめるなど、目標を明確にして「月
間」前から『元気』誌を増やすとりくみが始ま
りました。
４２期に誌面をリニューアルし、規格サイズを
はじめ題字、表紙デザインを一新しました。写
真も大きくなり、全面フルカラーとなっていま
す。また ４年ぶりに職員の購読調査を行いまし
た。その結果を踏まえ、半数以上の職員が購読
することをアピールとして提起しました。
４２期も、販売所交流集会を開催し、販売所が
読者を増やす要となっていると同時に、困難を
抱えている事態も明らかになりました。販売所
は ５部以上の取り扱いで開設できる手軽さがあ
るものの、販売所の状況を県連・法人・担当者
が十分つかめず、配達・集金者がいなくなると
同時に、その販売所の取り扱い部数がすべて減
誌になる事態が起きています。『元気』誌の増
減部数が県連や法人で把握・管理できていない
ところもあり、販売所の方針について県連・法
人で検討が必要です。

（ ３）要求の実現と担い手の広がり
子育て世代の母親たちを支援する「離乳食講
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座」「キッズサロン」「夏休み宿題応援隊」等の
活動を通じて、母親の中から医療生協の理事が
誕生した（岡山）、２０１７年にＮＰＯ法人を立ち
上げて交通支援、配食サービス、学習支援など
助け合い活動の中から担い手が生まれた（石川）
などの経験がつくられています。これらの特徴
は、サークルやボランティア活動、相談活動に
参加した人がやりがいを感じ、要求が実現する
体験を通じて、担い手になっていることです。
また、継続的に役員研修会をおこない、情勢
を学び、民医連や共同組織の理解を深めながら、

担い手づくりをすすめるとりくみも行われてい
ます。

（ ４）共同組織担当者育成のとりくみ
４２期は ４年ぶりに共同組織担当者セミナーを
開催しました。共同組織担当者が、まちづくり
にかかわる地域のさまざまな団体や個人とつな
がり、民医連事業所と共同組織が求められる課
題を自覚し、実践につなげるためのまちづくり
コーディネーターとしての役割を学ぶ機会とな
りました。

第 ６節　民医連運動を担う医師の確保と養成
４２期は医学対、医師養成、医師集団形成、新
専門医制度などの各分野でとりくみをすすめ貴
重な前進を開始しました。新専門医制度という
大きな変化の準備が進行する中で、国民本位の
医療を発展させ、専攻医（※注）が安心して力
をつけられる制度となるよう日本専門医機構
（以下、機構）へも積極的に働きかけ、同時に
民医連内での専門医養成の可能性を追求してき
ました。医学対活動では過去最高の奨学生数に
到達し、さらに前進を続けています。
その一方で、２０１５年卒の初期研修医において
民医連での後期研修への継続率が低下しました。
民医連での初期研修を修了した１４１人のうち、
６8人は民医連内で後期研修を開始し、定着率は
４8％となり、それまでの６０～６５％台の継続率か
ら今回初めて５０％を割りました。新専門医制度
からの影響も示唆される一方で内科、総合診療
・家庭医の分野でも低下が目立ち、民医連事業
所にプログラムがあっても選択されるとは限ら
ない傾向が明確になっています。

（ １）新専門医制度の動向と民医連の対応、　
国民の願う新専門医制度へ向けたたたかい
新専門医制度発足にむけての準備がすすめら
れ、来年度からのスタートにむけて専攻医登録
が開始されました。制度改革開始当初に重視さ
れた国民の医療要求にこたえるための総合性を
重視した視点は、中途より学会・大学主導とな
るなかでその位置づけが低下しました。また、
地域医療への重大な影響が懸念され １年間の延
期措置が取られましたが、その不安が払しょく

されるような調査も修正も行われず、内科、総
合診療科を除いたほとんどの領域が大学以外で
はごく限られた医療機関でしか基幹型研修施設
になれない制度となっています。国民のための
制度には程遠く、学会・大学主導の領域別専門
医囲い込みの側面が強まり、日本の地域医療を
ささえている中小病院の医師の養成はまともに
取り扱われませんでした。最終盤になって機構
は当初の方針を転換し、専門医取得を必修では
ない、とせざるを得ませんでした。大学、研究
機関の研究者養成と、地域医療の担い手の専門
医養成を両立できない根本的矛盾の一つに医師
数の絶対的不足があります。
制度への対応としては、全国でのプログラム
の立ち上げがすすむ中、全日本民医連として情
報共有・発信しながら、地協内、オール民医連
的連携を推進しました。特に重視した内科、総
合診療領域でプログラムの準備を大いにすすめ
ました。同時に、４２回総会での「連携拠点病院」
の提起も踏まえつつ、他の専門領域でも基幹型、
連携型の条件のあるところでは積極的に整備を
行いました。
新専門医制度の動向そのものに対しては４１期
の「見解」につづき、 １年の延期に際して「提
案」を発表し、地域医療への影響の精査、地域
医療を守る方向でのプログラムの見直し、専攻
医の身分保障、総合診療医養成にさらに注力す
ることなどを提案しました。総合診療専門医を
めぐっての機構の一部不適切な行動が見られた
ことから「審査開始にあたっての緊急要望」「 １
次審査の結果を受けての意見と緊急要望」を機
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構に提出しました。さらに、「総合診療専門医
プログラムの認定作業過程に関する質問」も機
構に提出し、民主主義のルールからの逸脱を指
摘し、プロフェッショナルオートノミーの危機
を訴えました。この間のたたかいは、機構の不
合理な手続きを都道府県レベルでの働きかけな
どを通じて覆す成果も少なからずかちとりまし
たが、全面的な是正には至っていません。

（ ２）医学対での明確な前進の教訓
４１期に提起された奨学生拡大ロードマップに
むけた私たちの主体的なとりくみと、医学生の
自主的活動の発展、ＳＤＨへの関心の高まりが
相まって大きな運動の前進が得られました。４２
期にとりくまれた奨学生を増やし育てる大運動
に続いたMovement２０１６の前進は２００人受け入
れ５００人奨学生集団という目標達成の展望を開
きました。Movement２０１６は、医学生対策のと
りくみと運動を、〔増やすMovement〕〔育てる
Movement〕〔挑むMovement〕という ３つのフ
レームワークで提起し、また「奨学生とは何か、
なぜ増やすのか」を正面から議論すること（「深
めるMovement」）を呼びかけました。奨学生
の獲得を中心に提起しつつも、奨学生の育成の
課題や医学生運動との協力共同、ＳＤＨを医学
生と学ぶ課題など、複合的な運動の提起でした。
年間 ４回に開催スタイルを大きく変更した医学
生のつどいは、各回のつどい参加者も大きく増
え、大運動やMovement２０１６でつながった奨学
生の成長に結びついています。
大運動とMovemen２０１６の教訓の一つめは、
多くの医学生委員長が元気に活躍し、牽引者と
しての役割が発揮され運動が前進したことです。
その中で担当者も励まされさらに活動が進み、
相乗効果の中で医師集団でのとりくみが広がり
ました。二つめは、数年にわたる地道な高校生、

医学生とのかかわりが奨学生獲得においても医
学生運動の前進においても成果につながったこ
とです。三つめは、地協の団結が全体の前進と
同時に、個別の中小県連で前進を生み出す力に
なったことです。

（ ３）民医連における医師養成のとりくみ
統一オリエンテーション（※注）、セカンドミ
ーティング（※注）、指導医講習会、臨床研修交
流会、イコリスでの情報発信・交流、ＡＣＧＭ
Ｅマイルストーン（※注）の紹介と版権取得な
どのとりくみをすすめてきました。前回総会で
はすべての基幹型研修病院のＪＣＥＰ受審を目
標としましたが、今期新たな受審は ４病院で、
基幹型臨床研修病院４７病院中３３病院となりまし
た。現在準備をすすめている病院は ４病院です。

（ ４）民医連の医師集団づくりのとりくみ
２０１７年 ６ 月に開催された医師委員長・研修委
員長会議は「これからの民医連の医療、それを
担う医師集団のありようを探そう」と問題提起
し、民医連医師集団に求められている重要な柱
として「 ２つの柱を実践する医師集団」をつく
りだすことを位置づけました。
会議では民医連医師のひとりひとりの多様性、
民医連事業所の多様性が存在することを認識し
たうえで、どのような共通項を見出し、どのよ
うに民医連を担う医師集団を形成していくのか
が議論されました。私たちの目指すもの、働き
方の問題、いろいろな面での世代間のギャップ、
小病院の医師不足問題、青年医師の教育、研究、
交流に関する横断的支援の必要性などさまざま
な意見が交わされ、民医連で働く多様な医師た
ちみんなで医師集団づくりを話し合おうと意思
統一されました。

第 ７節　職員の確保と養成、各職種の活動の到達
教育指針（２０１２年版）の具体化として、職場
教育と職場づくりの実践交流をすすめ「職場管
理者の ５つの大切」（※注）の定着をはかるこ
とを重視してきました。また、改憲の危機がす
すむ中で、全職員と共同組織の中で、憲法を学
び生かす大運動が提起され、運動の推進へ向け

た、第 ２期憲法学習大運動をすすめてきました。

（ １）職場づくり・職場教育の前進
教育指針（２０１２年版）の具体化として、職場
教育と職場づくりに力をいれてきました。 ２月
に開催された職場教育・職場づくり実践交流集
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会では職責者中心に、経験が共有されました。
特に、①気になる患者カンファレンスを続け
る中で職員の患者を見る視点が変化している
（栃木）、②職員のよいところ探しで新入職員
とベテラン職員が互いに理解できるようになり
職場の団結と雰囲気が変化した（奈良）、③職
種を超えたケアカンファレンスの開催で各職種
が専門的な視点で意見を交換し合い、コミュニ
ケーションの向上、職員同士の信頼関係につな
がっている（鹿児島）、④ヘルパー職員の集団
化をはかり専門職として意識を高めた職場づく
り（香川）の経験は教訓に富むものでした。
無料低額診療を利用している患者の相談活動
を行い、生活背景に迫るとりくみで無料低額診
療事業への理解が深まり民医連への確信になっ
た、職責者会議を充実させて職場で抱えている
課題について交流し、問題解決をはかり経営改
善にもつながった、職場づくりを前進させる上
で職責者と主任の情報共有を大切にしスタッフ
機能を重視すること、など深められ４１期に提起
した『職場管理者の ５つの大切』が積極的に受
け止められていることが確認されました。

（ ２）第 ２期憲法学習の到達と特徴
２０１６年１０月から １年間、「職員一人ひとりが
憲法を自分の生活や民医連の日常活動にひきよ
せて理解し憲法を守り生かすとりくみに足を踏
み出すこと」を目標に第 ２期憲法学習運動を提
起しました。学習材料として毎月 １回「MIN-
IREN憲法 cafe」を発行、これを活用した学習
会 １万４５７７回、参加者数１０万６３７９人、全ての学
習参加者１５万５５６９人と、かつてない規模の学習
運動となりました。
「MIN-IREN憲法 cafe」は毎月、情勢とリン
クした学習記事と職員コラム「現場から見える
憲法」、弁護士コラム「憲法は希望」を掲載し、
職員が手に取りやすく、気軽に読めるよう工夫
しました。職場会議や朝礼、委員会内の短時間
での継続した読み合わせ、職責者がチューター
となり、自らがパワーポイントを作成して学習
会をすすめた経験も生まれています。また、職
場単位での学習をすすめたことで、介護事業所
などでは非常勤職員も参加しやすくなりました。
職場単位、職員同士の語り合いを通して、憲
法の内容について「初めて知った」という声も

多く、貧困と格差、教育、雇用など自分自身の
暮らしや仕事と結びつけて、討議し、感想が交
わされました。学習活動が定着した職場では、
民医連の機関誌紙を活用した学習が継続してい
ます。「学習する前は〝自国を守る軍事力は必要〟
と少なからず考えていた。戦争が恐ろしいこと
や ９条の真意を知らなかったからだと思う。そ
れでも半ば強行される戦争法へとすすむ政治を
果たして止めることができるかと不安にもなる。
話し合いと交渉で解決できることが当たり前の
世の中になるよう努力したい」「地域の人々の
人権を第一に考え、その人らしく生きることを
ささえるためにチームで力を合わせている」な
どの感想が寄せられています。
憲法学習をすべての職場でとりくんだ宮崎や、
毎回の職責者会議で議論した京都・熊本、トッ
プ管理者がリーダーシップを発揮し、ほぼ全員
が学習に参加した東京・東都協議会など積極的
な経験がうまれた一方、なかなかとりくめない
職場もありました。各県連で今後の学習に向け
た自己点検をすすめましょう。
憲法学習の推進体制と方針を確立し管理会議
や職責者会議等で議論を重ねること、職責者を
援助し職員の感想・意見を掘り下げて学びを深
める機会を作ることが重要です。また、集約が
十分でない県連・法人も見られました。活動集
約の意義は、全体状況を把握するなかで事業所
・職場の実態をつかみ、教訓を普及し、必要な
援助を行い、実践していくことにあります。

（ ３）職員の健康管理について
医療・介護の現場において、職員の健康管理
はとても重要です。労働基準法・労働安全衛生
法に基づく諸制度の整備を徹底し、積極的に法
令を生かしてゆくことは、管理部の責任です。
４２期も、「健康で働き続けられる職場づくり」
パンフレットを基本に、メンタルヘルス、ハラ
スメント、ノーリフト、災害時の健康を守るこ
とのとりくみや対策を行ってきました。熊本地
震の支援活動では東日本大震災の支援の教訓か
ら、支援者、職員へのヘルスケアに本格的にと
りくみ、改善がはかられました。訪問事業での
ハラスメント対策も検討が必要となっています。
労働時間管理、疾病を持ちながら働く職員へ
の援助、訪問現場の問題、有害物質から健康を
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守るとりくみやストレスチェック（※注）の有
効活用なども含めて、すべての事業所が安全衛
生委員会を適切に開催し産業医を配置すること
が望まれます。また、民医連として産業医養成
の課題も重要です。

（ ４）３７回青年ジャンボリー
３７回全国青年ジャンボリーは、福島の青年の
「ぜひいまの福島を自分の目で見てほしい」と
いう思いを受け止め、福島で開催しました。震
災、原発事故が人々にもたらしたことの重大さ
と現実、これから私たちが考えていかなければ
ならないことなど、記念講演やフィールドワー
クを通じて、大いに語り交流しました。実行委
員会に参加した青年職員は、議論を経る中で、
さまざまな意見をまとめて集団で一つの目標を
達成する経験を積むなど成長してきました。県
連や法人・事業所で青年職員全体の成長のなか
でＪＢ活動が果たしている役割を把握し、援助
をすすめましょう。

（ ５）各職種、　分野の活動
（看護）
民医連の看護の継承と発展をめざしてブック
レット「民医連のめざす看護とその基本となる
もの（２０１６年版）」を発刊し普及と学習をすす
めてきました。民医連の看護の歴史への確信と
ともに民医連のめざす看護への理解と共感がひ
ろがっています。民医連の看護の行動や判断の
よりどころとして示された「基本となるもの（患
者の見方・とらえ方、看護の視点・優点、社会
の見方・とらえ方）」の視点から看護実践をふ
りかえり、民医連の看護の継承と発展に結び付
けることが課題となっています。全看護職員を
対象とした学習を強化し看護実践での活用をす
すめていきましょう。
民医連の看護を牽引する看護幹部の養成を目
的に看護幹部研修会を ２回開催し５１人が受講し
ました。政治経済・現代史・社会科学・医の倫
理等を学び、福島や沖縄のフィールドワークを
通じて看護幹部としての決意を固める場となり
ました。
看護学生委員会では、全国の民医連看護奨学
生を対象に、奨学金や学生支援機構等の利用実
態調査を行いました（奨学生２１９４人中１７３７人が

回答）。結果は看護学生受け入れや奨学金制度
の改善運動にいかします。新卒看護師確保をめ
ぐる環境変化に対応し新卒看護師受け入れマニ
ュアルを改訂しました。新卒看護師確保は、 ６
年連続１０００人の峰を越える活動が展開されてい
ます。一方、奨学生確保や新卒採用に消極的な
法人もあり、あらためて奨学生確保の意義を確
認することが求められています。また、改訂し
た新卒看護師受け入れマニュアルの活用をすす
めるとともに離職対策を一層強化しましょう。
看護委員会では、２年ごとに実施している「看
護管理調査」の内容を再検討し、経年変化が把
握できるよう変更しました。
「特定行為に係る看護師の研修制度」に対す
る方針を策定している法人は ２割弱です。２０１５
年 ５ 月の「医療のあり方を大きく変える『特定
行為に係る看護師の研修制度』について民医連
の考え方と留意点」を参考に方針を検討しまし
ょう。
在宅での看取りにおける規制緩和として「情
報通信機器（ＩＣＴ）を利用した死亡診断等ガ
イドライン（厚労省）」が出されました。在宅で
の穏やかな看取りが困難な状況に対応するとし
ながらも、携帯型心電図による心静止確認、外
表検査（全身観察と写真撮影）、死斑・死後硬
直の確認、虐待の可能性の判断等を看護師が行
い、情報通信機器（ＩＣＴ）を使用して情報を
逐一、医師に送信し医師が直接患者を診ること
なく死亡診断を行うという多くの問題が懸念さ
れています。民医連としての見解を表明します。
２０１8年 ９ 月末に開催される第１４回看介研では、
「民医連のめざす看護とその基本となるもの」
の分科会を行います。旺盛なとりくみを持ち寄
り交流します。

（事務）
２ 期にわたって開催した事務育成責任者・担

当者の集会で全国の経験が交流され、事務育成
を強化する機運が高まっています。第 ３回評議
員会では、民医連の事務職員の役割を、「正確
な実務と統計・情報管理を担い、それを通して
全職員参加の医療・介護事業と経営の前進に貢
献すること」「無差別・平等の医療と介護の深化、
発展のために、民主的な多職種協働と人づくり
をささえること」「日本国憲法の立場から平和
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と社会保障拡充の運動を積極的にすすめ、共同
組織とともに安心して住み続けられるまちづく
りの活動の推進者となること」と整理しました。
また、この ３つの役割を事務集団として果たし
ていくため、一人ひとりが担当する分野に必要
な知識を身につけることはもちろん、憲法と綱
領、情勢や総会方針を絶えず学び、地域にとっ
てかけがえのない民医連の医療・介護活動や事
業所の存在意義への確信を深めることを呼びか
け、日常的に担当している事務労働が、 ３つの
役割に通じていることを集団として確認してい
くことが重要であると提起しました。

（薬剤）
新卒薬剤師確保は回復傾向ですが、退職者数
は依然として多く確保・育成と定着が引き続き
の課題です。奨学生は、全国的には２０１７年 ４ 月
時点３２５人で増加、奨学生を確実に民医連薬剤
師として迎えられるためのサポート体制、薬学
生担当者の配置が必要です。実務実習、事業所
見学・インターンシップなどのとりくみを充実
させましょう。
中小病院の薬剤師確保は困難を抱えています。
長崎民医連への薬剤師支援を１０月より開始しま
した。確保と定着が図られず薬局運営が困難に
なるケースも発生しています。薬局の困難や課
題を病院管理部が把握し、病院全体の課題とし
て改善することが大切です。
保険薬局では健康サポート薬局としての機能
をさらにすすめます。保険薬局における無料低
額診療事業の対応について、厚労省との懇談を
行いました。薬価改定、処方箋枚数の減少、調
剤報酬改定などの影響で、経営が厳しさを増し
ています。経営管理の強化が求められます。
２０１６年 ７ 月、福岡・大阪・名古屋・東京の ４
地裁で、ＨＰＶワクチン接種に伴った健康問題
に対して、国と製薬企業を相手に集団訴訟が始
まりました。現在、原告１１９人で裁判が行われ
ています。健康被害を訴える方とその家族に寄
り添い、裁判傍聴や健康問題の現状について学
ぶとりくみをすすめています。

（歯科）
歯科医師養成の活動は、奨学生、青年歯科医
師、中堅歯科医師と世代別のとりくみが定例化

されています。青年歯科医師会議では、奨学生
会議と合同の日程で靖国神社フィールドワーク
と憲法についての学習、第 ３回中堅歯科医師交
流集会は「労働」をテーマに開催しました。民
医連中堅歯科医師の民医連歯科医師としての成
長と中堅のつながりを強め交流を深める場とし
て重要な役割を果たしています。集会では、中
堅歯科医師が民医連で働き続けること、そのた
めにも同世代の（中堅）歯科医師の交流が大切
であることを確認しました。
歯科技工士部門は、２０１５年の歯科技工士交流
集会報告集をまとめ各事業所に技工士の現状と
展望について発信しました。
歯科衛生士部門は、はじめて単独で全国交流
集会を開催し地協代表者会議の再構成と複数開
催も確立しました。高齢社会における口腔ケア
の重要性や生涯を通じた予防活動の役割が重視
される中で、専門職としての歯科衛生士の役割
はますます重要となっています。今後は、歯科
衛生士の集団化・組織化と合わせ、「民医連の
歯科衛生士活動とは何を目指すのか」などを確
立していくことが求められます。
歯科事業所では、事務長が配置されていない
事業所があるなど事務幹部育成のための具体的
な着手をすすめていくことが必要です。
歯科の経営活動について、２０１６年度歯科経営
実態調査では、黒字事業所比率は７２．４％（２０１４
年度６７．8％、２０１５年度７０．２％）となり、過去最
高の黒字比率、額で ５億３６００万円余（黒字率
３．２％）となりました。その要因は、患者結集
を追求し患者増加、訪問診療が前年比で９．３％
増加し、事業収益でも増加しています。診療構
造の転換による材料費、技工委託費の減少によ
り費用は収益の伸びの範囲に収めており、「増
収増益」の体質に変化しつつあります。赤字が
固定化し困難な事業所に対する現地調査を行い
ました。

（リハビリ）
リハビリ集団の組織化と幹部育成、医療・介
護活動の ２つの柱のリハビリ部門での実践、リ
ハビリ技術者としての社会への発信行動、の ３
点を重要課題としました。４２期ではリハビリ技
術者幹部講座を初めて開催し、平和、経営、幹部
としての姿勢と覚悟まで幅広く学び深めました。
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また１０年ぶりに民医連における「リハビリテ
ーションのあり方提言」を改定し、学習会はほ
ぼ全国の部会、事業所等でとりくまれました。
ＩＣＦ（※注）の理念とＳＤＨの視点を持ち、
人権・健康権を守る為に行動する、といった訴
えに大きな反響がありました。今後、リハビリ
の診療報酬の包括化の流れ、アウトカム評価の
強化やリハビリの終了・卒業を前提とした加算、
貧弱な基盤の上での総合事業の拡大など、重大
な変化が危惧されています。しかし、リハビリ
技術者は制度の枠にかかわらず、多様な場面で
対応が出来る強みがあります。幹部を先頭に、
「知る、つながる、行動する」事で困難を打開
する集団に成長する事が求められています。

（検査）
民医連の検査技師からの要求を、職能団体で
ある日本臨床衛生検査技師会の設立母体別会議
に参加し、伝えるなどの活動をすすめています。
全国的な民医連の検査技師の交流集会を２０１７年
秋に開催しました。医療・介護活動の ２つの柱
で、民医連の検査技師がどのような役割を果た
していくのか議論し、チーム医療における役割
の深化がもとめられています。

（放射線）
放射線技師施策（２０１３年）にそって、女性技
師の増加や世代交代をみすえた職場環境の整備、
技師集団の育成、安全性の向上などにとりくん
でいます。３５歳以下の放射線技師を対象に、研
修の状況や民医連への共感、職場に対する思い
などアンケートを実施し、２０１8年１１月に開催す
る全国代表者会議に反映します。医療被ばく低
減施設の認定取得（現在 ４施設）をすすめてい
ます。

（栄養）
入院給食費は、２０１8年から４６０円／食の自己

負担増となります。今後、金銭的な問題から入
院食をとれない状況に追い込まれる患者が増加
することが懸念されます。改めて病院食が治療
の一貫という立場でのとりくみが重要です。①
食の安全と災害時の給食、②嚥下対応食（嚥下
調整食）、③民医連を担う職員教育・育成、④
経営改善とセンター・委託化の共有、⑤チーム
医療における栄養部門の役割の強化について、
引き続きとりくみを強めていきます。今期は「民
医連栄養部門基礎調査（ ４年毎）」を行い、各
事業所のとりくみが集約されています。積極的
に活用していきましょう。

（ＳＷ）
格差と貧困が拡大していく中で、民医連ＳＷ
は患者・利用者の生活に真摯に向き合い、人権
を守る立場から憲法で保障された権利としての
社会保障を充実させるため日々活動してきまし
た。前期全日本で初めて開催した中堅職員研修
会は近畿地協、九州沖縄地協でとりくまれ、他
の地協でも準備が開始されています。２０１７年 ６
月に病院ＳＷ、老健支援相談員を対象に退院、
退所にかかわる業務について「ＳＷアンケート
調査」「病院・老健概況調差」を行いました。
４２期は医療部のＳＤＨ研究班による貧困介入研
究と『いつでも元気』編集委員会へ代表を送り
ました。現在 ４年に １度のＳＷ政策指針の見直
しを行っています。

（保育）
２０１8年 ４ 月より保育所保育指針が変わります
が、今後も親の働く権利を守り、子どもたちの
豊かな発達が保障されるようとりくみます。

（鍼灸マッサージ）
保険で安全に鍼灸マッサージ治療が受けられ
るよう、要求をまとめ厚生労働省との交渉を進
めてきました。

第 ８節　全日本民医連の活動
（ １）理事会活動、地協活動
毎月の理事会、部会活動を軸に全国方針を打
ち出してきました。理事会、部会、委員会を合
わせると全県連からの参加で全日本民医連の活

動がささえられています。また世代交代の時期、
新任理事研修の実施や、各月の理事会学習の開
催など理事自身が学びながら民医連運動をすす
めてきました。
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４２回総会で、地域医療構想など都道府県を単
位とした運動がより重要となる時代として「県
連の出番」を強調し、とりくんできました。県
連事務局長研修会、地協・県連を単位とした事
務幹部や幹部養成のとりくみ、経営活動のとり
くみがすすみました。また、いくつかの専門部
では地協単位で構成され、県連、事業所との風
通しをよくし、とりくみが強められました。
複雑で急激に展開する情勢の下で矢継ぎ早に
出される国の施策に対し、理事会や各専門部が
学習と研究を深め、政策的力量を上げていくこ
とが課題となっています。全国会議の多さ、集
会開催時期の問題、「問題提起」のあり方なども、
今後改善が必要です。
震災、天災が多発する中、熊本をはじめとし
た被災県連への全国、地協からの支援のとりく
み、いくつかの経営困難法人への支援など全日
本民医連の連帯の力が発揮された ２年間でした。
２０１７年１２月、郡山医療生協が経営困難に陥り、
経営困難支援規程にもとづく要請を法人と福島
民医連から受け、現地調査を実施、 １月理事会
で全日本民医連郡山医療生協経営対策委員会を
設置しました。

（ ２）学術・運動交流集会、国際活動、共済活
動など
２０１７年１０月に茨城県つくば市で開催した全日
本民医連第１３回学術・運動交流集会は第４２回総
会方針に沿った ３つのメインテーマを掲げ、全
県連から１１５０人が参加しました。分科会は６９０
演題が集まり、 ４つのテーマ別セッションと合
わせ、おおいに学習と交流を深めました。奈良
女子大学大学院の中山徹教授が「政府がすすめ
る地域の再編に対して、安心して暮らし続けら
れる地域をどう展望すべきか」をテーマに記念
講演を行いました。
韓国をはじめとする国際活動が活発に行われ
ました。韓国の青年医師や医学生らが、原水禁
世界大会に参加し（２０１６年広島大会１8人、うち
医学生１０人、２０１７年長崎大会１４人、うち医学生
8人）民医連職員と交流を深めました。全国青
年ジャンボリーへ緑色病院（韓国）から ３人の
職員が参加し、その後代々木病院で同じ職種が
活動する現場の見学と交流を行いました。また
韓国の医師が民医連の高齢者医療・介護につい

て西淀病院等での研修を行いました。さらに、
市民の健康増進を研究するメンバーが富山民医
連の事業所に見学に訪れました。学術・運動交
流集会では、健康権を守る日韓の運動と実践を
学ぶことをテーマに国際フォーラムを行いまし
た。韓国・人道主義実践医師協議会が設立３０周
年を迎え、全日本民医連としてレセプションへ
参加しました。
また、フランス国際シンポジウムに招待を受
け代表を派遣しました。いずれも、世界的な新
自由主義の広がりの中で、反緊縮、健康権の実
現へ向けた各国の運動の広がりを確信する交流
でした。キューバ視察にとりくみました。中国
における旧日本軍遺棄化学兵器被害に対し、引
き続き被害者検診や裁判支援に協力しました。
その過程で自律神経障害や高次脳機能障害とそ
の後遺症についてあきらかにしてきました。チ
チハルで初めて中国の医師と協力して検診を行
い治療につなげることができました。曝露から
１０数年経過し、ガンの発症や高額な治療費など
の課題があります。
全日本民医連の共済は設立４５年を迎えました。
２０１６年 ４ 月の熊本地震で被災した職員への災害
見舞金給付は約１００件に及び、全国の連帯が発
揮され、熊本民医連の職員を励ましました。
「民医連の共済テキスト」を発行し学習運動
にとりくみ、県連理事会をはじめ、県連・法人
共済の役員会などで学習会が開かれました。学
習運動の目的は、民医連と民医連共済の関係、
民医連運動における共済活動の意義を正しく継
承することや、新自由主義が猛威を振るい「自
己責任論」が強まる中で、民医連共済の役割を
再確認することでした。学習を通じて、あらた
めて民医連共済の歴史と理念、意義と役割が理
解されました。特に、民医連共済は民医連運動
と一体不離の関係で発展していることや、全職
員が加入することを原則としていることが確認
されたことは重要です。
非営利・協同総合研究所「いのちとくらし」
長期ビジョンにもとづき、共同組織についての
研究を進めてきました。今後、医療政策に関連
した取り組みも進めていきます。
介護の未来がかかった裁判として長野県民医
連特養あずみの里裁判への全国支援にとりくん
できました。起訴から ３年、第 １回公判から ２
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年 8カ月が経過しました。この裁判は、ずさん
な捜査によって不当に起訴されたものです。
２０１７年 ７ 月から証人尋問がはじまり、あずみの
里の職員をはじめ医師も証言台に立って一つ一
つ事実を明らかにしていく中で、被告の無罪を
主張しました。裁判はいよいよ終盤を迎えよう
としています。この間、多くの民医連職員が裁

判傍聴に駆け付け、法廷内のたたかいを注視し
ています。また、法廷外では県連、法人、事業
所で支援者集会や学習会が数多く開かれ、弁護
士とあずみの里職員が講師として参加していま
す。無罪を勝ち取る会が提起した署名は１４万筆
を超えました。

４３期の活動方針

第 ４章

今後 ２年間、民医連は、第一に、新自由主義
・経済のグローバル化と軍事大国化による貧困
と格差の広がりと戦争を止め、平和と人権のた
めに ９条改憲と社会保障解体を許さないたたか
いをすすめます。第二に、医療・介護活動の ２
つの柱の実践を各事業所や部署で目標を持って
すすめます。第三に、共同組織とともに安心し
て住み続けられるまちづくりの運動、住民本位
の自治体づくりに本格的にとりくみます。そし
てこれらを通じて、非営利・協同、地域の共同
の財産である民医連事業所の経営を断固として
守り抜きましょう。

民医連とその事業所に対する地域の人々の信
頼は、民医連綱領にもとづく医療・介護を実践
し、健康権・生存権の担い手として奮闘する一
人ひとりの職員への信頼から生まれます。事業
所は、すべての職種の技術、技能の修練と社会
的な使命の自覚が促進されるよう支援し、さら
に人間的な発達のできる組織になるよう実践し
ましょう。
そして、市民社会を形成する個人、団体が自
らの役割を自覚し、政治参加し、力を合わせて
希望を実現する、その架け橋としての全職員、
共同組織の皆さんの奮闘を呼びかけます。

第 １節　憲法をまもり、生かし、平和な日本と北東アジ
アを

ノーベル平和賞授賞式で被爆者であるサーロ
ー節子さん（カナダ在住）は「核兵器は、必要
悪ではなく絶対悪であること」「（核兵器の存在
は）人類を危機にさらしている暴力システム」
であると痛烈に核抑止力論を批判し、すべての
国に核兵器禁止条約への参加を呼びかけました。
アメリカであれ、北朝鮮であれ、また事故によ
る暴発やテロであれ、朝鮮半島で核兵器が使用
される事態になれば、日本、アジア全体は壊滅
的な被害となることは自明です。
北朝鮮の核開発やあいつぐミサイル発射など
に対し、安倍首相は「対話でなく圧力」、「核の
先制使用も選択肢」としたアメリカとトランプ
・安倍共同声明（１７年 ２ 月）を出しました。憲
法とともに、被爆国としての役割も放棄し、核

兵器を自ら使用しないまでもアメリカが核兵器
を使用することを容認するという異常な核抑止
力の立場を鮮明にした外交をすすめています。
アメリカが７０００発もの核兵器を保有しても、北
朝鮮の核開発を抑止できませんでした。核に頼
ろうとする北朝鮮のような国があるからこそ、
核兵器禁止条約が必要です。理想ではなく核戦
争を防ぐためには核抑止力論よりもはるかに現
実的な政策です。日本と韓国が、「アメリカに
よる一切の核使用に協力しない」と政策を変更
すれば、この壊滅的な危機を回避する方向へと
向かいます。日本、韓国、北朝鮮が核兵器禁止
条約に入ることで北東アジアに非核兵器地帯を
生むことができます。
武力によらない平和主義を定めた憲法を持つ
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日本こそが、それを力に外交に当たることが決
定的に重要です。非戦の憲法 ９条、核兵器を廃
絶する、この ２つは日本国民が戦争から得た最
大の教訓です。どちらも壊そうとしている安倍
政権こそが、日本と北東アジアの平和にとって
最大の脅威です。
憲法 ９条を守り抜くことが４３期の最大の運動
です。改憲の発議を許さず、 ９条を積極的に実
践していくことが大切です。それは、民医連綱
領そのものの実践です。「核兵器禁止条約を批
准しよう」「戦争より社会保障に財政を」「沖縄
の海にも陸にも基地はいらない、平和で豊かな
沖縄を」、この声を響かせましょう。

（ １）安倍 ９条改憲ストップへ、共同を広げ
３０００万署名を推進し改憲発議を止めよう
自民党はできれば今の通常国会、遅くとも秋
の臨時国会で憲法改正の国会発議を行うとして
います。今年前半の運動が大切です。戦後、平
和と人権を守ってきた憲法を決して変えさせな
い、この国民的な大運動を必ず、やりあげまし
ょう。
安倍 ９条改憲ＮＯ！全国市民アクションのす
すめる全国３０００万人署名の達成で ９条改憲スト
ップの世論を可視化しましょう。３０００万の声が
集まれば、発議は容易にはできません。万が一
改憲案が発議されても、国民投票で改憲を阻止
するたたかいの大きな基盤となります。 ９条の
会をはじめ、すべての地域で広範な共同を作り
上げていきましょう。民医連の目標は ４月末ま
でに、３００万です。
安倍 ９条改憲の危険な内容を職員・共同組織
で学び、運動を広げることが鍵です。憲法学習
第 ２弾のＤＶＤを使った学習運動に１００％の職
員が参加しましょう。
発議された場合、全国会議を開催し特別の体
制と方針を確立します。改憲阻止を勝ち取りま
しょう。

（ ２）辺野古新基地建設の中止、米軍の全土展
開に伴う基地反対の運動を全国で強めよう
戦争する国づくりを止める上で、安倍 ９条改
憲ストップとともに、米海兵隊の最新鋭出撃基
地とされようとしている沖縄の辺野古新基地建
設、米軍機が約１３０機も常駐する東アジア最大

の米軍航空基地にされようとしている山口・岩
国基地など日本全国の米軍基地強化反対の運動
をすすめましょう。また米軍再編・強化と一体
にすすめられている自衛隊基地強化にも反対し
ていきましょう。辺野古への新基地建設は、砕
石搬入などを強行し工事を行っていますが、オ
ール沖縄のたたかいと全国から支援する市民の
非暴力の粘り強い運動により予定通り工事はす
すんでいません。
２月 ４日に行われた名護市長選挙では、 ２期
8年間、辺野古の海にも陸にも基地は作らせな
い、子ども達の豊かな未来を名護市民自身の手
で作り出そうと奮闘してきた稲嶺市長の三選が
残念ながら阻まれました。
今回の選挙結果は、名護市民が辺野古新基地
を受け入れたものではありません。選挙を通じ
て、 ７割近い市民が辺野古新基地建設に反対の
意思表示をし、当選した新しい市長も、辺野古
新基地建設を進めるとは一度も発言せず、公約
には海兵隊の県外への撤去も明記しています。
選挙後も、「選挙結果が辺野古新基地建設に対
する名護市民の容認の意思を示すかどうか」と
問われ、「そうとは思っていない。私は容認とい
うことで選挙に臨んでいない」と述べています。
支援した自民党、公明党、維新の会は「普天
間」も「辺野古」も一言も触れず市民の最大の
関心事である争点を隠しました。また、滞在的
観光地として経済を活性化し、全国の市町村で
も有数の人口増加を実現している稲嶺市政の実
績に対し「名護市経済の遅れ」、「閉塞感」など
と事実にもとづかない嘘の宣伝に終始しました。
市民に、辺野古新基地建設推進を一度も明言
しないまま当選した新しい市長が工事を推進す
ることは許されません。民意に沿い市長権限を
行使し、工事をストップするよう求めていきま
す。
引き続き辺野古新基地建設反対と高江ヘリパ
ッド建設の撤回のたたかいに連帯し支援を続け、
１１月の沖縄県知事選挙で翁長知事再選のため、
全国から連帯を強め、奮闘しましょう。
名護市沖やオーストラリア沖で墜落し死傷者
がでるなど重大な事故が続き、事故率が ９月末
時点で海兵隊機全体の平均を上回っている欠陥
機オスプレイが日米共同訓練の名の下で、全国
の市街地上空を飛び回っています。言語道断で
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す、即時撤去を求めます。

（ ３）核兵器禁止条約の歴史的成果に立ち、ヒ
バクシャ国際署名の飛躍と被爆者支援に全力を
核兵器禁止条約の採択により、核保有国がさ
らに厳しい立場に追い詰められています。核兵
器禁止条約の発効、核兵器廃絶まで、ますます
大きな運動が求められています。条約にはすで
に５６カ国が署名し、 ４カ国が批准しています。
条約発効の基準である５０カ国の批准を早期に達
成することが焦点です。核保有国や日本も含む
同盟国での運動と世論が決定的です。引き続き
被爆者とともに世界に広島・長崎の被爆の実相
を知らせ、核兵器廃絶の世論を高め、唯一の戦
争による被爆国にふさわしく、核廃絶の先頭に
立つ日本政府に変えていかなくてはなりません。
ヒバクシャ国際署名は２０２０年までに世界で数
億人の目標でとりくんでいます。２０１8年から１９
年、この目標に到達するための飛躍が世界を変
えることになります。
民医連として、総会までに１００万筆、ＮＰＴ
再検討会議が開かれる２０２０年までに３００万筆達
成するよう、節と目標を定めて署名にとりくみ
ます。あらゆるつながりを生かしてヒバクシャ
国際署名を地域でひろげ、各地域で署名推進連
絡会を立ち上げ、世界の流れは確実に核兵器廃
絶の実現に向かっていることを広く知らせ、核
兵器廃絶の大きな世論を起こしましょう。そし
て日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を迫
りましょう。
原爆症認定集団訴訟（２００２年開始）は、２００９
年に「原爆症集団訴訟の終結に関する基本方針

に係る確認書」が取り交わされたにもかかわら
ず認定申請の却下があい次ぐ中、２０１０年より「ノ
ーモア・ヒバクシャ訴訟」が始まりました。政
府が新しい審査方針（※注）を再改訂し、爆心
付近で被爆していても原爆症と認めないため、
多くの被爆者が苦しみ続けています。
昨年１１月、広島地裁が「原爆症の認定の取り
消しが不当である」ことを求めた原告１２人全員
の訴えを却下し、これまでの「原爆症認定」を
求めて積み重ねてきた「集団訴訟」の流れに逆
行する判決をくだしました。原告は亡くなった
１人を除く１１人が控訴し、裁判闘争が続きます。
今年「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」は大きな
ヤマ場を迎えます。大阪高裁（ １月１６日判決）
をはじめ、結審・判決が続きます。これまでに
高裁 ３カ所（東京、名古屋、福岡）、地裁 ３カ
所（大阪、広島、熊本）で民医連の医師が証言
に立ち、昨年は東京高裁で医師 ２人が証人尋問
に立ちました。国・行政の怠慢、被爆者援護法
の精神に基づいた被爆者救済が行われていない
こと、国側証人の指摘の問題点などを明らかに
し、被爆者によりそい、国による切り捨てを許
さないとりくみをすすめましょう。
広島・長崎の被爆者は、この ２年間で １万
88９8人が亡くなり、２０１７年 ３ 月末時点で１６万
４６２１人となりました。平均年齢は8１．４歳と高齢
化し、医療・介護、生活支援の必要性がますま
す高まっています。被爆によって家族を失い、
家を失い、就労や結婚の機会を奪われ、貧困、孤
老の被爆者が多くいます。老後への不安を抱え
る多くの被爆者の思いに寄り添い、医療介護だ
けでなく、生活そのものの支援にとりくみます。

第 ２節　いのちと人権を守り抜く運動、原発ゼロへ向けて
２０１8年、安倍政権による社会保障解体が、本
格的な実行段階を迎えます。４３期はいのちと人
権を守り抜く正念場の年です。
「無差別・平等の医療と福祉の実現」「すべ
ての人が等しく尊重される社会」をめざす組織
である私たちにとって、社会保障運動は「存在
意義そのもの」であり、「たましい」です。
社会保障解体の岐路にたつ今こそ、共同組織、
患者・利用者、地域住民とともに、日本国憲法
と人権としての社会保障を守り生かしていきま

しょう。

（ １）日常診療・介護の実践の中から、事例に
こだわり「学び、つかみ、つながり、広げる」
社保活動を強化しよう
民医連は、現場で困難な患者、利用者に寄り
添い医療、介護を実践していることに強みがあ
ります。社会的処方を通じて一人ひとりを救う
とともに、貧困の中で苦しんでいる患者や患者
になれない病者の事実の重さを知っている私た
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ちが声を上げ、実態・事実を「見える化」し、
広範な世論をつくり、さらに運動を強めましょ
う。そのために、「気になる患者カンファレンス」
「経済的事由による手遅れ死亡事例調査」「生
活保護実態調査」「熱中症調査」「寒冷地調査」
「介護困難事例調査」「共同組織アンケート」「高
齢者アンケート」、無料低額診療事業をとりま
とめた「救ったいのち事例」「歯科酷書第三弾」
など、事例をつかむ多彩で優れたとりくみをＳ
ＤＨに基づいて評価・アセスメントし、改善方
向を明確にし政策化しましょう。
記者会見やマスコミへの働きかけを行い、報
道されることによって世論形成がはかられるこ
とは、民医連職員や共同組織の民医連の医療・
介護活動への確信にもつながります。こうした
「見える化」の活動を通じて、幅広い共闘の構
築と運動化につなげていきましょう。

（ ２）事例にこだわり、職員の学習を重視しよ
う
この間の全面的な社会保障改悪に対し、「あ
まりに急速で学習が追いつかない」「改悪の内
容が広すぎて、街頭署名で説明ができない」な
どの声も出されています。「現場での気づき」
を大切にして、自らの職場・仕事に引き寄せて
具体的な問題点・疑問点を出し合うことこそ、
今求められる活動です。いのちの重さを踏みに
じる社会保障改悪に対抗して「事実の重さ」を
力に、学び発信する「すべての職員の参画によ
る社保活動」の第一歩です。事例にこだわり、
患者・利用者から学んだ地域の課題、医療、介
護福祉の実態をＳＤＨと結びつけ、「改善」「予
防」するとりくみの強化へ結び付けていきまし
ょう。そのことによって医療・介護にとどまら
ない、総合的な社会保障を求めるたたかいを展
望し、安心して住みつづけられるまちづくりの
課題にも結びつけていきます。
全日本民医連として、情勢に合わせ学習資料、
宣伝物をタイムリーに作成します。

（ ３）受療権保障を社会保障を守る入口に、　
アウトリーチの体制確立を
受療権を保障するための支援やとりくみは、
社会保障を守る「入口」となります。総合的な
生活保障のためには「受療権」だけではなく「所

得保障」「教育」「居住権」「介護・保育・障害
などのケアサービス」などが必要です。社保協
や障害者団体、難病患者組織、高齢者団体など
と連携をすすめ、総合的な生活保障が行えるよ
うにしましょう。
民医連がめざす「無差別・平等の地域包括ケ
ア」、安心して住み続けられるまちづくりは、
事業所の中にいるだけでは実現しません。日常
的にすべての職種と共同組織で、アウトリーチ
でニーズを把握し、権利として医療と介護、く
らしを一緒に取り戻しましょう。

（ ４）「成功体験」の共有化と拡散、共同組織
・住民運動や地方自治体との連携を強め、全国
的な運動へ
全国各地で社会保障拡充にむけた貴重な経験
が蓄積されています。保険薬局の無料低額診療
事業適用や「薬剤費の助成」制度では、全国 ７
自治体で「薬剤費の助成」制度が行われていま
す。２０１２年 ５ 月の中核市長会、２０１６年及び２０１７
年の大都市民生主管局長会議では、それぞれ国
に対し、「無料低額診療に係る調剤のあり方に
ついては、国が責任を持って対応すべき」と要
望を提出しています。全県連で地方自治体によ
る「薬剤費の助成制度」実現を要求しましょう。
全日本民医連としても引き続き厚労省への要請
にとりくみます。
北海道では広範な運動により、北海道教育委
員会が道内各市町村教育委員会に、就学援助家
庭に「無料低額診療事業」を周知するよう指示
し、市町村教育委員会が具体化しつつあります。
その教訓を生かして、自治体要請にとりくんだ
沖縄でも同様の措置が取られました。こうした
「成功体験」、成果を共有し全国の運動へ発展
させ、成果を全国的に広げていきましょう。そ
のために、医療福祉労働者・労働組合、患者団
体、障害者団体、家族団体、医療機関、職能団
体、教育団体、弁護士会、司法書士会など運動
の幅広い共闘をつくり上げましょう。また自治
体との連携を強化しましょう。
野党共闘が社会保障分野でも前進するよう、
都道府県議会でも国会でも働きかけ、自治体や
国の政策を住民、国民の立場に立った政策へと
転換させる運動もすすめましょう。
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（ ５）社保協活動の強化
県社保協へ結集を強め、事業所や共同組織の
あるすべての地域での地域社保協の結成、活動
の活性化にとりくみ、地域に社保協の旗を立て
て地域住民のよりどころとなるよう、責任を持
って個人や運動団体と協力し社保活動を強めま
しょう。自治体キャラバンや自治体との懇談に
積極的にとりくみ、ともに権利としての社会保
障を実現する立場で、行政とも向き合いましょ
う。

（ ６）消費税に頼らない財源を明確にした社会
保障政策の合意づくりを
安倍政権のもとで、消費税増税8．２兆円、年
金削減、医療・介護の負担増等の社会保障改悪
で６．５兆円もの負担が国民に押し付けられてき
ました。一方、大企業は ４兆円の減税、軍事費
は、 ５年連続の増加となっています。安倍政権
は、全世代型の社会保障と称して「消費税１０％」
引き上げの一部を教育・子育てに回す、そして
高齢者等への負担増を強行しようとしています。
教育・子育て充実への切実な願いを人質に消費
税の１０％への引き上げを必ず実行するとの宣言
です。消費税は所得の低い層ほど負担が大きく、
財源として消費税に頼れば、格差はさらに拡大
します。また必ず増税による消費不況を招き、
暮らしと経済がさらに打撃を受けることは間違
いありません。
消費税引き上げは中止し、富裕層・大企業へ
の優遇をあらため、応能負担にもとづく、税制
の改革、４００兆円を超える大企業の内部留保の
活用、すべての国民が人間らしく生きられる社
会への転換に回す、こうした財源を明確にした
社会保障制度が野党共闘の政策に明確に位置付
けられるようにしていきます。
「人権としての医療・介護保障」をめざす民
医連の提言で示した「所得再分配を強める税制
改革」「応能負担原則にもとづく社会保険料の
確保」「内需を拡大し、地域経済の発展、賃金
のアップによる社会保障の充実」など今日的に
豊かな内容にして政策提言として充実させてい
きます。
また、ＴＰＰ１１（※注）、日米ＦＴＡ（※注）
など、多国籍企業が活動しやすくし、いのちよ
り儲けを優先させる枠組みがくり返し作られよ

うとしています。国際的な運動・連帯も強め反
対していきます。

（ ７）高すぎる窓口自己負担の改善・廃止、子
ども医療費助成制度拡充など、保険で良い医療
・介護を受ける権利を広げよう
窓口一部負担金が受診抑制につながり、受療
権が剥奪されています。最近はがん治療が外来
で実施され、高額な治療薬が長期間使用される
ことも多く、中断せざるを得ない患者もいます。
こうした受診抑制や中断事例などの事態を明ら
かにして社会問題化し、高すぎる窓口負担の改
善、廃止を実現しましょう。
子どもの医療費助成制度の拡充は、子どもの
貧困対策としても重要です。ＰＴＡや「子ども
の貧困問題」にとりくむＮＰＯや教育関係者、
医師会など幅広い共同で、国の制度として義務
教育終了時までの助成制度を実現し、さらに１8
歳以下までの助成制度をめざしましょう。また
一部負担金の撤廃を求めていきましょう。子ど
も医療費や介護保険の福祉用具購入費や住宅改
修費などの「償還払い」制度は、受診・利用抑
制につながります。現物給付方式を全国一律に
実施させましょう。

（ ８）無料低額診療事業制度の拡充と可視化、
すべての事業所が無料低額診療事業の申請を
低賃金・低収入や自己責任論の影響など深刻
な実態がすすむ中、無料低額診療事業が医療継
続になくてはならないことが明らかになってい
ます。プライバシー保護に十分留意して無料低
額診療事業の実態を可視化し、社会保障制度の
問題点や運用上の歪みを明らかにし、社会保障
充実のたたかいに結びつけましょう。無料低額
診療事業の当事者自身が声を出し立ち上がるこ
とは重要です。当事者に過度な負担を与えない
ように十分配慮しながら、その実態を発信し、
ともにたたかいましょう。無料低額診療事業を、
共同組織の機関紙や班会でも大いに周知しまし
ょう。
改めて全ての民医連の対象事業所が無料低額
診療事業に挑戦するとともに、自治体病院など
民医連以外の医療機関も無料低額診療事業にと
りくむことを大胆に提起しましょう。また、多
くが持ち出しとなっている現状を踏まえ、適切
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な税制措置を求める運動を強めましょう。千葉
民医連の事業所が千葉県福祉医療施設協議会に
加盟し、民医連外の無料低額診療事業を行う事
業所と情報交換している経験や、民医連外の実
施医療機関や学者、マスコミ関係者も参加する
近畿無料低額診療研究会の活動などに学び広げ
ましょう。

（ ９）地域医療構想、国保財政の都道府県移管
と国保法４４条、７７条の改善、生活保護改悪許さ
ず拡充を
２０１8年、医療提供体制を縮小するために地域
医療構想が地域医療計画として動き出します。
県内の医療圏ごとの運動を、医療団体・関係者
とともに高齢者救急の崩壊、多数の介護難民の
発生などの問題点を明確にし、世論をつくって
いきましょう。また公立病院の縮小・削減など
にも地域医療の確保の観点から共同した運動を
重視します。
国保財政運営の都道府県への移管に伴い、国
保料が急増する市町村が少なくありません。滞
納の増加も想定されます。その実態を可視化し、
国保法４４条、７７条を実効あるものにする要求運
動を全国的に大いに展開しましょう。恒常的低
所得者への保険料・窓口負担金の減免の実現が
重要です。
小田原市職員の事件に象徴されるように、生
活保護行政の中で「自己責任論」の蔓延と、受
給者の権利を侵害する実態が広がっています。
２０１8年度の生活保護基準の見直しにおいて、厚
労省の生活保護を一般貧困世帯に合わせて引き
下げるという本末転倒の提案は受け入れるわけ
にはいきません。一般困窮世帯への支援こそ国
がやるべきことです。生保基準の引き下げは、
住民税非課税限度額や就学援助など他の制度に
も波及し、ますます低所得者の生活を圧迫し貧
困を拡大させます。いのちのとりで裁判全国ア
クションが提起する支援行動や署名宣伝へのと
りくみなど、改悪を許さず拡充させる運動を強
めます。国は、「後発医薬品の使用促進や頻回
受診対策による医療扶助の適正化等にもとりく
む必要がある」とし、頻回受診者に対する償還
払い制度創設の検討にも言及しています。生活
保護受給者の受療権を守る運動として改悪反対
にとりくみます。

全国生活と健康を守る会、社会保障研究者と
ともに、２０１8年に「健康で文化的な生活」全国
調査の実施を予定しています。国民の生活実態
と住民の意識を明らかにし、「健康で文化的な生
活」とは何かを提言する基礎資料を得ることを
目的に行われます。積極的にとりくみましょう。

（１０）原発ゼロ・原発事故被害者支援のとりく
み
原発ゼロの未来へ、これが多くの国民の願い
です。私たちは原発推進政策の転換を求め、「原
発ゼロの日本実現」の一点での共同を粘り強く
すすめながら、原発推進政策の転換を求める運
動の前進をめざします。原発再稼働の根拠とさ
れているエネルギー基本計画を見直し、原発再
稼働をやめさせ、再生可能エネルギーの比率を
大幅に増加させることを求めるとりくみをすす
めます。
福島の実態が報道されない状況は、原発事故
などまるでなかったかのように、原発再稼働を
推しすすめる安倍政権の意向と深く結びついて
います。私たちは福島の現実を学び、福島に寄
り添い、福島とともに住民本位の復旧・復興を
めざし、支援連帯行動を継続します。
原発事故を収束させ、廃炉へとしていくため
には、原発労働者の健康を守る必要があります。
引き続き、原発労働者の健康相談活動にとりく
みます。また東京電力福島第一原発で働いた経
験をもつ労働者も全国に多くいます。全国各地
で一般診療を受診する可能性があり、健康問題
に関する不安や相談事に応えていくとりくみを
すすめます。

（１１）２０１９年春の一斉地方選挙、夏の参議院選
挙と民医連の立場
憲法を無視して暴走する安倍政権の憲法 ９条
改悪、社会保障解体をストップさせ、住民本位
の地方自治を作り上げていくうえで、２０１９年春
の一斉地方選挙、夏の参議院選挙のふたつの全
国的な選挙は重要な意味を持ちます。
暴走を止める道は、市民と野党の共同、共闘
の力を前進させる以外にありません。今とりく
んでいる３０００万署名、社会保障解体ストップの
市民運動の高揚と野党の共闘を強め、安倍政治
を終わらせましょう。
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私たちがめざすのは、憲法にもとづき、個人
として尊重される政治を実現することです。県
連、事業所もとりくみの具体化をはかるととも

に、すべての職員・共同組織の仲間が、「主権者」
として参加することを呼びかけます。

第 ３節　医療・介護活動の ２つの柱をさらに前進させ、
地域包括ケア時代に民医連の新たな発展期を築
こう

（ １）民医連の医療・介護活動の新たな「発展
期」を築こう
現在は、社会経済状況と疾病・死亡構造が変
化し、医療・介護の提供体制、医師・コメディ
カルスタッフ教育制度がターニングポイントを
迎えており、民医連の医療・介護活動と後継者
養成の新たな「発展期」をつくる時です。その
「発展期」をつくり出す客観的な条件は、①超
高齢社会の到来とともに疾病構造や健康概念が
変化し、生活モデル（生物・心理・社会モデル）
での介入なくしては地域住民の健康を守れない
状況が明らかになってきていること。②日本で
広がる貧困と健康格差に立ち向かい、すべての
人々の健康権を守る無差別・平等の医療・介護
が求められていること。③ＳＤＨへの認知度が
進み、健康格差対策が政策レベルの課題になり
始めていること。④２０１8年から医学教育のコア
カリキュラムにＳＤＨが位置づけられたこと。
⑤自治体や医療機関、介護・福祉事業所、ＮＰ
Ｏ、町内会など、今までになく地域に共同・連
携の担い手が広がり前進していることなどです。
まさに疾病を生活と労働の場から捉え、地域
に根ざした保健予防活動や在宅医療・介護など
に積極的にとりくんできた民医連への注目と期
待が高まっています。
これらの客観的な条件を生かし、地域包括ケ
ア時代に医療・介護活動の新たな「発展期」を
つくり出していく上での基軸が医療・介護活動
の ２つの柱の実践です。

（ ２）医療・介護活動の ２つの柱の実践を通し
て、無差別・平等の地域包括ケアを切り拓こう
①無差別・平等の地域包括ケアの探求と実践
無差別・平等の地域包括ケアの土台となるの
は、基本的人権が尊重され誰も置き去りにされ
ない地域社会であり、それを保障するのは、公

的制度の拡充と地方自治、民主主義です。
各法人・事業所では、医療・介護に関わる自
治体の計画の情報収集や詳細な分析と同時に、
地域住民の実状や要求、民医連以外の事業所の
動向などをリアルに把握することが必要です。
各事業所の医療・介護機能を地域に生かすため
には、地域の事業所、地域医師会、住民団体や
ＮＰＯ等との積極的な連携が重要です。
特に２０２５年に７００万人に増加すると予測され
る認知症へのとりくみは、日常の医療・介護実
践の大きな課題です。地域や共同組織と協力し
ながら「認知症カフェ」などに旺盛に取り組み
ながら、全日本民医連が発刊する「認知症実践
ハンドブック」を参考に、医療・介護、職員育
成、まちづくりの課題を総合的に進め、認知症
になっても安心して住み続けられるまちづくり
をすすめましょう。また、精神医療委員会がま
とめた「基盤としてのこころの診療推進方針案」
は、医療・介護活動の ２つの柱の実践の上で欠
かせないものとなっており、精神科医のいない
事業所を含めてよく討議し、課題を明確にしま
しょう。

②総合的な医療・介護の質の向上のとりくみ
質の向上のためには、患者の人権を尊重した
「共同のいとなみ」を各課題で貫くことを重視
し、多職種協働の視点でチーム全体の機能・役
割を高め、職場間・職種間の権威勾配の解消、
安全や倫理等の職場文化の醸成が求められます。
そのための有効なツールとしての「チームＳＴ
ＥＰＰＳ」を医療・介護の現場に本格的に普及、
定着するために、トップ幹部を対象とした研修
会の開催などを検討します。全日本民医連とし
て介護安全のとりくみは、前期、緒についたば
かりです。今期は、全面的に強化しなければな
りません。法人、県連として介護安全委員会を
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設置し、組織的な対応をすすめましょう。対応
が困難な小規模法人・事業所に対する県連の支
援も必要です。前期提起した「介護現場の重大
な事故に対応した危機管理の基本指針２０１8」に
基づき、各法人・事業所において重大事故の対
応方針、マニュアルの整備をすすめましょう。
臨床倫理四分割法によるカンファレンスを実
践し、倫理コンサルテーションなどをすすめて
いきます。また、介護分野や小規模事業所での
倫理のとりくみを支援するため、県連の倫理委
員会の確立と強化を図ります。
この ７年間の蓄積をもとに「民医連ＱＩ推進
事業」のステップアップをめざして全病院への
広がりと医療の質の改善・向上に結びつくとり
くみを前進させて行きます。そのためにも医師
の参加と民医連ＱＩ推進士の配置・養成を強化
していきます。医療専門職にとって技術・技能
の向上は、必須の課題です。さらに、その技術
・技能の向上が、それぞれの地域の要求にあっ
た技術展開であるかについて、専門職が集団的
に議論することが大切です。超高齢社会では、
医療・介護活動に倫理的な要素が多くあり、高
齢者の手術や薬剤の使い方など人権や安全をど
のように守るかが問われています。すべての人
が年齢に関係なく自分に最も合った医療を受け
る権利があるということを認識すべきです。

③各職場で健康格差対策へのとりくみを強めよ
う
自己責任論に対峙し、健康格差対策をすすめ
るには、ＳＤＨの学習と理解だけでなくアドボ
カシー活動（※注）や社会的処方（※注）につ
ながる日常活動、地域活動をいかに推進するか
が重要です。
事業所・職場では、①診療現場におけるＳＤ
Ｈを見える化するための仕組みとツールを構築
する（電子カルテへの問診票導入）、②貧困治
療のための「経済的サポートツール地域版」を
作成し、全職種で共有化し活用していく、③「Ｓ
ＤＨ・社会的処方症例検討会」の開催や社会的
処方・支援等のチームをつくり地域につなげて
いくとりくみを強めましょう。
全日本民医連は、Ｊ―ＨＰＨと共同して「日
本版貧困評価・支援ツール」や「ベストアドバ
イス日本版」などを発信し、医療・介護活動の

２つの柱に基づく職員・医師のための「日本版
貧困治療ワークショップ」の開催と、「ＳＤＨ
・社会的処方を学ぶための事例集」等を具体化
します。これらを通して貧困を病因・病態の一
つとして日常的に評価し、治療するという視点
を持った職員養成につなげてゆきます。

④民医連らしい臨床研究を推進しよう
医療・介護活動の ２つの柱の実践に基づいた
学術研究活動は、自分達の医療実践のまとめを
振り返るとともに、貧困や格差がもたらす健康
と生活への影響と困難な状況にある人びとの実
状を見える化することです。「経済的事由によ
る手遅れ事例」をＳＤＨや社会的支援の立場か
ら分析することや、無料低額診療事業の実態と
医学的評価を社会に発信していくことが求めら
れます。
ＳＤＨやヘルスプロモーションに着眼した臨
床研究は民医連に多くの優位性があります。広
範な研究者との連携も含め，臨床研究を広げ発
展させていくことは、民医連の役割や活動を社
会に発信すると同時に、職員養成でも重要な意
義を持っています。

（ ３）新たな「発展期」を築くために病院、　
診療所を輝かせよう
病院・診療所は、医療・介護活動の ２つの柱
を基軸に新たな「発展期」を築く役割と機能を
発揮することが必要です。中小病院、診療所は、
急性期や、外来、検診などこれまでのスタイル
を事業所の中で待ちながらとりくんでいくだけ
ではなく、貧困と超高齢化、認知症、生活の困
難、孤立、孤独、育児や教育の困難などを抱え
る患者、利用者を地域の中で掘り起し、誰もが
健康で安心して、暮らし、老い、最後まで生きら
れるまちづくりの役割・機能を輝かせましょう。
民医連が「地域になくてはならない病院」と
して存続し続けるためにそれぞれの機能を見極
めるとともに、あらためて地域におけるポジシ
ョニングと役割を明らかにし、具体的な計画を
すべての病院で作成しましょう。
民医連のＤＰＣ病床・病棟を有する病院が果
たすべき役割は、①急性期医療分野における無
差別・平等の医療・介護実践を貫くこと、②患
者・住民の困難な現状を共有し困難事例を排除
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しない地域連携構築に参画すること、③地域医
療・地域包括ケアにコミットできる総合的視点
をもち、無差別・平等の民医連医療を担う専門
医の確保と養成、④共同組織や住民とともに、
急性期医療や地域連携の今日的課題を明らかに
し、質向上につながる実践を積み重ね、地域に
発信していくことです。
民医連の地域包括ケア病棟は２０１６年8６病院
３１１９病床となっており、障害者病床や一般病床
などから転換し、２０１５年と比べ１8病院１０２７床増
えています。無差別・平等の地域包括ケアの担
い手となる病棟としての役割を果たしていかな
ければなりません。
在宅や施設からの急性期疾患のサブアキュー
ト機能や、急性期病床からの在宅復帰をめざし
たポストアキュート機能、さらにはレスパイト
入院など在宅患者、家族をささえる役割が求め
られています。
「地域包括ケア時代」に求められる診療所の
役割は、さまざまな課題が存在する地域の中で、
単に、診療所だけの枠でなく、生活者の視点で
地域をとらえ、医療・福祉の複合体の機能を発
揮して、周囲の中小病院、開業医、介護・福祉
事業所、ＮＰＯ、町内会などと共同して地域の
課題にとりくみ、「まちづくり」の有力な拠点
のひとつとなることです。住民中心の地域ケア
会議の実施や、充実した外来診療とともにアウ
トリーチで住民ニーズを把握し、住民本位の地
域包括ケアを前進させていきましょう。
「まちづくり」をすすめるためには、ＳＤＨ
の視点で地域の課題に気づける「人づくり」が
重要です。地域や職種間の距離が近いという診
療所の特性を生かして、地域密着・多職種協働
で職員育成をすすめましょう。

（ ４）県連医活委員会の役割と課題
―法人・事業所への支援と情報発信　県連医
活委員会の確立や機能強化は、医療・介護活動
の ２つの柱が全ての県連や事業所で旺盛に実現
されるための組織的な保障です。医活委員会の
活動は、県連の医師集団の中心的な課題である
ことを認識し、県連の四役を軸に医師幹部や県
連・法人理事を中心とする委員構成とし、その
活動に権限をもたせるしくみづくりが重要です。
医療・介護活動の ２つの柱の実践が、地域・事

業所で多様性を持ってすすめられるよう、政策
提案や推進の支援と情報発信を行う役割が医活
委員会に求められます。民医連の医療・介護活
動と運動の継続・発展のためには、若手・中堅
職員が医活委員会事務局を担うことが必要です。
全ての地協で医活委員長会議や医活担当者会
議を開催し、現在、全日本民医連で行われてい
る各種集会が地協ごとに行われるように計画・
具体化していきましょう。全日本民医連は、地
協や県連において医療・介護活動の ２つの柱を
具体化していく医活委員長や担当者の養成、各
分野の推進者・専門家の養成を強化していきま
す。

（ ５）歯科分野
①「歯科事業所完結型」から転換し、連携のも
とでの無差別・平等の地域包括ケアをすすめよ
う
口腔ケアが誤嚥性肺炎を予防することはもち
ろんのこと、滑舌の低下や食べこぼし・わずか
のむせ、噛めない食品の増加など口腔機能にお
ける軽微な衰え（オーラルフレイル＝※注）は
身体のフレイルの入口であり、早期発見、早期
介入することが重要です。何よりも高齢者の「口
から食べる楽しみ」をささえることはＱＯＬ向
上に大きな効果をもたらします。地域包括ケア
における歯科の役割は、虫歯や歯周病の治療の
みならず、口から食べる機能（咀嚼）の維持・
回復を含めた「口腔ケア」が居宅・病院・施設
で実施されているかを把握し、多職種連携によ
り対応できるようコーディネートすることとい
えます。歯科医療の視点を広げ、患者を中心と
した多職種協働、チーム医療の中での歯科医療
に転換し、「歯科事業所完結型」から医科、介護、
地域との連携をすすめ、無差別・平等の地域包
括ケアを実践しましょう。

②民医連らしい歯科医療をめざし、「歯科酷書
第三弾」から学び行動を
「歯科酷書第三弾」の活用は、「生活の質を
ささえ、人間のいのちと尊厳を口から守る歯科」
としての活動をすすめるものです。医療制度が
改悪される時、患者に住民に社会的困難が降り
かかる時、まずは歯科の制度上に困難が訪れ、
歯科受診の患者に困難が現れ、中断や受診抑制
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による口腔崩壊が広がります。歯科酷書では、
「口腔崩壊」の原因でもある生活困窮がすすみ、
さらに手遅れとなる状況が目の前で起こってい
る実態が複数の事業所から報告されています。
医科歯科介護の協働で、口の中から全身へ、多
職種協働の地域包括ケアの実践と日常の気づき
から人権を守る運動へ、酷書を手に地域へ実態
を知らせることで、酷書からいのちを守る運動
へつなげていきましょう。

③中長期計画の中で、歯科医師の後継者養成と
必要利益の確保をすすめよう
次代を担う歯科奨学生のとりくみを、全国的
にも地協、県連でも連携をして本格的にすすめ
ていきましょう。また、中堅歯科医師、青年歯
科医師の世代別の集団づくりも重要です。これ
までの中堅歯科医師交流集会や青年歯科医師会
議を継続し発展させていきます。奨学生確保と
養成のとりくみでも、医学対のとりくみにも学
び、共同の企画等連携をすすめていきます。
中長期経営計画の実践として、人づくりや、
施設リニューアル、設備投資などを行える必要
利益確保にとりくみ、事業所経営を黒字体質に
転換しましょう。２０１６年度歯科医療活動調査結
果から、医療活動上の課題を整理し中長期計画
の裏付けとなる経営計画をすすめ、２０１8年歯科
診療報酬改定の内容を学習し、対応策を早急に
検討しましょう。

④職員育成、その他の課題
歯科衛生士は、役割の重要性を活かしていく
ために、歯科部でのとりくみを強めていきます。
歯科技工士は、前期から引き続き歯科技工士交
流集会のまとめを具体化していきます。事務に
ついては、事業所においてその配置と保全が重
要です。
前期は、全地協からの歯科部員の選出ができ
ない職種もありました。今期は早期に全地協か
ら歯科部の体制を確立することとします。

（ ６）介護・福祉分野のとりくみ
無差別・平等の地域包括ケア、医療・介護活
動の ２つの柱をとりくんでいくことは、「民医
連の介護・福祉の理念」の実践そのものです。
介護ウエーブ、事業展開、日常の介護実践、経

営活動、職員の確保・養成などすべての活動の
土台に民医連綱領と「理念」をすえ、介護・福
祉分野での「たたかいと対応」を旺盛にすすめ
ていきましょう。日常の実践をまとめ、民医連
がめざす介護について深め、発信しましょう。

①介護保険法制定２０年・施行１７年の現状と課題
をどうとらえるか
２０１７年は介護保険法の制定２０年、施行１７年目
の年でした。介護保険は「介護の社会化」を求
める国民の声を背景にしながらも、社会保障構
造改革の牽引車として位置づけられ、高齢者医
療費・福祉費用の削減、ビジネスチャンスの創
出を目的として創設されました。そのため、利
用者・事業者間の契約方式、要介護認定や給付
上限の導入、応益負担制、在宅事業への営利企
業の参入容認など、高齢者・国民からみれば「構
造的欠陥」といえるしくみを最初から組み込ん
で設計されました。２０００年の施行後は、自公政
権による一連の制度改革によって、この「構造
的欠陥」が増幅し続けてきました。とりわけ
２０１２年度以降は、病床再編（削減）の受け皿と
して位置づけられた地域包括ケア構想のもとで、
「給付の重点化」「自立支援」の名によるサー
ビスの削減・負担増を徹底する方向がさらに強
められ、その結果、制度への信頼失墜、人手不
足の深刻化、招来しかねない財政破綻など、介
護保険自体が「持続可能性の確保」どころか、
制度的な危機に直面するに至っています。
個々の改悪の中止・改善を求める運動ととも
に、介護保険制度そのものの抜本改革を求める
ことが必要です。それは憲法２５条に裏打ちされ
た必要充足原則、応能負担原則（※注）を貫く
制度への転換であり、利用料や認定制度・給付
上限の廃止、保険財政に対する国庫負担割合の
引き上げなど制度の根幹にかかわる改革です。
私たちがめざす無差別・平等の地域包括ケアも
公的介護保障の充実があってこそ実現するもの
です。現在の制度のもとで困難を抱えている利
用者・高齢者の生活・権利を守り抜く実践を推
進するとともに、介護保険の抜本改善、人権と
しての介護保障の確立を求める世論と共同を大
きく広げていきましょう。

②介護ウエーブにとりくむ意義と課題
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２０１8年度から「改正」保険法、改定介護報酬、
自治体では第 ７期の事業計画がスタートしてい
ます。利用者・現場の実態に基づいて制度を検
証し、国や自治体に対して改善を求めます。
私たちが介護ウエーブに継続的にとりくんで
いるのは、第一に、介護保険はそもそも公的保障
の弱い制度であり、改悪を許さず改善を求める
世論が常に存在していることを示し続けること
が必要なこと、第二に、具体的な制度改善、改
悪中止は、世論と運動なしには実現しないこと、
第三に、介護職員が介護の専門性や社会的地位
の向上のために自ら声をあげることは不可欠で
あり、同時に、声をあげられない多くの利用者
・家族の要求・意見を代弁することは人権の担
い手としての専門職の役割でもあるからです。
介護ウエーブのとりくみを社会保障運動の中
で位置づけ、法人全体ですすめましょう。「介
護を良くする会」などの地域組織づくり、障害
者団体との連携、利用当事者の参加を引き続き
追求します。事例にこだわり、事例から学び行
動しましょう。介護の専門性、やりがいを発信
していくことも必要です。

③「たたかいと対応」の視点でとりくむ総合事業
大半の市町村は現行相当サービスのみでスタ
ートしていますが、基準緩和サービスを実施し
ている市町村では、低い単価設定のため受託事
業所が少数にとどまっていたり、担い手の養成
がすすまず、事業対象者を既存の体制で受け入
れて経営悪化が生じているなどの事態がみられ
ます。ボランティアへの無理な移行によって生
活困難が生じているケースもあり、一部の市町
村で深刻な健康悪化や人権侵害が発生している
こともマスコミ報道などを通して社会問題化し
ています。
事例に基づいて問題点を明らかにし、事業内
容の改善を自治体に求めます。必要なサービス
をプランに位置づけ、確保することや、状態像
の評価など要介護認定への対応も必要です。基
準緩和サービスや住民主体の支援などの事業を
受託するかどうかは各法人の判断になりますが、
各市町村の事業内容や方針を分析し、地域や法
人の実情に応じ、事業対象者に対する支援の確
保や健康づくり、まちづくりなど地域の要求に
応えていく視点で検討します。市町村ごとの方

針を明らかにし、とりくみをすすめましょう。

④介護・福祉事業を展開する上での重点課題
「入院から在宅へ」「医療から介護へ」の流
れが強められる中で、在宅での重度・重症化が
いっそう進行することが予測されます。入院と
在宅、医療と介護の連携を強め、病床機能の本
格的な再編、重度・重症化に対応した在宅分野
・介護分野の総合的な強化が求められます。特
に地域ニーズや今後の政策動向との関係では、
訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護、小規
模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス
の展開が今後重視すべき事業課題となります。
低所得でも入居でき、「暮らし」が保障される
住まいに対する要求は切実です。各地の経験を
学び合い、地域に必要とされる民医連らしい住
まいづくりをすすめましょう。
自治体では第 ７期の介護保険事業計画が策定
されています。計画内容をよく分析し、法人の
長計ともすり合わせながら事業展開の方針を検
討・具体化します。地域包括ケア事業（包括的
支援事業）として位置づけられている医療・介
護連携推進事業、認知症施策、日常生活支援体
制整備事業など、条件があるところは受託を積
極的に検討します。
民医連の地域包括支援センターは8４カ所とな
りました。「生活と人権を守る地域の砦」として、
民医連綱領と「介護・福祉の理念」に沿った活
動がすすめられており、求められる役割は大き
くなっています。法人内での連携、支援をいっ
そう強めます。機能にふさわしい条件整備を自
治体に求めていくことも必要です。
民医連に加盟する事業所を有する社会福祉法
人は、２９県連４６法人となりました。「我が事・
丸ごと」路線のもと、民医連社会福祉法人への
期待・役割がいっそう増しています。高齢化の
進展、貧困・格差の拡大のもとで、地域の要求
に応え、単に介護保険事業にとどまらない、障
害、児童分野をはじめとする社会福祉事業の展
開が求められています。住まいづくり、地域福
祉を推進していくうえで、可能な都道府県では
社会福祉法人の設立に挑戦しましょう。

⑤介護・福祉分野での職員の確保・養成
介護職の確保に向けて、養成校との関係づく



40 月刊民医連資料　別冊（２０１8年 4 月）

り、介護学生対策、紹介運動や広報活動など、
他の経験にも学び、事業所任せにせず、法人の
総力をあげてあらゆる手立てをつくしましょう。
処遇改善や実効性のある確保対策を求める運動
と結びつけた総合的なとりくみが必要です。同
時に離職を生まない職場づくりを追求します。
退職分析を行い、日常業務、管理のあり方につ
いて必要な見直しを行いましょう。日常の仕事
の中でやりがいを日々実感できる職場づくりを
すすめることが大切です。やりがいを「見える
化」し共有し合うことは介護の質の向上にもつ
ながります。
引き続き民医連綱領と「民医連の介護・福祉
の理念」（※注）を「自分の言葉で語ることが
できる」職員の養成をすすめます。「キャリア
パス作成指針」に基づき、民医連らしいキャリ
パス、養成システムを確立し実践していきまし
ょう。地協、県連で管理者・職責者養成のとり
くみを強めます。
介護職部会が３０県連で設置され、介護ウエー
ブや研修、実践の交流などがとりくまれていま
す。介護職が専門職として自ら集い、日常的な
交流を強め、介護の質や専門性について集団的
に議論し発信していく組織づくりは重要な課題
です。引き続きすべての県連での設置をめざし
ます。政府が掲げる「自立支援」や制度改悪に
正面から向き合い、利用者・家族の権利と生活
を守り抜く「たたかうケアマネジャー」への期

待がいっそう高まっています。報酬改定や今後
の事業展開に対応したケアマネジャーの系統的
な養成や集団化、ケアマネジメントの質の向上
などにとりくむケアマネ政策を法人として確立
することが必要です。「ケアマネジメント委員
会の問題提起」（２０１７年）と「民医連のケアマ
ネジャーの役割について」（２０１３年）の議論と
実践をすすめましょう。

（ ７）災害時の医療・介護活動の前進へ向けて、
　ＭＭＡＴのとりくみ
４３期はＭＭＡＴメンバーの登録を開始し、各
県連・法人・事業所において災害マニュアルに
もとづいた訓練がすすめられるようとりくみを
行います。２０１２年に作成した全日本民医連災害
対策指針について、熊本地震などこの間の支援
活動の教訓を踏まえ補強します。
災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）を計画作成
にとりくんでいる事業所の経験を学び、各事業
所がＢＣＰ作成にとりくんでいきましょう。
南海トラフなど大規模災害が発生し、全国的
な支援が必要な事案も現実的に想定される状況
です。４３期の中で当該地域の県連等と全日本民
医連として協議をすすめ対策を強めていきます。
災害時の医療介護減免の制度、住宅保障、避
難所施設の改善に対する政策要望を引き続き国
と自治体に求めていきます。

第 ４節　共同組織とともに、安心して住みつづけられる
まちづくりの本格的な運動を

民医連の事業所と共同組織は、無差別・平等
の地域包括ケア、安心して住み続けられるまち
づくりを掲げて活動をすすめてきました。政府
が公的責任を放棄するような「地域共生社会」
を掲げる今日、これに対抗して、高齢化と人口
減少が同時に加速する社会においても住み続け
られるまちづくり運動をすすめることが重要に
なります。
安心して子育てでき、老いても暮らし続けら
れる地域の基盤を確保し、人口が減少しても、
住民の生活の質が低下しない、むしろ向上する
ようなまちづくりこそ必要であり、公的責任が
曖昧であってはなりません。平和・社会保障の

運動、医療・介護の事業に並ぶ民医連の事業所
と共同組織の重要課題として「まちづくり運動」
を位置づけ、方針化することを提起します。全
日本民医連として、こうした活動を推進するた
めの体制を確立します。

（ １）「地域の福祉力」を高めるまちづくりを
共同組織とともに
私たちのめざす「誰もが安心して住み続けら
れるまちづくり」は、「地域の福祉力」を高め、
地域を「福祉の場」につくり替えていく実践で
あり、民医連綱領の実践です。事業所や共同組
織が、地域のさまざまな団体や個人と結びつき、
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連携を強め、まちづくりの一翼を担う存在とな
っていくことが必要です。
事業所と共同組織が協力し居場所つくり、助
け合いやささえ合いをすすめること、その中で
職員が医療や介護、福祉の専門職として地域で
力を発揮することが不可欠です。まず、まちづ
くりの「当事者」として、ＳＤＨの視点を学び、
共有することが必要です。そしてその視点をも
って地域に出かけ、人々のニーズを把握し、医
療・介護の提供だけでなく、つながりの実現、
暮らしの改善にいっしょにとりくむネットワー
クをつくりましょう。共同組織がとりくんでい
る班会や居場所に職員が定期的に出向き、地域
の人を対象に、健康や介護、生活相談をすすめ、
支援につなげるなど、「まちの保健室・相談室」
のような活動も大切です。行政組織はもちろん、
地域の医療や介護・福祉の事業所、ＮＰＯやボ
ランティア、民生委員、町内会など、地域の人
たちの暮らしをささえ、まちづくりを「共同で
行う組織・個人」も視野に入れて具体化しまし
ょう。こうしたまちづくりの中で、病院・診療
所の役割を鮮明にし、貢献できる施設として発
展させていきましょう。そのためには、中学校
区や小学校区を基本にどういった共同組織をど
のくらいの規模でめざすのか、「４００万の共同組
織、１０万部の『いつでも元気』」を踏まえて改
めて検討します。
共同組織担当者は、まちづくりについての事
業所等の方針を具体化し、職員や共同組織、地
域の人たちをコーディネートする役割を担う職
員として力をつけましょう。
各事業所は、共同組織と定期的に話し合い、
中学校区や小学校区などの単位で、どんな課題
があり、それを解決するためにどうしていくの
か、まちづくりの方針を持ちましょう。職員の
配置や育成、「まちづくり企画室」などの設置、
検討をすすめましょう。また、県連内に多くの
ＮＰＯやボランティア組織、社会福祉法人のあ
るところでは、経験の交流や活動の促進、自治
体との連携・交渉など県連理事会のイニシアテ
ィブが重要です。

（ ２）政府の　「我が事・丸ごと地域共生社会」
に対抗し、住民本位の自治体を求めよう
貧困と差別が現実に存在する社会において、

共に生きるという意味での「共生」が市民の側
から提起され、実行されることは尊いことです。
しかし、貧困と差別が市民の努力だけで解決で
きないからこそ、日本国憲法はすべての人が尊
厳を持って生きてゆくことを人権として保障す
る義務を政府に求めています。
住民の活動は公的制度の補完ではなく、公的
制度を前提に展開されるべきものであり、自治
体の役割は「住民福祉の増進」にあります。「我
が事・丸ごと、地域共生社会」の方針のもと「自
助・互助」の流れがいっそう強められようとし
ており、介護保険の総合事業をふくめ、公的支
援の住民への下請け化を許すことなく、自治体
としての責任・役割を求めていくことが重要で
す。そうした中で、自法人の活動の内容や実績
を伝え、必要な支援・助成を求めることもすす
めていきましょう。

（ ３）共同組織を強く、大きくしよう
①共同組織の担い手づくりを重視しよう
あらためて「安心して住み続けられるまちづ
くり」をとおして共同組織の担い手づくりをす
すめることを意識してとりくみましょう。同時
に民医連の方針や医療介護活動について学ぶこ
とが重要です。役員研修をはじめ、学術・運動
交流集会や社保学習会など、あらゆる場面で職
員とともに学ぶ機会を保障しましょう。計画的
な担い手の養成をすべての法人・事業所・共同
組織で話し合い具体化しましょう。

②構成員の拡大といつでも元気を通じての学び
あいを重視し普及をすすめましょう
構成員の計画的な拡大とともに『いつでも元
気』の普及を重視してすすめます。『いつでも
元気』は、全国の努力で、日本の健康、医療雑
誌の中で ６万近い部数を維持する有数の雑誌に
なりました。また、各地の民医連と共同組織を
つなぎ、医療・介護の実践、平和と人権を守る
運動、「安心して住み続けられるまちづくり」
のとりくみ、病気、健康、介護、社会保障、原
発や平和の問題にいたるまで、写真、イラスト
をまじえわかりやすく伝えています。『いつで
も元気』を購読し、学習し、実践に生かすこと
で共同組織の活動が前進し、豊かになります。
県連をはじめすべての事業所で『いつでも元
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気』の普及目標を決め、職員・共同組織・地域
での読者拡大について方針をたてましょう。
販売所については増減部数を県連や法人で把
握・管理できるようにするとともに、販売所を
ささえるための方針を県連や法人で具体化しま
しょう。

③第１４回共同組織活動交流集会へ全県から参加
し活動の交流と飛躍を
「横浜の白帆に憲法 ９条かかげ、平和・いの

ち・くらし輝く未来を！笑顔つなぐ共同の〝わ〟
いまこそ共同組織を強く大きく」をメインテー
マに第１４回共同組織活動交流集会は２０１8年 ９ 月
９ 日～１０日に横浜で開催されます。
総会から半年後、安心して住みつづられるま
ちづくりなどの実践を持ち寄り、職員とともに
県を超え交流し、活動を学び合う場として成功
させましょう。目標は２５００人以上です。医師を
はじめ多くの職員の参加を呼びかけます。すべ
ての県連から連絡委員を選出しましょう。

第 ５節　経営困難を突破し、民医連の経営基盤を強化す
るために

社会保障が削減され、格差と貧困が拡大する
なか、診療報酬・介護報酬改定に対しても、病
床削減や医療・介護からの患者・利用者の追い
出しを図る誘導策とたたかいながら、医療と介
護の質向上という側面から収益増に結びつける
とりくみを強めることが求められています。民
医連の「強み」を生かし、まちづくりの活動を
通して地域の新しい人びととの接点を広げ、地
域のニーズに応えることを通して患者・利用者
増につなげていくとりくみをすすめましょう。

（ １）民医連の「強み」を活かし、　医療・介
護活動の ２つの柱を正面に据え、　地域との接
点のかつてない広がりを
貧困と格差が拡大する中、医療・介護活動の
２つの柱を正面に据え、地域に出向き、受診困
難な方に寄り添うアウトリーチを事業活動とし
ても位置づけ、無料低額診療事業を含む社会資
源の活用により、無差別・平等の医療と介護の
実践の追求が重要です。
このような状況の中、外来機能を私たちの病
院、診療所への通院患者だけでなくあらゆる地
域住民との結びつきの量と質として捉えること
が必要です。主要な活動である対患者への通院
・救急・在宅・健診・介護・住宅の提供に加え
て、他事業所との連携、行政・住民・共同組織
との結びつきなど、総合的機能が、経営課題と
しても重要であるということです。そのことを
踏まえた、外来機能を全方位で強化する視点を
持ち、戦略的重点を定めることが重要です。
また、地域医療構想調整会議など本格的な地

域医療計画と病床機能分化と削減の議論が始ま
ります。診療圏の状況をよく把握し、病院の使
命と地域における役割、主体的力量や発展方向
を検討し、中期的な医療構想を明確にすること
が必要です。社会保障の解体と都道府県単位の
医療費抑制が掲げられる中で、地域医療と住民
を守り抜く姿勢が重要です。
入院医療、病棟機能分化への対応では、現状
の患者層からみた診療報酬上の適正な選択（ポ
ジションを認識する視点）と戦略的な機能強化
による病床選択（ポジションを取りに行く視点）
の ２つの視点から方向を見極めることが重要で
す。病棟の経営判断は、病院経営の当面の最大
課題です。 ７対 １病棟の絞り込み政策や療養病
棟の施設基準の見直し等に対する対応方針を確
立しておくことが必要です。地域医療支援病院
を含む公的医療機関はすでに２０２５年プラン（※
注）の提出を求められました。地域医療計画の
中で求められる、 ５疾患 ５事業などで自院が果
たす役割なども明確にし、データの見方、活用
の仕方も学びつつ、全病院・診療所で民医連と
してのプランの作成をおこないましょう。

（ ２）中期経営計画を策定し、予算管理の力量
を抜本的に強化しよう
この間の全日本・地協による経営調査・経営
検討会・経営懇談などからみて、「必要利益」
にもとづく予算作成と予算管理の重要性を改め
て強調します。少なくない民医連法人の予算編
成と予算管理のあり方には、不十分さや我流が
存在し、そのことが経営改善のとりくみの不十
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分さにつながっています。必要利益を確定する
には、キャッシュフローや自己資本比率の見通
しなどを総合的に検討しなければなりません。
当然こうした利益目標は、中長期的にみて必要
な投資や借入金の返済、退職金の支払いなどを
踏まえた中長期経営計画をベースとして算出し
ます。その意味で、中長期的な視野での資金見
通しが明らかでない法人は、２０１8年度予算編成
方針に中長期経営計画の確立を位置づけること
が必須の課題です。
２０１６年度経営実態調査では、予算の段階で、
通常の設備投資が自己資金ではまかなえない水
準です。資金不足であるとすれば、そのことを
正面に据え、先送りせず、知恵を結集して打開
しなければなりません。単年度での見通しが不
十分とならざる得ない場合でも、中長期の計画
を描き、着実に実行することが経営責任です。
事業所ごとの予算も法人としてしっかりと論
議すること、事業所任せにせず改善方針も示し
ながら論議することも必要です。また、経常利
益赤字が固定化している事業所、明らかに資金
流出構造となっている事業所などは早急な改善
が必要です。基本は、全事業所が単独で必要な
利益を確保し将来のリニューアル等の大型投資
にも対応できる利益水準をめざすことです。予
算は、仮の数字や試算ではなく実行計画です。
具体的な医療活動、職員の行動計画と一体のも
のとして作成することが重要であり、この計画
の進捗を月次、あるいは四半期ごとなど節目ご
とに進捗を評価・管理するＰＤＣＡサイクルを
確立し、達成することにこだわりましょう。

（ ３）トップマネジメント機能を高め、全職員
の経営を追求し、経営幹部の育成をすすめよう
幹部が経営実態を直視し、全体をつかんで職
員の意欲を引き出し「全職員参加の経営」で経
営問題を克服していきましょう。そのためには、
まず経営幹部が経営を正確に把握すること、そ
の上で職員に正しく知らせることが前提です。
一時的、部分的な経営改善策の実施で打開でき
る時代ではありません。事業所の目標と職員の
生きがいの一致、共同組織の存在、住民患者か
らの信頼、労働組合との協力・共同が民医連経
営の優れた特徴です。職員が経営を改善するた
めに職場がすべきこと、自分がやるべきことを

考え、話し合い、行動に移せることが重要です。
ここに依拠して経営危機を突破していきましょ
う。まさに幹部の姿勢と決意、質が問われる時
代です。
中長期経営計画を作成することとあわせて、
経営幹部の育成はトップ幹部が果たすべき最重
要課題です。幹部の育成には中長期的な視点で
育成計画を明確にしましょう。

（ ４）法人の管理・運営の強化、　医師の確保
と養成に全力を
民医連におけるこの間の内外の経営環境は、
事業の拡大と多様化にともなう法人運営の多角
化、経営的困難、世代交代による幹部の意識と
青年職員の変化、非正規職員の増大による職場
づくりの困難さ、目標管理をはじめとしたマネ
ジメント技法の普及、政策や制度の動向などめ
まぐるしく変化しています。こうした変化の中
でも、法人の機能を引き上げ、民医連の非営利
・協同の医療・福祉複合体という強みを発揮し
なければなりません。その意味でも、民医連統
一会計基準、事業所独立会計、部門別損益計算
などの管理会計の未整備や形骸化がないか、ま
た、法人の内部監査制度、監査監事による監査
・公認会計士による監査などが有効に機能して
いるかなど、法人の機能強化の観点からも改め
て、自法人の現状と課題を検証し、強化をはか
りましょう。
今日、医師の確保と養成は、経営と民医連運
動にとって重点です。経営課題として位置付け、
経営幹部の中で責任者や専任者を配置するなど、
体制を確立しましょう。また、新専門医制度や
「働き方改革」などの動向に留意し、必要な整
備と医師体制の強化のために実行計画を持ちま
しょう。

（ ５）介護事業の経営強化へ向けて
介護事業の経営課題を担当者任せにせず、法
人全体の課題として幹部が責任を持ってとりく
むことが必要です。あい次ぐ制度改悪と報酬改
定の引き下げにより、介護事業経営の厳しさが
かつてなく増しています。このままでは、私た
ちが最も寄り添わなければならない地域の人た
ちをささえられない事態が生じかねません。経
営改善に向けた ２つの転換をはかります。ひと
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つは、「赤字慣れ」から一刻もはやく脱却し、
すべての事業・事業所で、経営改善・黒字化を
めざすという発想への転換です。ふたつめは、
経営改善・黒字化に向けて、従来の延長線上に
とどまらないとりくみへの転換です。情勢の動
きや政策の動向、地域の要求を見きわめ、地域
における法人の立ち位置を改めて明らかにし、
事業所の再編、新規事業への挑戦、法人間連携
など、中長期構想に位置づけながら思い切った
見直しの検討が求められます。医療機関併設事
業所をふくむサービス事業ごとの損益の把握・
分析は経営活動の前提です。事業連携の強化、
とりわけ居宅介護支援事業所と法人内事業所と
の連携を重視し、強めることが必要です。相互
理解を深め、介護の質の向上、地域要求に応え
る事業展開につなげていきましょう。
介護経営が分かる幹部の継続的な配置・養成
は欠かせません。職員の確保対策と一体的にと
りくみます。受給権の保障、報酬改善を求める
運動とも切り結びながら総合的にすすめます。
社会福祉法人では、前期提案した経営指標
（案）に基づく分析と必要な対応を図るととも
に、県連、地協内での相談・支援体制の確立を
はかります。
介護報酬２０１8改定（プラス０．５４％）は、引き
続き「機能の評価」を基本としています。加算
を積極的に算定し、介護の質の向上、管理力量
の引き上げを図る契機として位置づけ、事業基
盤の強化を図り、地域の要求にいっそう応えて
いく攻勢的な対応が求められます。介護、医科
・歯科、薬局を含む法人（グループ）としての
総合力、調整力の発揮が必要です。法的整備を
抜かりなくすすめます。

（ ６）県連、地協経営委員会機能のさらなる前
進を
県連・地協の経営委員会機能のさらなる強化
のために、会議の開催頻度、体制補強、決算資
料など経営情報の集約力の強化、実質的論議の
あり方などについて、求められる役割が発揮で
きる機能に高めていきましょう。都道府県単位
の医療費抑制政策、地域医療構想に基づく調整
会議、この中で、求められる２０２５年をみすえた
医療構想づくり、これらの問題にとりくむ上で、
県連として、県連内の病院それぞれの役割や位
置づけを明確にして総合的な戦略を描くことが
不可欠です。
地協としての専任・半専任の配置検討を地協
運営委員会とも相談しながら、全日本民医連経
営部としても検討を深め具体化をめざします。
また、医師問題とともに、地協運営委員会、県
連理事会での、経営問題の論議を位置づける必
要があります。運営委員会に地協経営委員会の
報告や提起を行い、状況を把握し、必要な対策
を打つこと、県連理事会でも経営問題の報告論
議をきちんと行うことなどは、必須課題です。
地協・県連の機能は、民医連組織の基本である
とともに、人材育成や相互協力という点でも民
医連の強みであり、各法人・事業所の経営改善
の力となるものであり、さらなる機能強化をめ
ざしましょう。

（ ７）全日本民医連経営部のとりくみ
県連、地協の機能を強める課題と併せて、全
日本経営部の機能強化も課題です。経営や会計
の教科書的な書籍の発行、法人専務理事に対応
する経営セミナーや交流の企画、経営幹部の相
互交流の促進、改善事例の発信などあらたなと
りくみも検討をすすめます。共同購入などをは
じめとする民医連の共同事業の強化を図ります。

第 ６節　医師養成新時代、民医連の医師養成・医学生対
策のさらなる前進をつくり出そう

（ １）民医連の医師状況をどうみるか
医学生の中に民医連への共感が広がっている
一方で、民医連への青年医師の定着が減少して
います。医師集団が右肩上がりには大きくなれ
ないという状況に面しており、また少なくない

小病院で医師集団の維持、発展に対して一層の
困難を抱えている状況です。民医連医療の最前
線ともいわれる診療所の後継者確保も同じく困
難を抱えています。
医師委員長・研修委員長会議の問題提起を受
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けての医師集団づくりの議論が各地で開始され
ています。そこで率直に一人ひとりの意見を出
し合った県連や事業所ではあらためて民医連医
師集団としての共通項を探しながら多様性を前
提としての持続成長可能な医師集団づくりへの
話し合いがすすんでいます。先進的にとりくま
れた沖縄県連での医師集団へのアンケートでは
無差別平等の医療方針への圧倒的な支持が表明
されています。
ＳＤＨに正面からとりくむ活動、地域での行
政や教育者との共同など街づくりをすすめる活
動、問題意識を共有する民医連外の医師たちと
の共同、スケールメリットを活かした研究や教
育活動など、全国の民医連医師の活動は現在の
国民の置かれている困難を正面から受け止めな
がら前進しています。そして、その推進者とし
て中堅医師たちがネットワークをつくりながら
奮闘しています。
我が国の初期研修制度は２０１９年～２０２０年にそ
の到達目標を含め制度改定が予定されています。
一方で格差と貧困、超高齢社会という大きな課
題に対して新専門医制度は処方箋を出せないで
います。
この「医師養成新時代（４２回総会方針）」に、
私たちは民医連の医師集団の役割をあらためて
探求し、その形成にとりくむことが求められま
す。現状の困難と課題を患者、地域住民、民医
連で働く仲間とともに乗り越え、時代を切り拓
いていく医師集団をつくるときです。

（ ２）地域住民と患者に寄り添い人権を守り抜
く医師集団をつくりつづけよう
①医療・介護活動の ２つの柱を実践する具体的
行動を
医師集団による実践は、ⅰ）医療活動、ⅱ）
調査研究・エビデンスの発信活動、ⅲ）職員育
成の ３つの分野にわたります。ⅰ）地域包括ケ
ア時代を認識した医療の質の向上へのとりくみ、
ＳＤＨを認識したアドボカシーを医療活動の中
に取り込むことをはじめましょう。ⅱ）調査研
究活動はまさに医師がイニシアティブ発揮を求
められる分野です。その活動への支援システム
づくりを事業所、県連、地協など可能なところ
から追求しましょう。ⅲ）多職種とともに医療
・介護活動の ２つの柱を学び、ＳＤＨへのアン

テナを高める学習の牽引者としての役割を担い
ましょう。

②命の格差を許さない活動・共同を地域からつ
くろう
病人が患者になれない、ケアの必要な人にケ
アが届かない、そういう地域を変えていくとり
くみに医師が果たす役割は大きなものがありま
す。地域における医師同士のつながり、医療・
介護従事者の連携の中で、憲法２５条を生かそう、
命の格差をなくしていこうという世論形成を働
きかけていく役割を担いましょう。

③引き続き「私たちの医師集団作り」を深め実
践しよう
４２期医師委員長・研修委員長会議の問題提起
とその後の議論を重ねて全日本民医連の医師政
策作りを目指します。多様性を前提にしながら、
どのように民医連綱領を実践する医師集団を形
成し続けるのか、持続発展可能な働き方へのギ
アチェンジをどうすすめるのか、引き続き「私
たちの医師集団づくり」を各事業所、各県連で
深め実践しましょう。

（ ３）医療・介護活動の ２つの柱を実践する医
師養成をすすめよう
民医連綱領を実践する医師の養成において、
医療・介護活動の ２つの柱の実践を研修医とと
もにすすめていくことがとても重要です。医療
・介護活動の ２つの柱をすすめるために求めら
れるコンピテンシーの核になるものとしては、
①地域包括ケア時代に求められる力量、②ＳＤ
Ｈを認識しそこに患者住民と一緒に働きかける
力③常に医療の質を向上させる目と実践力があ
げられます。そして民医連の医師養成の特徴で
ある①多職種の中での医師養成、②地域の中で
の医師養成、③研修医自身が研修づくりに参加
する医師養成、④役割を担ってとりくむ医師養
成をさらに進化させましょう。医師養成はもち
ろん、医療活動においても重要な役割を担う事
務職員の関わりと育ちあいを強化すること、Ｓ
ＤＨを意識する風土づくりの中での研修、地域
に存在するネットワークの中での学びを創り出
し深めることが重要です。
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（ ４）医療・介護活動の ２つの柱も力に医学対
のさらなる飛躍をかちとろう

Movement２０１７に総力をあげてとりくみ、５００
人奨学生集団を今期実現させましょう。ロード
マップで掲げた２１卒２００人受け入れは定員の8０
％を受け入れるという高い峰であり、医学部卒
業生に実際に選ばれる民医連でなければ到達し
えません。医師集団形成の前進、医師養成での
発展とあいまってこそ達成できる課題です。医
学生委員会はもちろんですが、県連、事業所の
トップ幹部、医師委員会をはじめあらゆるレベ
ルでこの２００人受け入れの目標に団結し工夫と
努力を集中しましょう。
医療・介護活動の ２つの柱を医学対活動の中
に取り入れていくこととは、医学生とこれから
の時代に求められる医師像・医療像を探ること
であり、民医連の医療活動そのものを理解して
もらいながら、医学生に日本の医療をどう変え
ていくのかを問いかけるものです。医療・介護
活動の ２つの柱を医学対担当者もよく学び医学
対活動をより深める力にしていきましょう。
この間の前進は医学対 ２つの任務（①医学生
のさまざまな自主的活動を援助し医学生の民主
的な成長と運動の発展を促すこと、②民医連運
動の後継者を確保すること）の両者をあいまい

にせず追求してきたからこそつくり出せたもの
です。医ゼミの成功、医学生の要求実現を掲げ
る医学連の活動など医学生の間に良心とヒュー
マニズムに裏打ちされた大きなエネルギーの発
揮があり、また、ＳＤＨへの関心もかつてなく
広がるなど今と次の時代を見つめる医学生の輪
は強く大きくなっていきます。医学部卒前教育
のコアカリキュラムにＳＤＨが明記されたこと
は、今後の我が国の医師養成に大きな質的影響
を与える可能性があります。経済的状況や地域
枠や大量留年問題など、医学生のおかれている
状況にも目を向けながら、 ２つの任務の医学対
活動を大きく前進させましょう。

（ ５）医師数増と地域医療の担い手としての医
師養成を国民の声に
医師数の絶対的不足は医師の働き方の実態で
も専門医制度の経過と顛末でも明確です。また
地域医療の担い手としての医師像とその養成に
ついては種々の医療団体が独自の養成方針を立
ち上げています。民医連外の団体や個人と積極
的に交流して医師数問題、地域医療の担い手の
養成について国民的議論を呼び起こす活動をす
すめましょう。

第 ７節　民医連運動を担う職員養成の抜本的強化
民医連への確信を培うことは、医療と介護の
実践をすすめていく保障です。発展期を本当に
現実的なものにする為の鍵は、「民医連の職員
集団の成長」です。
世代交代期に入る中で、確実にバトンを引き
継ぎ、民医連運動をつなげていくことが、民医
連の未来をつくります。民医連運動への主体性、
当事者性を高める事をめざし、職員養成の活動
を抜本的に強めていきましょう。
今日の情勢とたたかいの展望、民医連の理念
と方針への理解と確信が民医連運動を前進させ
る原動力です。幹部自らが「民医連とは」を、
確信をもって語り広げましょう。
憲法、民医連の歴史、理念を学ぶことが重要
です。民医連の歴史と綱領・憲法の学習、職場
づくり・職場教育の一層の充実、青年育成、幹
部養成を重点にとりくみます。事務養成は、第

３回評議員会方針の具体化を軸に促進します。
それらの前提として、総会後にとりくむ総会
方針学習月間を１００％の職員の参加で成功させ
ましょう。

（ １）憲法を土台に民医連綱領を学ぶ大運動を
綱領改定後に入職した職員も増加しています。
一人ひとりを育てていくことが私たちの運動の
未来です。あらためて民医連の歴史と綱領の学
習を強めましょう。民医連は綱領で憲法理念の
実現を掲げています。私たちの目指す無差別・
平等の医療、介護、福祉は平和で人権が尊重さ
れ、民主主義が息づく社会でこそ実現できるも
のであり、憲法と綱領の学習は民医連の教育活
動の基本です。憲法を土台に綱領を学ぶ大運動
を計画し、第一回評議員会を目途に学習用「民
医連綱領パンフレット」を作成します。
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（ ２）教育指針（２０１２年版）の改定へ向けて
教育指針（２０１２年版）の実践は、民医連の教
育活動の重要な前進を作り出してきました。そ
の内容を引き継ぎながら、情勢の変化を踏まえ
どのような点を教育として重視するのか、「職
場管理者の ５つの大切」や職場づくりの重要性、
医療介護活動の実践を職員育成に生かし、多職
種で育ちあう教育活動をすすめるなど４１期、４２
期に確立した内容をどのように盛り込むのかな
どを論点に４３期に改訂版を作成します。

（ ３）制度教育の充実
制度教育は多くの県連・法人で定着がはから
れてきました。一方で、制度教育の内容が毎年
同じくり返しでマンネリに陥っているところも
見受けられます。社会や民医連を取り巻く情勢
は日々大きく変化しています。憲法や民医連綱
領の学習、ものの見方や考え方、哲学や経済学
など初歩的な社会科学の学習を制度教育に位置
付けることも重視しましょう。

（ ４）あらゆる活動の中で青年職員の育成の視
点を
現代の青年は、新自由主義的な構造改革のも
と、貧困と格差の広がりや、異常な学力競争に
さらされ、自己責任論の影響を強く受けていま
す。「他者不信」に陥ったり「自己肯定感」が
持てない傾向があるという調査もあります。そ
れらを乗り越えるには、つながりを回復し、「他
者が自分をささえてくれる」「自分の居場所が
ある」という実感のもてる関係性のなかで自分
への自信と主体性を回復していくことが重要で

す。
民医連は、貧困などの問題を個人の問題では
なく、社会の問題として認識できるような学び
や、憲法の学習を重視してきました。青年自身
も辺野古支援、福島支援、ホームレス支援など
のフィールドワークを通じて体験し、その事実
から出発することで大きく成長します。こうし
た民医連の優位性や自主性を大切に、青年職員
の成長を援助し、未来の民医連運動をつくり上
げましょう。
はたらきかけによって、青年が大きく変化す
ることも確信にする必要があります。青年の成
長過程の背景を理解し、青年たちがとりくむ諸
活動を把握しサポートする担当者の配置や青年
委員会の設置など、青年職員への懇切丁寧な援
助をすすめましょう。第３8回全国青年ジャンボ
リーを成功させましょう。全日本民医連として
青年援助担当者の交流会開催を検討します。

（ ５）事務養成
四役のもとに事務養成のためのプロジェクト
を設置し、推進していきます。全国的な事務養
成の実践交流会を開催し、教訓の普及につとめ
ます。各地協の事務幹部学校が定着しています。
カリキュラムの交流など、全日本民医連として
の援助を検討します。

（ ６）幹部養成
民医連の事業と運動、職員育成を総合的にす
すめるために、幹部集団の力量の向上は欠かせ
ません。いくつかの職種で旺盛に幹部研修会が
追求されてきました。それも踏まえ、全職種を
対象としたトップ管理者研修会を具体化します。

第 ８節　全日本民医連・地協結集、県連強化へ向けて
（ １）全日本・地協への結集と県連機能強化
四役、理事会を軸に全国の連帯と団結を強め
ていきます。地協機能の強化へ向けて、地協事
務局長会議の定例化など具体的にすすめていき
ます。
県連事務局長会議に加え、今期新しく、県連
会長会議、病院長会議、病院事務長会議を実施
します。評議員会のあり方について４３期で検討
をすすめていきます。

（ ２）全日本民医連理事会活動の改善
総会方針に沿った重点課題に対して、理事会
としての政策活動を重視します。理事会の研究
・学習を重視します。４２期の活動を通じて出さ
れている組織的な論点、「広報部の設置」、「領
域別委員会の体制強化」、「まちづくりを総合的
にすすめる組織体制」なども含めて専門部の見
直しを新理事会で検討し、具体化します。
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全国会議の開催は、全国と地協の分担をすす
め効率的に実施できるようにします。
中央団体として共同の時代にふさわしい役割
を果たせるよう共同運動を担う体制の整備を行
います。

（ ３）民医連の共済活動
民医連の共済活動は、民医連綱領の実現をめ
ざす職員の健康と生活をささえることが目的で
す。引き続き、　法人・県連・全国のネットワ
ークとして、傷病・出産休業補償や医療費助成、
災害や病気見舞金給付などを行うとともに、文
化・スポーツ活動などを通じて、民医連職員の
親睦を深めていきます。また、公的年金が引き
下げられる中で、退職者の生活をささえる一助
としての退職者慰労金制度を継続発展させます。
そのためには、「民医連は一つ」の立場での連
帯と団結が何より重要です。また、共済組織を
規制しようする攻撃を許さず、自主共済を守る
運動を広げていきます。

（ ４）国際活動について
国連活動（ＥＣＯＳＯＣ）（※注）への各種
レポートの提出と提言にとりくみます。国際活
動では、韓国、キューバとの交流、中国の遺棄

毒ガス被害者（※注）支援等をすすめます。

（ ５）民医連綱領改定後１０年へ向けたとりくみ
２０１8年 ６ 月 ７ 日、全日本民医連は創立６５年、
２０２０年 ２ 月には、改定された民医連綱領が１０年
を迎えます。民医連はだれによって作られ、な
んのために、だれのために存在するのか、歴史
を踏まえ、次代に引き継ぐ時です。民医連綱領
をその中心に据えて豊かに事業と運動を発展さ
せていきましょう。民医連綱領改定後１０年に向
けた企画を準備します。海外視察も取り入れ、
次代を担う多くの職員が参加できる企画を検討
します。歴史的な資料の管理について検討をす
すめます。

（ ６）４３期の全国会議の開催県連について
第４４回定期総会は、熊本で開催します。被災
地の人間的復興は、新自由主義に対抗し、誰も
が安心して住み続けられるまちづくりの実践で
す。 ２年間、運動を前進させて集まりましょう。
第１４回看護介護活動研究交流集会を宮城、第
１４回学術・運動交流集会を長野、第３8回青年ジ
ャンボリーを岐阜、第１４回共同組織活動交流集
会を神奈川で開催します。

おわりに

今、全国で無数の平和と人権を守る活動が行
われ、毎日、いのちを救う民医連と共同組織の
仲間の実践が行われています。
「発達した資本主義国の中で、民医連のよう
な医療・介護の事業体がなぜ、存在できるか」、
韓国、フランスで行われたシンポジウムでの共
通した質問が寄せられました。
民医連綱領による連帯と団結、共同組織の存
在など特質すべき特徴があります。常に地域の
実態と要求から出発すること、事業と運動、担
い手の養成を自前で統一的にすすめること、他
の組織や団体、個人との共同がすすんでいるこ
となども教訓です。
そして、今から７２年前、戦争の悲惨な教訓と
人類の多年にわたる自由獲得のたたかいの成果
を盛り込み、日本国民が、自分たちの手で、国

民主権、平和的生存権、基本的人権を普遍的権
利として新しい憲法を作り上げました。民医連
の前進はこの憲法の存在と実現をめざした運動
を不断にすすめてきたことにささえられていま
す。日本という国の未来は、この憲法の中にし
かありません。この憲法を傷つけることなく未
来に手渡しましょう。
故肥田舜太郎医師は、「ただ、憲法を学んで
憲法はいいことを言っているから守りましょう
という程度ではだめです。本当に憲法を守ると
いうことは、人権を守り通すということです。
大事なことは、地球上で誰もが安心して暮らし、
だれもが不幸にならないで生き抜いていける日
本にすること。そういう力は一人ひとりの国民
しか持っていない」「２１世紀を生きる若い皆さ
んには日本国憲法をほんとうに学んで、自分の
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命の主人公になってほしいと思います」とのべ
られました。
安倍政権が、憲法改悪を強行しようとしてい
ます。私たちは、一人ひとりがいのちの主人公

となり、憲法をまもり、生かす国民的運動に参
加し、人権、民主主義が輝く平和な未来を切り
拓いていきましょう。

 以上
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用 語 解 説

第４３回定期総会議案運動方針

【はじめに】

市民アクション実行委員会

正式名称「安倍 ９条改憲ＮＯ！全国市民アク
ション」。安倍政権による憲法 ９条の改憲阻止
を目的に、２０１７年 ９ 月、瀬戸内寂聴、香山リカ、
田原総一朗、浜矩子など１９人の呼びかけで発足
した。「安倍 ９条改憲ＮＯ！憲法を生かす統一
署名」（通称３０００万人署名）を推進。

【第 １章】

経済グローバリズム

地球全体を視野に、経済活動を推進する考え
方。しばしば多国籍企業の経済的利益を追求す
る観点から、自由貿易・規制緩和などを主張す
る。

新自由主義

経済活動の規制を取り払い、企業の競争を促
進することで経済も発展するという考え方。労
働者を守るルールや社会保障制度も「自由な競
争の障害になる」などの理由で縮小・廃止を主
張し、公営事業の民営化も進める。１９8０年代の
アメリカ・イギリスから世界に広がり、日本で
も中曽根内閣（１９8２～１９8７年）以降、新自由主
義的な政策がとられるようになった。

立憲主義

憲法によって国家権力にしばりをかける考え
方。１７～１8世紀のイギリス・フランス・アメリ
カなどの近代市民革命を経て確立された。圧政
を防ぎ、人権を保障することを目的としており、
日本国憲法にもこの立憲主義が貫かれている。

【第 １章】（ １）

反核医師の会

「核戦争に反対する医師会」が正式名称。「医

師の社会的責務および良心から、健康にとって
最悪の敵である核戦争に反対し、核兵器廃絶の
実現をめざして医師の声を結集する。さらに、
被爆者医療に関ってきた医師として、再び被爆
者を生み出さないよう人々に広く訴えていく」
（設立趣旨）ことを目的に設立された。核戦争
防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）とともに、
２０１７年度のノーベル平和賞を受賞したＩＣＡＮ
（核兵器廃絶国際キャンペーン）の日本におけ
る構成団体の一つでもある。

「ＩＣＡＮ」

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
核戦争防止国際医師会議を母体に２００７年オース
トラリアで発足。核兵器禁止条約の交渉開始・
支持のロビー活動を行う目的で設立された国際
的な非政府組織の連合体。核兵器廃絶国際キャ
ンペーンを世界的に展開した。

【第 １章】（ ２）

国際金融危機

２００７年、米国のサブプライム住宅ローン（低
信用者向け住宅ローン）の破綻からニューヨー
ク株価が大暴落し、世界的な金融危機が始まり、
リーマン・ショックを引き起こした。金融資産
が実体経済よりふくれあがり、投機マネーが暴
走して実体経済を左右する事態が進み、アメリ
カでは経済成長が急激に減速、失業者が急増し、
インフレ率が上昇。世界中に深刻な影響を及ぼ
した。日本でも中小企業への貸し渋りや貸しは
がしが横行し、倒産が増大。２００8年末には大量
の派遣切りが起き「年越し派遣村」のとりくみ
も行われた。

新自由主義的緊縮政策

規制緩和や民営化などをすすめて経済成長を
促そうとする新自由主義経済のもとで引き起こ
される財政危機に対し、医療や介護、年金など
の社会保障や教育・子育てなど、国民生活分野
の財政を削減する政策。２０１０年頃から債務危機
に陥ったギリシャの他、フランス、英国などで
も緊縮政策のもとで公共サービスの改悪や縮減
による貧富の格差が拡大。反対する市民運動も
起き、大統領選などへも影響。
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サンダース現象

アメリカ大統領選挙の予備選挙で、民主党の
バーニー・サンダース上院議員が大統領候補と
して、反戦平和、大企業・富裕層への増税、最
低賃金引き上げなど民主主義的な改革を政策に
掲げ、若者をはじめ多くの識者の賛同・支持を
集めて大健闘。選挙後もサンダースの掲げた政
策実現にむけた運動が継続している。

【第 １章】（ ３）

市民連合と政策合意（合意 ７項目）

市民連合（安保法制の廃止と立憲主義の回復
を求める市民連合）が２０１７年 ９ 月、衆議院選挙
に向けて野党四党（民進党、日本共産党、自由
党、社民党）に選挙戦のたたかい方と政策に関
する要望書を提出。合意 ７項目は、①安倍政権
が進めようとしている ９条改正への反対、②特
定秘密保護法、安保法制、共謀罪法などの白紙
撤回、③福島第一原発事故の検証のないままの
原発再稼働を認めない、④森友・加計学園、南
スーダン日報隠蔽の疑惑を徹底究明、⑤保育、
教育、雇用に関する政策を飛躍的に拡充、⑥ 8
時間働けば暮らせる働くルールを実現し、生活
を底上げする経済、社会保障政策を確立、⑦性
的マイノリティーへの差別解消施策、女性に対
する雇用差別や賃金格差の撤廃など

【第 ２章】 １節（ １）

海外で集団的自衛権を行使できる実力
組織

安倍政権は、２０１４年 ７ 月 １ 日の「閣議決定」
で、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を行
い、２０１５年 ９ 月１９日に戦争法＝安保法制を強行。
この安保法制には、「戦闘地域」での米軍等の
兵たん（武器調達・補給・輸送など）の拡大、
戦乱が続いている地域での治安活動（改定ＰＫ
Ｏ法）、地球上のどこでも米軍を守るための武
器使用（装備品防護）、集団的自衛権の行使と
いう、自衛隊が海外で武力行使できるしくみが
盛り込まれている。そのため、自衛隊を憲法上
に明記して憲法 ９条 ２項の「制約」は自衛隊に
は及ばなくなれば、海外での武力行使が無制限

に可能になる。

『日米防衛協力のための指針（ガイド
ライン）』の改定

戦争法案が国会に提出される前の２０１５年 ４ 月
末に策定。自衛隊は「米国又は第 ３国に対する
武力攻撃に対処する」ために「武力の行使を伴
う適切な作戦を実施する」とし、日本の集団的
自衛権の行使を明記。その際に、米軍と自衛隊
が協力して実施する作戦例として挙げたのは、
「（兵器などの）アセットの防護」や「艦船を
防護するための護衛作戦」「機雷掃海」など。
事実上の日米統合司令部である「同盟調整メカ
ニズム」を恒常的に設置し、米軍と自衛隊との
「運用面での調整」や「共同計画の策定」を行
うとし、情報共有や訓練、計画策定などを通し、
日米共同の軍事作戦を事前に準備しようとする
もの。自衛隊はあらかじめ米軍の戦争計画に組
み込まれ、米国が戦争を始めれば日本は自動的
に参戦する極めて危険な仕組み。

【第 ２章】 １節（ ２）

標準保険料率

国保の財政運営が都道府県に移管されると、
都道府県が市町村に負担させる金額を決めたり、
上納させたりするしくみなどによって、国保に
関わる医療費を抑える役割を担うことになる。
都道府県は市町村の医療費水準と所得水準に応
じて国保事業費納付金を決定し、納付金を納め
るために必要な「標準保険料率」等を提示し、
市町村はそれらに基づき保険料率を決定し住民
に賦課・徴収し、１００％上納する義務を負わさ
れる。そのため「標準保険料率」は、圧力とな
り市町村が決める国保料に大きな影響を与える。
また、納付金１００％納付によって、市町村の住
民からの保険料徴収が強化されることも懸念さ
れるとともに、これまで市町村が保険料増大を
抑えるために行っていた一般会計からの繰り入
れは、標準保険料率には反映されないため、繰
り入れ解消を迫られ、保険料が引き上げられか
ねない。

地域医療構想

２０１４年国会で成立した「医療介護総合確保推
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進法」により、都道府県は医療計画の中で「地
域医療構想」を定めることとなった。２０２５年に
向け、原則第二次医療圏を単位とする「構想区
域」ごとに、急性期から回復期、在宅医療に至
るまでの医療提供体制の構築がすすめられ、病
床の機能分化、在宅医療・介護、医療従事者の
確保・要請等について検討がすすめられる。

総合事業

「介護予防・日常生活総合支援事業」の略。
２０１１年法「改正」で介護給付費削減策の一環と
して、要支援者の訪問介護、通所介護を廃止・
移行する受け皿として制度化され、１４年「改正」
で全市町村での実施が義務づけ。予防給付と同
等の現行相当サービスのほか、人員基準を緩和
したサービス、住民主体の支援（ボランティア）、
介護予防マネジメント、一般介護予防事業など
で構成。国のガイドラインでは、毎年の事業予
算の上限が設定され、事業の単価や委託費を切
り下げたり、できるだけ住民主体の支援に誘導
する（卒業）、また「基本チェックリスト」を
活用することで、介護保険の利用を申請しても
要介護認定を受けさせずに総合事業に直接まわ
すことなどを可能とする仕組みを導入。事業を
どう運用するかは市町村の裁量に委ねられてい
るため、その内容次第でサービスの取り上げや
受療権の侵害をもたらす事業になりかねない。
政府は、軽度者（要介護 ２以下）の全サービス
を総合事業に移行させることを今後の検討課題
として打ち出しており、さらに「我が事・丸ご
と地域共生社会」をけん引する事業のひとつと
しても位置づける。

国家戦略特区

２０１４年 ２ 月２５日に閣議決定。指定の ６か所の
特区には、政府主導で特定区域での規制・制度
を緩和するもの。１９７９年以降、政府は医学部の
設置を認可しなかったが、「世界最高水準の『国
際医療拠点』をつくるという国家戦略特区の趣
旨」から、「国際的な医療人材の育成」のため
に成田市での医学部医新設が認可された。「既
存の医学部とは次元の異なる」特徴として、留
学生や外国人教員の確保、海外での診療経験が
ある教員の配置や海外臨床実習などが検討され
る。日本医師会や成田市は、「地域医療の崩壊

を招く」などと懸念。

【第 ２章】第 ２節（ １）

相対的貧困率

全国民を可処分所得順に並べて、真ん中にき
た人の所得を中央値として、その中央値の半分
に満たない「貧困ライン」以下の人が全人口に
占める率。

エキタス（ＡＥＱＵＩＴＡＳ）

エキタスとはラテン語で「正義」や「公正」
の意味。２０１５年 ９ 月に若者を中心に結成。格差
と貧困の拡大に対し社会的正義の実現を求め、
最低賃金１５００円などの要求を掲げ、デモやネッ
トでの発信などの活動を続けている。

ＳＤＨ

健康の社会的決定要因（Social Determinants 
of Health）の略。健康は、遺伝子や生活習慣だ
けでなく、その人の社会経済的な地位をはじめ
とする社会的要因によっても決定される。世界
保健機関欧州地域事務局が９8年に公表した
「Solid Facts（確かな事実）」では、社会的決定
要因として、▽社会格差▽ストレス▽幼少期▽
社会的排除▽労働▽失業▽社会的支援▽薬物依
存▽食品▽交通、をあげ、それらが健康に与え
る影響を説明した。近年、社会疫学の進歩によ
り社会的要因が健康に与える影響について多く
の根拠が示されている。また、生活習慣もその
人が置かれた社会経済的地位や出生から幼少期
までの環境に影響される。日本でも「健康日本
２１（第 ２次）」で「健康格差の縮小」と「社会
環境の質の向上」等が政策課題として取り上げ
られている。

「社会的処方」

貧困や孤立など社会的なリスクによって病気
になったり、治療がうまくいかない人々に対し
て、必要な社会的資源を「処方」することで疾
病の予防やケアにつなげるとりくみのこと
（socialprescribing）。医療機関では、主に総合
医・家庭医が患者のコミュニティーの非医療的
な支援資源につなぐしくみが求められているが、
これまで十分対応できていなかった、患者の社
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会背景の問題、健康格差の問題にとりくむアプ
ローチとして注目されている。社会的なストレ
スによる不安や抑うつの抑制など精神面の課題
に加え、服薬の管理や適切な生活習慣の維持な
ど、身体的な健康への効果も期待される。世界
各国でとりくまれ、国内でも一部の医療機関で
行われてきた。イギリスでは、国を挙げた制度
化に乗り出しており、国民健康制度のもと、「社
会的処方」に対応する機関が各家庭医（ＧＰ）
と契約を結び、多様な福祉サービスや地域の自
主組織と連携。チャリティの参画も進行。民医
連で無料低額診療制度を適用したり、共同組織
活動につなげることも「社会的処方」の重要な
活動。

【第 ３章】第 １節（ ２）

ヘリパッド建設

日本政府は、ＳＡＣＯ合意に基づき沖縄県北
部訓練場の半分を返還する条件として、返還予
定地にあるヘリパッド（ヘリコプター用の離発
着場所）を東村・高江周辺に移設すると決めた。
米軍のオスプレイ配備とともに建設をすすめ、
地元住民の座り込みによる抗議が続いている。

国家賠償請求裁判

１９５４年にビキニ環礁で米国が実施した水爆実
験で、周辺海域で操業していた漁船の元船員や
遺族ら４５人が、被ばくによる慰謝料など計約
６５００万円を求めた全国初の国家賠償請求訴訟。
原告側は、第五福竜丸以外の被ばく検査記録を
国が故意に開示しなかったため、元船員らが米
国に賠償請求する機会を失い精神的苦痛を受け
たと訴え。

【第 ３章】第 １節（ ３）

国保都道府県単位化

政府・厚生労働省は、医療費適正化計画の一
環として、公的保険制度を都道府県単位に再編
・統合し、都道府県ごとに給付と負担が連動す
る仕組みを導入しようとしている。現在、市町
村が運営している市町村国民健康保険は、都道
府県単位で広域化をめざし、市町村国保を段階
的に統合するなど、都道府県単位の財政運営に

切り替え、都道府県の医療給付費を反映した保
険料を設定する計画。健康保険組合も、一部は
都道府県単位に再編・統合することも考えられ
ている。

【第 ３章】第 ２節（ １）

ＭＭＡＴ（ＭＭＡＴ委員会）

ＭＭＡＴ（エムマット‥Min-iren Medical 
Assistance Team）。２０１１年 ３ 月１１日の東日本大
震災では、かつてない甚大で広範な地域におよ
ぶ被害に対し、全日本民医連は全国をあげて長
期的・継続的な支援を実施。この経験を経て、
全日本民医連は２０１２年にマニュアルの改訂版
「災害救援活動の指針」をまとめた。その中で、
民医連の災害救援活動の経験を継承し、災害時
に機敏に災害救援を行うことを目的に、ＭＭＡ
Ｔ設置が提起され、活動を開始。現在は事業所
の災害訓練を進める為、事業所の対策マニュア
ル交流、災害医療の基本学習、ＢＣＰ（事業継
続計画）学習、施設別での机上訓練の研修を行
う。

【第 ３章】第 ３節（ ３）

ＱＩ活動

「医療の質の指標・改善 QualityIndicator・
Improvement」の略。医療指標は、診療の質を
構造、過程、結果の ３つの側面から測定・評価
し、「安全、倫理、共同の営みなど総合的な医
療・介護の質の向上」につなげる。全日本民医
連では、１１年から「医療の質の向上・公開推進
事業」を開始。厚生労働省「医療の質の評価・
公表等推進新事業」に ５度採用され、高評価を
得る。現在、ＤＰＣ情報を活用した指標も含め
６１指標8２項目を９５病院がとりくむ。

ＨＰＨ

Health Promoting Hospitals & Health Servicesの
略。「人々が、自らの健康とその決定要因をコ
ントロールし改善できるようにするプロセス」
がヘルスプロモーションだが、ＨＰＨは、それ
を実践する医療機関や介護・福祉の事業所のこ
と。国際ＨＰＨネットワークは、ＷＨＯが採択
したオタワ憲章（１９8６年）にもとづき、ヘルス
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プロモーションを地域で実践する病院を世界に
広げようと、９０年に発足。４５カ国９００以上の施
設が加盟。日本では、日本病院会や全国自治体
病院協議会などが発起人となり、１５年にネット
ワークを結成。現在は７９事業所が加盟。地域社
会、企業、ＮＰＯ、自治体などと共に、患者、
職員、地域住民の健康水準の向上や幸福・公平
・公正な社会の実現に貢献すべく活動中。

貧困評価・介入ツール

カナダ・オンタリオ州の家庭医グループが開
発した「貧困‥プライマリケア提供者のための
臨床ツール」のこと。多くのエビデンスから貧
困は病態であり、健康のリスクであることが証
明されており、貧困状態にある患者には社会資
源を活用することで健康水準の向上を図ろうと
開発。具体的には、診察室で患者の経済状態を
簡易な質問でスクリーニングし、貧困状態にあ
る患者に社会資源を「処方」する。民医連事業
所も加盟するＪ―ＨＰＨでは、「日本版貧困評
価支援ツール」の開発、「暮らしぶり調査」や「経
済的支援ツール」の作成をとりくんでいる。

【第 ３章】第 ３節（ ４）

「昭和５２年判断条件」

環境庁発足時の昭和４６年次官通知は、四肢末
端の感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄など
のうち一症状で水俣病に認定されたが、昭和５２
年、複数症状が必要とした厳しい基準に変更さ
れた。

利益相反

外部との経済的な利益関係により公的研究で
必要とされる「公正」かつ「適正」な判断が損
なわれる、または損なわれるのではないかと第
三者から懸念が表明されかねない事態のこと。
ノバルティス社のディオバン問題で表面化した、
医師主導臨床試験の不正問題は、利益相反の弊
害を象徴する事件となった。日本学術会議は
２０１３年に「臨床試験にかかる利益相反マネージ
メントの意義と透明性確保について」を提言、
産学連携活動において企業との研究者の受け入
れを含む労務の提供・原稿執筆料などを正確に
開示し、透明性を確保することや、研究者主導

臨床試験は、原則として奨学寄附金ではなく、
委託研究費、共同研究費など資金提供の目的が
透明化されるようにすべきことなど、利益相反
の透明性の確保と企業からの様々なバイアスの
排除が提起された。

【第 ３章】第 ３節（ ５）

「医師のためのベストアドバイス―Ｓ
ＤＨ―」日本語版（「ベストアドバイス」）

患者が抱える健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）
の改善方法について医師に具体的なアドバイス
をするためにカナダ家庭医協会が作成した冊子。
医療機関には、社会的・経済的に困窮している
多くの患者が来る。社会的な課題にうまく対応
することで、病気や生活のケアもうまくいくこ
とが多々あるが、逆に社会的課題を無視すると、
うまくいかないことも多い。問題を抱えた患者
が受診した時の対応やそのような課題を社会で
解決していく活動に医療従事者がどう関与すべ
きかを解説している。

【第 ３章】第 ３節（ ６）

民医連らしい歯科医療活動のチェック
リスト

歯科医療の質を追求する指標として、貧困と
格差、少子・超高齢社会に立ち向かう、民医連の
「医療活動 8つの重点課題のとりくみ」をもと
に、作成した歯科独自の事業所チェックリスト

【第 ３章】第 ４節（ １）

中期指標該当（短期指標）

１９９２年に設けられた医科法人の「要対策項目」
は、経営危機の兆候を早期に把握し対応するこ
とが重要であるとして、各法人が自己点検する
ために定められました。その後、２００１年、２００７
年、２０１１年と ３回の改定を行い、各法人の経営
診断、県連、地協、全日本での組織的対応を行
う上で有効性を発揮してきた。短期要対策項目
は ２項目、中期要対策項目は１３項目のチェック
項目を設けている。短期要対策項目は、資金的
に危険な状況にある可能性があり、 １項目でも
該当すれば「緊急要対策法人」として、県連及
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び全日本民医連に速やかに報告書を提出しなけ
ればならない。中期要対策項目は、収支のバラ
ンス、事業の発展性、大きな赤字や連続する赤
字、資金繰りや投資の有効性、財務の状態など
をチェックする。該当項目が多い法人は、この
まま推移すれば危険な状態に陥る可能性がある
ものとして、対応を検討する必要がある。該当
項目が ５ポイント以上の法人は全日本民医連へ
の報告を求めている。

【第 ３章】第 ５節（ １）

つながりマップ

施設、他団体、市民、行政などの連携がわか
るように地図に落として、地域における社会資
源の現状や、まちづくりの課題などを明らかに
することを目的にしたもの。医療福祉生協連が
積極的に推進している。

【第 ３章】第 ５節（ ２）

無料低額診療事業

無料低額診療事業とは、低所得者などに医療
機関や介護事業所が無料または低額な料金で診
療もしくは介護サービスを行う事業のこと。社
会福祉法人や日本赤十字社、旧民法３４条に定め
る公益法人などが、法人税法の基準に基づいて
実施するものと、社会福祉法（昭和２６年法律第
４５号）に基づく第二種社会福祉事業として実施
するものの ２種類がある。事業所はその設置主
体にかかわらず、第二種社会福祉事業開始の届
け出を行い、都道府県知事などが受理すればこ
の事業を実施することができる。

【第 ３章】第 ６節

専攻医

２ 年間の初期研修に続き、１９の専門領域から
１つの領域を選択し、おおむね ３年から ４年の
後期研修をし、専門医資格を取得。そのための
期間を初期研修医と区別するために専攻医と呼
ぶ。専門医資格取得後はさらにサブスペシャル
ティー領域の研修が想定される。

【第 ３章】第 ６節（ １）

総合診療専門医

「総合医」の定義は様々で社会的にも明確で
ない。例えば日本医師会は総合医を「自身の専
門性を生かした『医療的機能』と『社会的機能』
を備え、保健・医療・福祉の諸問題にも応じる
など全人的視点での対応を併せ持つ医師」と定
義し、総合医≒かかりつけ医であり、総合医≠
総合診療医と考えている。ちなみに「かかりつ
け医」の定義は「なんでも相談できる上、最新
の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、
専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地
域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有す
る医師」とする。「総合診療専門医」の呼称は
新専門医制度では、他の専門医資格と同様に、
ある領域の専門性を示す名称として使われる。
日本専門機構では「総合診療医」を「主に地域
を支える診療所や病院において、他の領域別専
門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関
わるその他の職種などと連携し、地域の医療、
介護、保健など様々な分野でリーダーシップを
発揮しつつ、多様な医療サービスを包括的かつ
柔軟に提供する医師」と定義。
民医連は、「総合医」の定義を明確にしたこ
とはないが、「民医連の総合医養成」と表現す
る場合は以下のような思いを込めている。家庭
医であれ、病院での総合診療医であれ、また、
領域別に専門医療にとりくんでいる医師であれ、
各々の各専門領域での能力の基盤として、基本
的な総合性（基本的診療能力は勿論、平和や民
主主義を大切にする姿勢、人権擁護やＳＤＨの
視座、憲法を活かす視点、倫理や安全への配慮
など）を備え、民医連綱領の精神に沿って変革
の視点で日々の仕事に臨むことができるような
医師づくりを追及することが重要だということ。

【第 ３章】第 ６節（ ３）

新入医師統一オリエンテーション

全国の民医連の臨床研修病院で初期研修を始
める新入医師を対象に行うオリエンテーション。
（ １）全国組織のスケールメリットを活かし研
修をすすめるための出発点とする、（ ２）民医
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連の歴史・理念と活動方針や初期研修医に期待
することを伝える学習する場とする、（ ３）全
国の初期研修医が一堂に集まり、繋がりを持つ
ことで青年医師の集団形成につなげるなどを目
的に２０１０年から開催。

セカンドミーティング

研修 ２年目を迎える研修医を対象に開催。
（ １） １年間の初期研修を修了し、研修内容や
医師としての成長・気づきなどを同世代で意見
交換・交流し、 ２年目を迎えるにあたり上級医
としての指導スキルを身に付ける、（ ２）地域
医療を担う医師として専門医取得後を見据えた
キャリア形成を考え、自分の医師像を見つめる
機会とする、（ ３）専門医制度について正しい
情報を知り、民医連の後期研修を考える場とす
るなどが目的。

ＡＣＧＭＥマイルストーン

アメリカ卒後医学教育認可評議会（ＡＣＧＭ
Ｅ）が示す医師の獲得すべきコンピテンシーの
評価表。アウトカムベースで医師研修の到達度
を指導医や研修医が評価することができる。全
日本民医連医師臨床研修センター（イコリス）
では、早くからこの評価手法に着目し、ＡＣＧ
ＭＥから翻訳・利用の許諾も得て活用を促進し
ている。

【第 ３章】第 ７節

職場管理者の ５つの大切

職場管理者には最低限必要で、すぐにでも実
践してほしい ５点。内容は①職場づくりの「夢
をかたちに」（どのような職場づくりをしてい
くかの中期的構想（夢）をもちつつ、職場の年
度方針と目標に具体化する）、②学ぶ機会の保
障（制度教育や職場外のいろいろな企画への職
員の参加を大切にする、職場目標と結びついた
個人目標づくりを援助し、育成面接を重視する）、
③職場会議の開催と充実（職場会議の充実は職
場づくりの最も重要な場であり、時間の確保や
学習・事例検討を取り入れるなどあらゆる工夫
をして前進をはかる）、④学習と「民医連新聞」
の活用（管理者が自ら学ぶ姿勢をもつこと、い
のち・憲法・綱領の ３つのものさしにもとづき

情勢を深め、民医連の方針や全国の仲間の経験
を学ぶうえで「民医連新聞」をはじめとする機
関誌紙を大いに活用する）、⑤管理者の集団化
と団結。

【第 ３章】第 ７節（ ３）

ストレスチェック

労働安全衛生法の改正に伴い、年に １回スト
レスチェックの実施、高ストレスと評価された
労働者から申し出のあった時の面接指導、その
結果に基づき医師が必要と認める時は就業上の
措置を行うことが５０人以上の事業場に義務化さ
れた（２０１５年１２月施行）。目的は職場のメンタ
ルヘルス対策の第 １次予防で、「心身のストレ
ス反応」「職場のストレス要因」「周囲からの支
援」の ３つの要素を含む項目が必要。本来は集
団分析による職場環境改善が目的だが、今回改
正では努力義務。民医連の職員の健康管理委員
会では、法的対応をしつつ「健康職場づくり」
を土台に活用方法の検討を提起した。

【第 ３章】第 ７節（ ５）

ＩＣＦ

正式名称は「生活機能・障害・健康の国際分
類」。１９8０年にＷＨＯが試用としてＩＣＩＤＨ
（国際障害分類‥機能障害・能力障害・社会的
不利）を刊行、２００１年の総会でＩＣＦとして改
定版が採択。ＩＣＦでは、ＩＣＩＤＨに対し、
①障害というマイナス思考から生活機能という
プラス思考に視点を移した、②生活者を取り巻
く相互関連性を重視している、③生活者の社会
的側面（社会モデル）を重視しているなどが特
徴。入院・入所においては、より早期から「心
身機能」と向き合いつつ、退院・退所後の生活
を見据えた必要なサービスを総合的に行うこと
が求められる。

【第 ４章】第 １節（ ２）

名護市長や沖縄県知事の工事に対する
様々な許認可

辺野古新基地建設は北側の護岸工事が ３分の
１程度の場所で停止し、南側でも工事を開始し
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ているが、工事をすすめるには名護市長が権限
を持つ辺野古漁港への作業ヤード設置のための
漁港使用許可や、美謝川の水路変更などが必要。
また埋め立て予定地の地質調査も続行中で、軟
弱地盤・活断層の疑いがある海底工事の工法変
更や、護岸工事の延長上の海域にある貴重なサ
ンゴの移植には、沖縄県知事の許可が必要。こ
れらをクリアしない限り辺野古に新基地建設は
できない。

【第 ４章】第 １節（ ３）

「原爆症集団訴訟の終結に関する基本
方針に係わる確認書」

麻生太郎総理・自民党総裁（当時）と日本被
団協との間で、集団訴訟の終結に向けて取り交
わされた。確認書により、国・厚生労働省は控
訴を取り下げ直ちに認定する、敗訴原告に対し
ては基金を設けて救済する、今後の訴訟の場で
争う必要のないように厚生労働大臣との定期協
議を行うこととした。

「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」政府が
新しい審査方針

疾病ごとに被爆条件が提示され、その条件に
該当する場合に積極的に認定される。しかし、
積極認定の範囲を超えた認定は、現状では裁判
に勝利した原告だけという実態がある。

【第 ４章】第 ２節（ ８）

ＴＰＰ１１、ＦＴＡ

ＴＰＰは関税撤廃、関税以外の貿易や投資の
障壁の大幅緩和などにより、多国籍企業が活動
しやすくすることが目的の貿易協定だが、トラ
ンプ政権発足後、米国が環太平洋連携協定（Ｔ
ＰＰ）離脱を表明。１７年１１月、米国抜き１１カ国
（オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、
日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーラン
ド、ペルー、シンガポール、ベトナム）の閣僚
会合で大筋合意した。米国復帰を前提に医薬品
の開発データ保護やＩＳＤＳなどは凍結。しか
し、コメや小麦、牛肉・豚肉などは日本への影
響が避けられない内容である。現在、最終調整
中で ３月上旬には協定文を確定し署名の方向。

一方、トランプ大統領は離脱後も ２国間交渉で
農産物などの貿易・投資の拡大を要求しており、
日米ＦＴＡで米国に譲歩すれば、日本経済に深
刻な打撃に。ＴＰＰの断念、公平・平等な貿易
ルールの確立が求められる。

【第 ４章】第 ３節（ ２）

アドボカシー活動

権利を阻害された人たちのための権利擁護の
活動。自らの専門性や影響力を用い、当事者の
代弁・行動だけでなく、患者団体やコミュニテ
ィーと共に活動すること。 ２つの水準があり、
一つは、個々の人のための権利擁護の活動で、
障害者の権利擁護といったこと。また、病院が
患者の苦情に応えるのもアドボカシー活動の一
例。もう一つは、公共的な課題の解決や具体的
な政策目標の実現のために広く社会と政策決定
者および同決定プロセスに働きかけること。政
策立案者への専門的な提案にとどまらず、まち
づくり活動や社会保障運動など変革とたたかい
の視点を持つことが重要。

チームＳＴＥＰＰＳ

Team Strategies and Tool to Enhance Performance 
and Patient Safety　協働すべき「チーム医療」
の多職種のメンバーがともに研修し、ヒューマ
ンエラーや医療事故を未然に防ぎ、医療安全の
推進、安全文化を醸成するためのチームトレー
ニングのひとつ。２００５年に米国で開発された。
チームＳＴＥＰＰＳ研修では、「リーダーシッ
プ」「状況モニター」「相互支援」「コミュニケ
ーション」の ４つを学び、最終的にはチームの
パフォーマンスを改善し、より安全なケアを提
供し、組織の安全文化の醸成を目的にする。

【第 ４章】第 ３節（ ５）

オーラルフレイル

口腔機能の軽微な低下（滑舌低下、食べこぼ
し、わずかなむせ、かめない食品が増える、口
の乾燥や食の偏りなど）を含む身体の衰え（フ
レイル）の一つ。健康と機能障害との中間にあ
り、可逆的なものであるため、早めに気づき適
切な対応をすることでより健康に近づく。特に



58 月刊民医連資料　別冊（２０１8年 4 月）

高齢期では、これを予防し、人とのつながりや
生活の広がり、共食といった「社会性」を維持
することで、多方面の健康分野に関与すること
が明らかとなっている。

【第 ４章】第 ３節（ ６）

「必要充足原則」「応能負担原則」

医療、介護など公的社会サービス制度で貫か
れるべき原則。「必要充足原則」は、「給付」に
関する原則で「給付は負担に応じてではなく、
必要に応じて」、「応能負担原則」は「負担」に
関する原則で、「負担は給付に応じてではなく、
（負担）能力に応じて」、「非営利原則」は「提
供主体」に関する原則で、公的介護サービスは
営利を目的としない提供主体によって担われる
べき、との考え方。

「民医連の介護・福祉の理念」

第４０期第１１回理事会（２０１２年１２月）で確認。
介護・福祉分野の活動の土台として、学習を深
め、日常の実践や養成のとりくみ、介護ウエー
ブに活かすことを提起。全文は次の通り。
民医連の介護・福祉の理念
私たちは、民医連綱領を実現し、日本国憲法
が輝く社会をつくるために、地域に生きる利用
者に寄り添い、その生活の再生と創造、継続を
めざし、「 ３つの視点」と「 ５つの目標」を掲げ、
共同組織とともにとりくみます。
３つの視点　 １利用者のおかれている実態と

生活要求から出発します　 ２利用者と介護者、
専門職、地域との共同のいとなみの視点をつら
ぬきます　 ３利用者の生活と権利を守るために
実践し、ともにたたかいます
５つの目標　 １（無差別・平等の追求）人が

人であることの尊厳と人権を何よりも大切にし、
それを守り抜く無差別・平等の介護・福祉をす
すめます　 ２（個別性の追求）自己決定にもと
づき、生活史をふまえたその人らしさを尊重す
る介護・福祉を実践します　 ３（総合性の追求）
生活を総合的にとらえ、ささえる介護・福祉を
実践します　 ４（専門性と科学性の追求）安全
・安心を追求し、専門性と科学的な根拠をもつ
質の高い介護・福祉を実践します　 ５（まちづ
くりの追求）地域に根ざし、連携をひろげ、誰

もが健康で、最後まで安心して住み続けられる
まちづくりをすすめます

【第 ４章】第 ５節（ １）

２０２５年プラン（公的医療機関等２０２５プ
ラン）

医療法の定めで、公的医療機関に加え、共済
組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構な
どが開設している医療機関を公的医療機関等と
している。２０１７年 8 月に厚生労働省より、これ
らの公的医療機関等に加え、地域医療支援病院、
特定機能病院に対して、「他の医療機関に率先
して、地域医療構想の達成に向けた将来の方向
性を示していただくことが重要」として、自院
の現状と課題や将来持つべき病床機能や病床数、
具体的な事業計画等を明示するとともに、地域
医療構想、地域医療計画との整合性をはかるよ
う求めている。

【第 ４章】第 ８節（ ４）

ＥＣＯＳＯＣ（国際経済社会理事会の
協議資格）

国連憲章で定められているＮＧＯ参加のため
の公的な体系をもった唯一の国連機関。略称は
エコソク。国際連合経済社会理事会（United 
Nations Economic and Social Council）は、国際
連合の主要機関の一つで、経済および社会問題
全般に関して必要な議決や勧告等を行う。民医
連がこの協議資格を取得すると、日本政府が放
置している健康権の侵害や、貧困と格差拡大の
実態などを国際的に明らかにするため、国連へ
の意見書提出や配布、会議への参加や傍聴など
が可能となる。２０１２年、日本のＮＧＯでＥＣＯ
ＳＯＣの協議資格をもつヒューマンライツ・ナ
ウの要請で、国連特別報告者のグローバー氏が
来日して福島の放射線被害の実態を調査、２０１３
年に報告書が国連に提出され日本政府に勧告が
行われたのも一例。

遺棄毒ガス被害者

終戦時に日本軍が廃棄、隠匿・埋設した遺棄
毒ガス兵器（その多くはサルファマスタードお
よびルイサイトというびらん性毒ガス）は中国
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全土で７０万発～２００万発にもおよぶといわれる。
その廃棄処理作業は遅々としてすすんでいない。
１９７０年代以降、中国の各地で建設現場などから
曝露被害が発生、とりわけ２００３年には中国黒竜

江省チチハル市で大量の曝露事件が発生。また
国内でも茨城県神栖や神奈川県寒川で被害が発
生している。
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（＋１,４９７）８２,３３０（－９）１,０７５（＋５）１２０（－７）４９７（＋１）１４２２０１８年

資
料
全
日
本
民
医
連
の
現
況
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※～90年は「民医連現勢調査」、95年以降は「経営実態調査」より

１日あたりの患者数の推移
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年

共同組織関係資料①構成員現勢は２０１７年１２月末の数字（２０１８年１月１９日現在の集計）。月次報告から作成。②『いつでも元気』は２０１８年２月号の数字。保健医療研究所への増減報告書から作成

（職員数は２０１７年１０月１日の職員数による）

参考指標「いつでも元気」仲間増やしと構成員現勢
県連名 職員一人あたり部数最新号２０１７年１月５日〆現勢（２０１７

年１２月末）
今年度累計増減（２０１７年４月～１２月）２０１７年度末

到達目標
２０１７年度
拡大目標単位 対比正職員数増減２０１８年２月号２０１６年２月号純増減数拡大数

１.７４,１６８▲１２８７,０４３７,１７１２６５,７０６ ５８０５,３３４５,９１４６,８００人北 海 道
０.５１,６３８９８８９０７９２１１９,８４６ １６０２,７１１２,８７１１２５,６８６６,０００人青 森
０.７３７３１９２４４２２５２５,６７９ ２７５２２０４９５２５,６５０１,３００世岩 手
１.５１,７６７▲６２２,５６６２,６２８４１,２５１ ▲３５０１,４３０１,０８０両宮 城
０.２１,０７９▲２８１７５２０３５,８７０ ▲１７２２７５１０３人秋 田
０.７１,５６５▲１８１,１３５１,１５３７０,６９８ ２５０４,８８３５,１３３３,３００人山 形
０.４１,１１８▲２３９２３９４８８,８０４ ６０８５１３１,１２１９１,０００４,４００人福 島
０.９３３６▲４３０６３１０２２,５０４ ４６６５２両茨 城
０.８９９１３８４７１１３,８９２ １８６３０５４９１１４,４４１７５０人栃 木
０.３１,５３９▲１２４９５５０７１０７,２３１ ９５７１,１６５２,１２２１１０,４４３４,５００両群 馬
０.６１,４１４１５６７９１６３５２２９,８０６ ４,３２１３,８８２８,２０３１０,８６４世埼 玉
２.４９３７１１１２,２７７２,１６６３８,４００ ▲２４５１,２７６１,０３１４３,０００両千 葉
０.８６,９３０７８５,８５４５,７７６２３９,４７９ １,０９５８,９０３９,９９８両東 京
０.９１,７４２４２１,５５１１,５０９１３９,９０７ ▲２４７３,４２５３,１７８１５０,０００８,３２０両神 奈 川
０.５１,２７６２９６５３６２４３６,６５４ ２７８６１１８８９３７,０００１,４７０世新 潟
０.７４６５▲５３４２３４７２６,９５６ １９７６６９８６６両富 山
２.１１,０３６１２９２,１９３２,０６４５２,７２４ ▲２１９１,７３５１,５１６５５,０００人石 川
０.８３０３▲８２５３２６１２１,６８１ １７７８８２６５２２,４８４１,０００人福 井
１.１１,１３３１２６１,２５４１,１２８１７,７２３ ▲３７１６９４３２３両山 梨
０.９３,００４▲１０４２,５７３２,６７７１４６,４７６ １,２３４３,３６３４,５９７１５２,０００両長 野
１.７３９０▲２０６６４６８４１６,４００ ５３２３８２９１１７,０４７７００世岐 阜
３.３２６５▲２６８６４８９０１５,３５６ １８８１４２３３０両静 岡
０.４２,３８７▲５１９１１９６２２０４,４９３ ２,０１２１,５６９３,５８１世愛 知
０.４３２６▲１７１４６１６３４０,６４８ ▲３５３０６２７１４１,６８２１０,０００両三 重
４.４１３３３１５７９５４８１１,２４６ ▲３９３６２３２３１１,６００５００両滋 賀
２.０２,０５７９２４,０８４３,９９２５５,５１２ ４４２１,２２０１,６６２６０,０００４,５００両京 都
０.９３,０７７１９２,８１８２,７９９３４４,０９０ ４,１９１４,８１０９,００１両大 阪
０.８１,７９５７２１,３７５１,３０３１８４,３４２ ２,２０７１,６２８３,８３５１９０,２７６９,２８９両兵 庫
１.０１,３７４５５１,３９８１,３４３３７,９８１ ３５１１,２６１１,６１２３９,１２４２,８４２人奈 良
０.４４１５２３１５８１３５２３,０９５ １１７１６６２８３人和 歌 山
０.４６８７▲４８２８１３２９４９,３１２ ３７７５３５９１２５２,５７６３,５００人鳥 取
０.２１,２４３▲１７３０７３２４６０,０５７ １９４１,１０７１,３０１６２,７８４３,１００人島 根
０.４２,２３２▲３９８８７９２６１４６,８４３ １,８１７２,２８５４,１０２１５５,０９１１０,１５３人岡 山
０.２１,１５７３５２５６２２１１０４,４８３ ７８９１,５５０２,３３９１１０,６８１７,１００人広 島
０.５２８９▲１５１３５１５０１８,６１３ ２３６３３３５６９人山 口
０.６３７３▲４２１４２１８４４,８６７ ６６６２６０９２６人徳 島
０.３６１９２７１９９１７２４８,８０６ ４６６５１１１世香 川
０.８３４５▲３２２８５３１７４８,５２２ ０００人愛 媛
０.６１９４▲５０１０７１５７５６,１４７ ４５６２７５７３１１,５００両高 知
１.３３,７７７▲２２４,９６９４,９９１１０５,５９７ ２,１５６１,１９８３,３５４１０８,４９３５,０６１世福岡・佐賀
１.８４３４４８７８５７３７１４,４３６ １８４６１２４５１４,６６５５６７人長 崎
２.４６５２▲１２１,５３７１,５４９２０,６６３ ▲４２２０２１６０世熊 本
０.５２８８▲１１４４１４５２７,３７０ ２０５４１８６２３２８,５５２１,５００人大 分
１.５２４４５３６０３５５４９,７４４ ７６５４０２１,１６７５１,１５５２,０００人宮 崎
１.０１,３２０４７１,２８３１,２３６１５９,５４７ ２,９２７２,６４２５,５６９１６３,１２０６,５００世鹿 児 島
０.５１,２０４▲３６５５９５９５９２,４３０ １,４７８２０４１,６８２６５,６３７５,００３世沖 縄
１.０５９,１９８４９４５６,３７６５５,８８２３,６９１,８８７ ３０,５０１６４,７２７９５,２２８１,９９９,１８７１２２,５１９

３２３０２２７
１.０５９▲６５９６５
１.０５９,２５７４９１５６,６６５５６,１７４

（年間拡大目標数・到達数は、県連としては数値目標を持っていないところ、あるいは
片方だけきめているところがあります）

合計部数→
全日本→
個人購読→
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共同組織構成員拡大・脱退数（年次推移）　月次報告より
実増数脱退数加入数年度
１４９,９２１３７,８７５１８７,７９６９４年
１２３,３９２４６,１７６１６９,５６８９５年
１０９,２３５４９,４９２１５８,７２７９６年
１０８,８２０７３,８０３１８２,６２３９７年
１０２,００３５６,８７５１５８,８７８９８年
９４,４５４５３,４５５１４７,９０９９９年
１１５,４１９５９,２２２１７４,６４１２０００年
１０２,４５９７２,５６１１７５,０２００１年
９４,６２１６３,５４６１５８,１６７０２年
８０,０７５６５,０８５１４５,１６００３年
６２,２３６８７,６９６１４９,９３２０４年
８８,３７８６５,０６４１５３,４４２０５年
９８,３７７４５,０６４１４３,４４１０６年
７７,４１４８７,２８２１６４,６９６０７年
６７,６１７１００,５１８１６８,１３５０８年
５０,８５１１０７,３２３１５８,１７４０９年
５８,９３８９８,９５７１５７,８９５１０年
４５,８２０１１６,８９０１６２,７１０１１年
５１,４７９１０９,１１７１６０,５９６１２年
２２,４３４１２３,５６９１４６,００３１３年
３９,９４２１０３,９３８１４３,８８０１４年
６０,２１４８７,７３４１４７,９４８１５年
８,２１４１１５,０２６１２３,２４０１６年
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821,084821,084

1,522,1611,522,161

2,239,2172,239,217

2,747,8772,747,877

2,843,5682,843,568
2,937,4842,937,484

3,019,8103,019,810
3,073,5443,073,544

3,148,8023,148,802
3,221,2283,221,228

3,345,4073,345,407
3,460,0873,460,087

3,396,2583,396,258
3,518,2823,518,282

3,563,9343,563,934 3,627,8523,627,852
3,296,4333,296,433

（年）

3,597,7843,597,784 3,635,2403,635,240
3,693,5263,693,526
3,691,8873,691,887

（人）

『いつでも元気』　創刊からの推移
活動交流集会到達部数年間実増

２５,５７５９７年２月号
第４回集会／福岡３１,６１７６,０４２９８年２月号

３３,７８３２,１６６９９年２月号
第５回集会／北海道４０,２４６６,４６３００年２月号

４２,６９８２,４５２０１年２月号
第６回集会／石川４５,７５７３,０５９０２年２月号

４７,１１９１,３６２０３年２月号
第７回集会／東京５０,７７１３,６５２０４年２月号

５２,１０４１,３３３０５年２月号
第８回集会／岡山５２,８３０７２６０６年２月号

５３,３３３５０３０７年２月号
第９回集会／長野５３,９４５６１２０８年２月号

５４,９１２９６７０９年２月号
第１０回集会／長崎５５,８７６９６４１０年２月号

５６,９６１１,０８５１１年２月号
５７,４０１４４０１２年２月号

第１１回集会／岩手５７,２８４▲１１７１３年２月号
５７,１７３▲１１１１４年２月号

第１２回集会／近畿（兵庫）５６,７３７▲４３６１５年２月号
５６,１７４▲５６３１６年２月号

第１３回／東海・北陸（石川）５６,５７２３９８１７年２月号
５６,６２２５０１８年２月号

無料低額診療事業実施事業所
２０１８/１/１５　現在

合計老健
施設

歯科
診療所診療所病院県連名

３８４５２１８北海道

１２００８４青　森

２００１１岩　手

８００４４宮　城

０００００秋　田

６１０１４山　形

１０００１福　島

４１０２１茨　城

２００２０栃　木

１１０３４４群　馬

１６２２８４埼　玉

１１００９２千　葉

２０２２６１０東　京

２０２１１４３神奈川

１１０３５３山　梨

８２００６長　野

８２０５１新　潟

４１０２１富　山

８１１４２石　川

６０３２１福　井

４００３１岐　阜

４００３１静　岡

２１００１愛　知

２００１１三　重

４１０３０滋　賀

３０２０２４４京　都

４１２４３１４大　阪

２２１２１６３兵　庫

１５２０１０３奈　良

５００４１和歌山

７１０１５岡　山

６０１４１広　島

２０１０１鳥　取

５０１１３島　根

５０２２１山　口

１０００１徳　島

４０１１２香　川

２０００２愛　媛

２００１１高　知

２００２１１７福岡・
佐賀

５００４１長　崎

６００４２熊　本

３０１１１大　分

３０００３鹿児島

４００３１宮　崎

６００４２沖　縄

４０６２８３５２３０１１３総合計
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２００９
年

２００８
年

２００７
年

２００６
年

２００５
年

２００４
年

２００３
年

２００２
年

２００１
年

２０００
年

１１.９１１.８１１.７１１.７１１.７１１.５１１.５１１.６１１.３１１.０１１.３１１.３１１.８１１.２１０.３８.６７.４Ａ
法人

２３.６２３.３２３.０２２.３２１.６２０.６１９.９２０.１１９.３１９.１１９.３１６.６１５.２１４.７１２.９１１.０１０.３Ｂ
法人

２３.８２１.４２０.８１９.５１８.９１７.４１６.５１６.３１７.３１６.８１５.８１６.７１７.７１３.７１２.０９.８７.９Ｃ
法人

４１.５４１.２４１.４４１.９４１.１３７.７３７.２３４.７３３.８３２.７３２.３３３.４３３.６３０.５２６.９２３.１１９.４Ｄ
法人

３９.２３８.５３８.０３７.６３７.３３５.８３６.８３６.８３５.９３４.８３４.４３３.５３２.０２８.１２５.１２２.０１９.７Ｅ
法人

１５.１１５.０１４.９１４.７１４.６１４.０１４.０１４.０１３.７１３.３１３.５１３.３１３.３１２.６１１.５９.８８.３計

介護収益／事業収益比推移（医科法人）

※「経営実態調査」より

単位：％

介護保険指定事業所数・利用者数

※各年「介護事業基本調査」より

2017年4月2016年4月
利用者数事業所数利用者数事業所数
１５,６８６ ２９３ １５,９２７ ３１０ 訪問介護
６,０８５ ２７２ ６,９３０ ２８８ 予防訪問介護
２１,７７１ ２９３ ２２,８５７ ３１０ 訪問介護
１０３ ６ １１４ ７ 訪問入浴
１ ６ １ ６ 予防訪問入浴

１０４ ６ １１５ １３ 訪問入浴
１９,３４１ ２９３ １８,６８１ ３０１ 訪問看護（介護保険）
２,１１１ ２７６ １,９９６ ２８１ 予防訪問看護
２１,４５２ ２９３ ２０,６７７ ３０１ 訪問看護
３,２７４ １１９ ２,９１６ １０２ 訪問リハ
４７２ １０９ ３７０ ９２ 予防訪問リハ
３,７４６ １１９ ３,２８６ １０２ 訪問リハ
４７,０７３ ７１１ ４６,９３５ ７２６ ■訪問系サービス合計
１１,０６１ １９８ １１,３３６ ２３５ 通所介護
２,５３０ ２１９ ２,８７１ ２４９ 予防通所介護
１３,５９１ １９８ １４,２０７ ２３５ 通所介護
１４,６２７ ２３８ １３,７９４ ２３５ 通所リハ
４,２２７ ２２５ ３,４７１ ２１８ 予防通所リハ
１８,８５４ ２３８ １７,２６５ ２３５ 通所リハ

０ ０ ０ ０ 療養通所介護
３２,４４５ ４３６ ３１,４７２ ４７０ ■通所系サービス合計
１,８１９ ４８ １,９４７ ４８ 短期入所生活介護（併設型事業所）
１,５９２ ２９ ２,０４５ ４１ 短期入所生活介護（単独型事業所）
４１ ３３ ３０ ３４ 予防短期入所生活介護（併設型事業所）
３２ ２７ ５５ ２９ 予防短期入所生活介護（単独型事業所）

３,４８４ ７７ ４,０７７ ８９ 短期入所生活介護
１,０２８ ４４ ９８２ ３９ 短期入所療養介護
１１ ３０ １１ ２７ 予防短期入所療養介護

１,０３９ ４４ ９９３ ３９ 短期入所療養介護
４,５２３ １２１ ５,０７０ １２８ ■短期入所サービス合計
３７７ １２ ３４４ １１ 特定施設入居者生活介護
３７ ９ ３２ ８ 予防特定施設入居者生活介護
４１４ １２ ３７６ １１ 特定施設入居者生活介護
８,８５３ ２８ ８,６７３ ３７ 福祉用具貸与
１,６８４ ２７ １,５２４ ３４ 予防福祉用具貸与
１０,５３７ ２８ １０,１９７ ３７ 福祉用具貸与
９４,９９２ １,３０８ ９４,０５０ １,３７２ ○居宅サービス合計
１１,２８０ １６１ １０,６１１ １５６ 介護予防支援事業（地域包括作成分）
５２,７３０ ５５０ ５１,０６８ ６２４ 居宅介護支援事業
７,５０４ ６,９０５ 〃　　受託予防ケアプラン　
７１,５１４ ７１１ ６８,５８４ ７８０ ○介護予防・居宅介護支援合計
１,７８３ ２５ １,６８９ ２５ 老人福祉施設
４,００６ ５２ ３,７０７ ４９ 老人保健施設
１９３ ６ １９０ ５ 介護療養型医療施設
５,９８２ ８３ ５,５８６ ７９ ○施設合計
４２０ ２９ ３２４ ２４ 定期巡回随時対応型訪問介護看護
９８ ６ ７７ ２ 夜間対応型訪問介護

２,４６７ ９２ ２,０６１ ７３ 地域密着型通所介護
９９７ ６３ ９３８ ６１ 認知症対応型通所介護
３２ ５０ ２８ ４７ 予防認知症対応型通所介護

１,０２９ ６３ ９６６ ６１ 認知症対応型通所介護
１,２１１ ６６ １,１１９ ５９ 小規模多機能居宅介護
１２６ ５３ １１５ ４８ 予防小規模多機能居宅介護
１,３３７ ６６ １,２３４ ５９ 小規模多機能居宅介護
９６０ ７４ ９３８ ７４ 認知症対応型共同生活介護
１ ４５ ０ ４４ 予防認知症対応型共同生活介護

９６１ ７４ ９３８ ７４ 認知症対応型共同生活介護
５８ ２ ５９ ２ 地域密着型特定施設入居者生活介護
３０７ １２ ３０６ １２ 地域密着型介護福祉施設
４９６ ２４ ４４０ ２１ 看護小規模多機能型居宅介護
７,１７３ ３６８ ６,４０５ ３２８ ○地域密着型サービス合計
１７９,６６１ ２,４７０ １７４,６２５ ２,５５９ 総　　　計
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初期研修医受入数の推移
受入数（人）年
１１３１９９８年
１０７１９９９年
１１４２０００年
１２２２００１年
１１８２００２年
９８２００３年
１６４２００４年
１９７２００５年
１６１２００６年
１４６２００７年
１３５２００８年
１４３２００９年
１３２２０１０年
１２３２０１１年
１４２２０１２年
１４０２０１３年
１２９２０１４年
１４１２０１５年
１５７２０１６年
１５５２０１７年 （看護師、保健師、助産師の合計）

新卒看護師受入数の推移
新卒看護師受入数（人）

１,２４８１９９７年卒
１,１６８１９９８年卒
１,２０７１９９９年卒
１,１９３２０００年卒
１,０５１２００１年卒
　９５７２００２年卒
１,０４１２００３年卒
　９４３２００４年卒
　９７５２００５年卒
　９００２００６年卒
　８５８２００７年卒
　７７６２００８年卒
　８９２２００９年卒
　９２６２０１０年卒
　９５８２０１１年卒
１,０３４２０１２年卒
１,０６０２０１３年卒
１,０５４２０１４年卒
１,１１４２０１５年卒
１,０８９２０１６年卒
１,０６２２０１７年卒

職種別職員数の推移

＊実務者研修修了者及び柔道整復師は、２０１７年度調査より集約を実施

４年比較前回比較２０１７年
１０月１日
現在

２０１５年
１０月１日
現在

２０１３年
１０月１日
現在 増減率増減数増減率増減数

１０１.７５４.４１０２.３７２.４３,２６９.２３,１９６.８３,２１４.８正職員医科医師 １１１.９１０２.０９８.５△１４.３９５９.９９７４.２８５７.９非正職員換算
９８.９△３.７１００.２０.７３２６.０３２５.３３２９.７正職員歯科医師 １０９.７５.５１０７.１４.１６２.２５８.１５６.７非正職員換算
１０１.６４４.５１０２.１５８.６２,８４０.３２,７８１.７２,７９５.８薬剤師
１１５.０８０.６１０６.１３５.５６１７.３５８１.８５３６.７保健師

看護
８５.６△５９.６８６.４△５５.５３５２.９４０８.４４１２.５助産師
１０６.５１,３６７.６１０２.４５１７.２２２,４８９.８２１,９７２.６２１,１２２.２看護師
８１.５△６０３.７８９.８△３０１.８２,６５２.６２,９５４.４３,２５６.３准看護師
９８.０△３４.９９８.１△３２.４１,７１３.６１,７４６.０１,７４８.５看護業務補助者
１１８.５１,７７５.１１０４.６４９７.０１１,３６１.２１０,８６４.２９,５８６.１介護福祉士

介護
１００.８２０.２８１.７△５５１.６２,４５９.０３,０１０.６２,４３８.８介護職員初任者研修終了者（旧

ホームヘルパー２級相当）

２４８.５２４８.５２４８.５
実務者研修修了者（旧介護職員
基礎研修及び旧ホームヘルパー
１級相当）

６７.９△９４３.２９８.６△２７.４１,９９９.１２,０２６.５２,９４２.３その他の介護職
１０８.９６７.１１０５.１４０.１８１９.３７７９.２７５２.２歯科衛生士

歯科 １１３.６２３.０１０４.７８.６１９１.６１８３.０１６８.６歯科技工士
１１８.８１８.５１２１.１２０.４１１６.９９６.５９８.４歯科業務補助者
１０２.７２８.３９８.１△２０.２１,０６２.６１,０８２.８１,０３４.２診療放射線技師放射線 ３１.３△１１.０３１.１△１１.１５.０１６.１１６.０診療Ｘ線技師
１０２.０３３.０１０１.９３１.１１,６８４.２１,６５３.２１,６５１.２臨床検査技師検査 ６１.４△２.７８７.８△０.６４.３４.９７.０衛生検査技師
１１８.８９２.２１０８.６４５.９５８２.６５３６.７４９０.４臨床工学技士
１２７.２７６１.１１１３.２４１４.４３,５５４.１３,１３９.７２,７９３.０理学療法士

リハビリ
１１９.３３５３.０１０９.４１８６.７２,１７８.３１,９９１.６１,８２５.３作業療法士
１４４.３２５.４１０９.５７.２８２.７７５.５５７.３視能訓練士
１２８.８１５３.９１１０.６６６.１６８８.８６２２.７５３４.９言語聴覚士
１００.００.０１００.００.０１.０１.０１.０義肢装具士
７８.９△６.０７９.７△５.７２２.４２８.１２８.４マッサージ師

２５.５２５.５２５.５柔道整復師
６４.３△２０.３７３.２△１３.４３６.６５０.０５６.９鍼灸師
１１１.３７１.６１０３.６２４.６７０４.３６７９.７６３２.７管理栄養士

栄養 １１４.９１９.３１０７.８１０.８１４９.２１３８.４１２９.９栄養士
９７.６△２６.６９９.２△９.１１,１０３.６１,１１２.７１,１３０.２調理師
１２５.７１８４.９９９.２△７.３９０４.７９１２.０７１９.８調理員
９３.４△２３.９９２.６△２７.１３３９.２３６６.３３６３.１その他の技術員
１３４.９２４８.８１１２.４１０６.０９６１.２８５５.２７１２.４社会福祉士

ＳＷ ９８.２△２.６１０２.４３.３１４２.８１３９.５１４５.４精神保健福祉士
９３.４△１５.９７５.１△７５.０２２６.５３０１.５２４２.４その他のＳＷ
１５２.２１６８.６１１２.９５６.３４９１.４４３５.１３２２.８保育士
１０５.３６５９.９１０２.０２５４.１１３,１７８.３１２,９２４.２１２,５１８.４事務職員
９９.９△１.０９５.３△８５.４１,７２１.３１,８０６.７１,７２２.３その他の職員
１０６.３４,８７４.４１０１.９１,４９７.１８２,３２９.８８０,８３２.７７７,４５５.４合計


